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令和４年第２回南会津町議会定例会  第１日 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和４年６月１７日（金曜日）午前１０時開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期決定の件 

 日程第 ３ 諸報告 

 日程第 ４ 報告第２号から議案第４０号まで一括上程 

         （提案理由の説明） 

 日程第 ５ 陳情の委員会付託 

       令和４年陳情第１号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を 

                 求める意見書」の提出を求める陳情書 

       令和４年陳情第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情につい 

                 て 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１６名） 

     １番  五十嵐 芳 道  議員     ２番  馬 場   浩  議員 

     ３番  川 島   進  議員     ４番  渡 部   優  議員 

     ５番  室 井 英 雄  議員     ６番  渡 部 訓 正  議員 

     ７番  丸 山 陽 子  議員     ８番  湯 田 良 一  議員 

     ９番  大 桃 英 樹  議員    １０番  湯 田   哲  議員 

    １１番  高 野 精 一  議員    １２番  山 内   政  議員 

    １３番  菅 家 幸 弘  議員    １４番  星   光 久  議員 

    １５番  楠   正 次  議員    １６番  室 井 嘉 吉  議員 

 

欠席議員（なし） 
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説明のための出席者 

渡 部 正 義 町 長 星   英 雄 教 育 長 

小 寺 俊 和 総 務 課 長 星   良 栄 総 合 政 策 課 長 

鈴 木 秀 和 税 務 課 長 渡 部 秀 介 住 民 生 活 課 長 

湯 田 賢 史 健 康 福 祉 課 長 室 井 利 和 農 林 課 長 

星   博 文 商 工 観 光 課 長 月 田   啓 建 設 課 長 

遠 藤 知 樹 環 境 水 道 課 長 渡 部 さつき 会 計 室 長 

菅 家 康 夫 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
阿久津 勝 英 学 校 教 育 課 長 

廣 野 友一郎 生 涯 学 習 課 長 渡 部 浩 明 舘岩総合支所長 

馬 場   誠 伊南総合支所長 平 野 芳 和 南郷総合支所長 

渡 部   寛 代 表 監 査 委 員   

 

事務局職員出席者 

星   貴 夫 事 務 局 長 星     彰 議 事 係 長 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○室井嘉吉議長 おはようございます。 

 携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードへの設定をお願いをいたします。 

 それでは、ただいまから令和４年第２回南会津町議会定例会を開会いたします。 

 開議に先立ちまして、表彰の伝達を行います。 

 去る６月３日に開催されました令和４年度福島県町村議会議長会定期総会におきまして、多

年にわたる議会議員活動の功績が認められ、本町議会議員楠正次君が特別功労者として表彰さ

れました。 

 また、湯田良一君、大桃英樹君、そして私、室井嘉吉が自治功労者として表彰されました。 

 これより受賞者へ伝達を行います。 

○星 貴夫議会事務局長 それでは、お名前をお呼びいたします。 

 楠正次議員。 

〔表彰状朗読、伝達〕 

○星 貴夫議会事務局長 湯田良一議員。 

〔表彰状朗読、伝達〕 

○星 貴夫議会事務局長 大桃英樹議員。 

〔表彰状朗読、伝達〕 

○星 貴夫議会事務局長 議長への伝達は、副議長からお願いいたします。 

 室井嘉吉議員。 

〔表彰状朗読、伝達〕 

○室井嘉吉議長 以上で、表彰の伝達を終わります。 

 次に、定期人事異動によりまして、４月１日付で健康福祉課長が異動となっております。本

来であれば行政側からの紹介ということになりますが、代わりまして私、議長のほうより湯田

賢史健康福祉課長をご紹介いたします。 

○湯田賢史健康福祉課長 よろしくお願いします。 

○室井嘉吉議長 ここで、代表監査委員より発言したい旨の申入れがありましたので、これを

許可します。 

 渡部代表監査委員。 
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○渡部 寛代表監査委員 おはようございます。お許しをいただきまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 渡部前代表監査委員の後任といたしまして、このたび南会津町代表監査委員に就任いたしま

した渡部寛でございます。 

 代表監査委員の職務の重要性を十分認識いたしまして、行財政運営の効率化、予算執行にお

ける公正の確保など、しっかりと監査業務を務める所存でございます。舟木隆監査委員、湯田

良一監査委員、お二人とともに職務を励行してまいりますので、今後とも皆様方の一層のご協

力、ご指導をお願い申し上げまして、代表監査委員の就任のご挨拶といたします。よろしくお

願いいたします。 

○室井嘉吉議長 執務中の軽装化の実施に伴い、上衣の脱衣を許します。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎開議の宣告 

○室井嘉吉議長 それでは、ただいまより本日の会議を開きます。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○室井嘉吉議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎会議録署名議員の指名 

○室井嘉吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、１番、五十嵐芳道君、11番、高野精

一君を指名いたします。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 
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◎会期の決定 

○室井嘉吉議長 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会議予定表のとおり、本日から６月24日までの８日間と

し、明18日から21日までを休会にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月24日までの８日間とし、明18日から21日までを休会とすること

に決定いたしました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎諸報告 

○室井嘉吉議長 日程第３、諸報告を行います。 

 初めに、諸般の報告を行います。 

 令和４年第１回南会津町議会定例会以後の議会活動状況、議員派遣の結果報告及び文教厚生

委員会所管事務調査報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、５月27日に招集された令和４年第１回南会津地方環境衛生組合議会臨時会及び令和４

年第１回南会津地方広域市町村圏組合議会臨時会に組合議員が出席し、審議した結果、提案さ

れた全議案について原案のとおり可決されました。その概要は、お手元に配付の報告書のとお

りでございます。 

 次に、監査委員から、本年４月末までの令和３年度及び令和４年度の例月出納検査を実施し

た結果、適正であった旨、文書によって通知がありましたので、報告をしておきます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 次に、行政報告を行います。 

 令和４年第１回南会津町議会定例会以後の行政報告は、お手元に配付の一般行政報告書のと

おりでございます。 

 これで諸報告は終わりました。 
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  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第２号から議案第４０号まで一括上程、説明 

○室井嘉吉議長 日程第４、報告第２号から議案第40号まで一括上程をいたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○渡部正義町長 おはようございます。 

 令和４年第２回南会津町定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、何かとご多忙

中のところご参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 今期定例会に提出いたしました各議案等について、提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、報告第２号 専決処分の報告についてをご説明申し上げます。 

 本件は、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項につい

て専決処分したため、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 まず、専決第10号 損害賠償の額の決定及び和解についてでありますが、本件は、本年２月

15日、町道北下原７号線田島字東荒井地内で除雪作業を行っていた町所有の除雪車両が相手方

所有の物置小屋の屋根に接触し、破損させ損害を与えたものでございます。過失割合を町

100％として、相手方に対して賠償金７万3,150円を支払うことで協議が調いましたので、損害

賠償の額の決定及び和解について専決処分をしたものであります。 

 次に、専決第11号 損害賠償の額の決定及び和解についてでありますが、本件は、本年４月

16日、町道東106号線針生字駒戸山地内で除雪作業を行っていた町所有の除雪車両が電柱に接

触し、破損させ損害を与えたものであります。過失割合を町100％として、相手方に対し賠償

金30万1,981円を支払うことで協議が調いましたので、損害賠償の額の決定及び和解について

専決処分をしたものであります。 

 次に、議案第33号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し

上げます。 

 本案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改正

を行うものであります。 

 主な改正内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を63万円から65万円に、後

期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げるものでご

ざいます。 
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 次に、議案第34号 町道路線の変更についてをご説明申し上げます。 

 本案は、町営住宅松下団地建て替え事業及び道路改良事業に伴い、町道路線名及び終点の変

更を行うものであります。 

 次に、議案第35号 町道路線の認定についてをご説明申し上げます。 

 本案は、道路改良工事に伴い町道が整備されたことから、新たに町道認定を行うものであり

ます。 

 次に、議案第36号 教育委員会委員の任命についてをご説明申し上げます。 

 現教育委員の渡部謙一氏が本年６月27日付をもって任期満了を迎えることから、その後任と

して山本恭士氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 山本氏は、昭和55年に福島大学教育学部を卒業後、小学校教員として37年間の長きにわたり

学校教育の伸展に大きく貢献され、そのうち通算６年間を福島県教育庁南会津教育事務所の社

会教育主事として社会教育行政の推進にも尽力されております。その他の主な経歴は別途配付

しております附属資料に記載のとおりでありますが、山本氏は人格、識見ともに優れており、

最適任者と認め、教育委員に任命したいと存じますので、よろしくご審議を賜りまして、同意

くださいますようお願いを申し上げます。 

 なお、任期は令和４年６月28日から令和８年６月27日までの４年間となります。 

 次に、報告第３号 令和３年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告についてをご説明申し

上げます。 

 本報告は、地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、繰越明許費に係る繰越計算書

の報告をするものであります。令和３年度予算から令和４年度に繰り越した事業は社会保障・

税番号制度システム整備事業ほか５事業で、繰越額の総額は３億1,433万円であります。 

 なお、総務費の無線システム改良普及支援事業は中山峠携帯電話エリア整備事業であり、土

木費の社会資本整備総合交付金事業（道路）は町道大新田１号線南郷橋関連事業、町道関本古

内線富貴沢橋関連事業などであります。 

 次に、報告第４号 令和３年度南会津町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてをご説

明申し上げます。 

 本報告は、地方公営企業法第26条第３項の規定に基づき、予算繰越計算書の報告をするもの

であります。対象となる事業は田島第一水源地改良事業ほか２事業で、全国的な半導体不足に

より必要な部品が工期内に納入できないこと及び県発注工事との関連などにより、令和４年度
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に繰越ししたものでございます。 

 次に、報告第５号 令和３年度南会津町下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてをご

説明申し上げます。 

 本報告は、地方公営企業法第26条第３項の規定に基づき、予算繰越計算書の報告をするもの

であります。対象となる事業は社会資本整備総合交付金事業で、全国的な半導体不足により必

要な部品が工期内に納入できないことなどによって令和４年度に繰越しをしたものでございま

す。 

 続いて、議案第37号 令和４年度南会津町一般会計補正予算（第３号）についてご説明申し

上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ7,105万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

125億5,342万2,000円とするものであります。 

 主な補正の内容は、この冬の雪害等で被災した公共施設の修繕関係費用のほか、住民税非課

税世帯に10万円を給付する臨時特別給付金給付事業費、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金事業費及び林業成長産業化推進事業費などの計上であります。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 第15款国庫支出金は、臨時特別給付金の財源となる臨時特別支援事業費補助金のほか、地方

創生推進交付金及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加などで、3,626

万1,000円を計上するものであります。 

 第９款繰入金には1,000万円を計上し、公共施設等の整備のための基金を繰り入れるもので

あります。 

 第21款諸収入は、この冬の雪害に対する建物共済保険金3,009万7,000円を計上し、第22款町

債は、各起債事業費の変更により、過疎対策事業債530万円を減額するものであります。 

 続きまして、歳出について主な内容をご説明申し上げます。 

 第２款総務費は、雪害による公共施設の修繕及び修繕工事請負費で351万1,000円を計上し、

第３款民生費は、福祉施設の雪害による修繕工事請負費等の計上のほか、新型コロナウイルス

感染症の影響が長期化する中、生活や暮らしの支援のため、令和３年度に引き続き、住民税非

課税世帯等１世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金給付事業費を計上するもので、合わ

せて3,010万1,000円の追加補正であります。 

 第４款衛生費は310万円の計上であり、この主な内容は、新型コロナウイルス感染症が拡大

する中、町民の暮らしを守っていただいた衛生業界の方々へ感謝のエール券を送るエールの交
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換プロジェクト事業費の計上で、昨年度、医療、介護、保育、消防等の従事者に引き続き、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、実施するものでございます。 

 第５款労働費は73万7,000円の計上で、立地企業に対し除雪委託経費の一部を補助する企業

立地促進奨励金を追加補正するものであります。 

 第６款農林水産業費は、みなみあいづ森と木の情報・活動ステーション・きとねを活用した

広葉樹普及促進のための委託料及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、木材事業者の燃料高騰の負担軽減と町産材の生産量増加のために今年度のみ補助単価を拡

充することに伴い、丸太搬出促進事業補助金を追加するもので、合わせて660万円を追加補正

するものでございます。 

 第７款商工費は3,127万3,000円の計上で、観光施設等の雪害による修繕工事請負費が主なも

のであります。 

 第８款土木費は、道路改良事業に充当する社会資本総合交付金の配分が減額となったことか

ら事業費を調整するもので、722万2,000円の減額補正でございます。 

 第10款教育費は2,092万4,000円の追加補正でありまして、その主なものはロシアによるウク

ライナ侵攻や円高の影響などで食材価格が高騰していることから、町立小学校を対象に新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、給食材料費の高騰分を補助する小学校

学校給食費上昇抑制事業補助金の計上で、これにより給食費の値上げを抑え、これまでどおり

の栄養バランスの取れた給食を継続して提供できるようにするものでございます。 

 このほか、各教育施設の雪害による修繕のほか、御蔵入交流館の空調設備改修工事の実施設

計委託料を計上しております。 

 第14款予備費でございますが、歳入との関連で1,796万6,000円を減額するものでございます。 

 なお、既定の地方債の変更は、第２表地方債補正のとおりでございます。 

 以上、一般会計補正予算の内容をご説明申し上げました。 

 次に、議案第38号 令和４年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

ご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ903万7,000円を減額し、歳入の総額を歳入歳出それぞれ16

億8,096万3,000円とするものであります。 

 歳入は、第１款国民健康保険税のみの補正であり、国民健康保険税について、被保険者数の

見込みと前年度の所得等から試算した結果、903万7,000円を減額補正するものでございます。 

 歳出では、第３款国民健康保険事業費納付金を今年度の確定に伴い890万7,000円を減額し、
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第７款予備費では、歳入との関連で13万円を減額するものでございます。 

 次に、議案第39号 令和４年度南会津町水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明申

し上げます。 

 本補正予算は、資本的収入を460万円追加し、収入の予定額を３億2,684万7,000円とし、資

本的支出を660万円追加し、支出の予定額を５億1,338万9,000円とするものであります。 

 その内容は、収入では福島県が行う排水路工事に伴う工事補償金の追加であり、支出では支

障となる金井沢地区の配水管移設工事費の計上でございます。 

 次に、議案第40号 令和４年度南会津町下水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明

を申し上げます。 

 本補正予算は、下水道事業収益を701万2,000円追加し、収益的収入の予定額を６億9,508万

5,000円とするものであり、また下水道事業費を1,001万8,000円追加し、収益的支出の予定額

を６億9,441万3,000円とするものでございます。 

 その内容は、高杖原農業集落排水施設の雪害に伴う建物災害共済金及び修繕工事費を計上す

るものでございます。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案８件、報告４件につきましてご説明申し上げました

ので、よろしくご審議をいただき、議決いただきますようお願い申し上げます。 

○室井嘉吉議長 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎陳情の委員会付託 

○室井嘉吉議長 日程第５、陳情の委員会付託を行います。 

 本日までに陳情２件を受理しております。 

 令和４年陳情第１号及び令和４年陳情第２号は、お手元に配付しました陳情委員会付託一覧

表のとおり、会議規則第92条第１項及び第95条の規定によって、所管の常任委員会に付託いた

します。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 
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○室井嘉吉議長 以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。 

 上衣の着衣を願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は、６月22日午前10時から開議し、一般質問を行います。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 この後、10時45分から全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 大変ご苦労さまでございます。 

 

散会 午前１０時３３分 
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令和４年第２回南会津町議会定例会  第２日 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和４年６月２２日（水曜日）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

        １１番 高 野 精 一 議員 

         ５番 室 井 英 雄 議員 

         ７番 丸 山 陽 子 議員 

         ４番 渡 部   優 議員 

        １５番 楠   正 次 議員 

         ２番 馬 場   浩 議員 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１６名） 

     １番  五十嵐 芳 道  議員     ２番  馬 場   浩  議員 

     ３番  川 島   進  議員     ４番  渡 部   優  議員 

     ５番  室 井 英 雄  議員     ６番  渡 部 訓 正  議員 

     ７番  丸 山 陽 子  議員     ８番  湯 田 良 一  議員 

     ９番  大 桃 英 樹  議員    １０番  湯 田   哲  議員 

    １１番  高 野 精 一  議員    １２番  山 内   政  議員 

    １３番  菅 家 幸 弘  議員    １４番  星   光 久  議員 

    １５番  楠   正 次  議員    １６番  室 井 嘉 吉  議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のための出席者 

渡 部 正 義 町 長 星   英 雄 教 育 長 



－１４－ 

小 寺 俊 和 総 務 課 長 星   良 栄 総 合 政 策 課 長 

鈴 木 秀 和 税 務 課 長 渡 部 秀 介 住 民 生 活 課 長 

湯 田 賢 史 健 康 福 祉 課 長 室 井 利 和 農 林 課 長 

星   博 文 商 工 観 光 課 長 月 田   啓 建 設 課 長 

遠 藤 知 樹 環 境 水 道 課 長 渡 部 さつき 会 計 室 長 

菅 家 康 夫 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
阿久津 勝 英 学 校 教 育 課 長 

廣 野 友一郎 生 涯 学 習 課 長 渡 部 浩 明 舘岩総合支所長 

馬 場   誠 伊南総合支所長 平 野 芳 和 南郷総合支所長 

 

事務局職員出席者 

星   貴 夫 事 務 局 長 星     彰 議 事 係 長 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○室井嘉吉議長 おはようございます。 

 携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードへの設定をお願いいたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 執務中の軽装化の実施に伴い、上衣の脱衣を許します。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○室井嘉吉議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○室井嘉吉議長 日程第１、一般質問を行います。 

 登壇順序に従い、順番に発言を許します。 

 なお、本定例会における一般質問に当たりましては、会議規則第55条ただし書の規定によっ

て、質問の回数が３回を超えることを許し、同規則第56条第１項の規定によって、その発言時

間を60分に制限しますので、質問の趣旨は簡潔明瞭にお願いをいたします。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 高 野 精 一 議員 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君の登壇を許します。 

 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 皆さん、おはようございます。 

 質問の前に一言、このたびの４月の選挙において、新しく渡部正義町長が誕生いたしました

ことに対して、お祝いを申し上げます。 
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 また、その中において、副町長はまだできておりませんが、その中においての行政執行、大

変難しいと思います。できるだけ机のポケットを多くして、その都度その引き出しを開けて、

そして行政に臨んでいただきたい、そういう思いでいっぱいであります。執行部の皆さん、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、質問に入ります。 

 質問は、大きく分けて２点ございます。 

 １点目は、高齢者の除雪支援についてであります。 

 この高齢者世帯除雪支援事業は、当初はボランティア組織による地域の助け合い事業だった

と思います。そのうち、個人負担が１割になったのはいつかと。 

 それから、②令和４年度の当初予算では約2,000万円が計上されているが、今後も事業を継

続するのか。町の考えを伺います。 

 それから、大きい２番目、祇園会館の今後の計画についてをお伺いします。 

 祇園会館については、指定管理も近々終了し、廃止することになっています。今後の計画に

ついて、町においても既に検討されると思いますが、私の考えとしては、県の施設である警察

アパートは建設から半世紀以上が過ぎ、老朽化が進み、建て替えの必要が出てきています。祇

園会館を取り壊し、更地にして、警察アパート建設地として県に土地を貸してはどうかという

私の考えであります。 

 これで壇上での質問を終わります。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 皆さん、おはようございます。 

 議席番号11番、高野精一議員の一般質問にお答え申し上げます。 

 冒頭、私に対する激励の言葉をいただきまして、本当にありがとうございます。一生懸命頑

張ってまいります。 

 初めに、高齢者の除雪支援事業に関する１点目、個人負担が１割になったのはいつかとのお

ただしでありますが、本町で実施しております南会津町高齢者世帯等除雪支援事業では、70歳

以上の高齢者の独り暮らし世帯、さらに高齢者のみの世帯を対象に、その課税状況や扶養の有

無などに応じ、個人負担を決めております。 

 個人負担１割という負担割合につきましては、町村合併に伴う合併協議の中で協議・決定さ

れ、南会津町としてスタートした平成18年度以降、現在まで変更されておりません。 

 次に、２点目、令和４年度の当初予算に約2,000万円が計上されているが、今後も事業を継
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続するのか、町の考えはとのおただしでございました。 

 本事業は冬期間、自力で除雪が困難な高齢者等の世帯に対し、除雪に要する経費の一部を支

援することにより、生活面での安全確保や社会参加の促進、さらには福祉の増進を図ることを

目的とするものであり、少子高齢化が進む本町において、高齢者福祉の充実という観点からも、

今後ますます重点的に取り組むべき施策であると感じております。 

 人口減少・少子高齢化に伴う集落内の支え合い・助け合い機能の低下は、町が解決すべき大

きな課題の一つであり、持続可能な対策を講じる必要があるものと認識しております。 

 本事業は、それらを補完する一つの施策として、非常に重要な役割を担う事業であることか

ら、今後も継続して実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 次に、祇園会館の今後の計画に関し、祇園会館を取り壊し更地にして、老朽化が進んだ警察

アパートの建設地として県に土地を貸してはどうかというおただしでございました。 

 会津田島祇園会館の廃止後の計画につきましては、令和３年第４回議会定例会における６番

議員さんからの質問に答弁させていただきましたとおり、現段階では、解体を前提としたもの

ではなく、祇園祭関係者の方々との懇談会の際に意見として出された資料館としての活用、さ

らにはパブリットコメントで出された４つの提案、こういったものも含めて、再度、関係する

方々と議論を深めていきたいと、このように考えているところであります。 

 なお、当該用地につきましては、提案のありました警察アパート用地としての活用も考えら

れますが、国道289号田島バイパスに面した一等地でもあることから、仮に解体する場合でも、

公共の用に供する土地の利用や雇用の創出につながる事業者の利活用にも適していると思って

おります。 

 つきましては、関係する方々との協議結果も踏まえ、建物及び土地の利用に関し、今後方向

づけをしてまいる所存でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁をいたさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 それでは、何点か質問させていただきます。 

 これ、18年度からの１割負担で来ていたと。最初発足したときは、ボランティア組織で地域

の力を活用したいという当時の執行部の思いがあって、その組織ができたんだと私は理解して

おりますが、それも毎日のことであり、受益者というより、やる人が大変な負担になるんでは
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ないかということから、これは途中で１割負担になった経過があると私は思っております。 

 その当時、大変、頭文字というか、地域の力というのを地域で発揮するためにはどうしたら

いいんだという中でのボランティアの組織の発足だったと思うんですが、その当時はまだ１割

負担になっていなかったと感じておりますが、その辺についてはどうですか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 今ほどのおただしでございますが、町長答弁にもありましたとおり、平成18年の合併協議会

の中で１割負担を決定したところでございます。 

 それ以前は、田島は無料、舘岩・南郷は１時間当たり200円を取るということで、料金がま

ちまちだったものを、ボランティア活動というのを生かしながら、個人負担１割ということを

決定した経緯がございます。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 これ、大変な思いで始まったんですが、人に対する情けを重視して、

そういう人を助けっぺという中での事業だったと思います。ただ、そういう中においても、や

ってもらう人が、やっぱりそれが当たり前になってきたと、自己責任がなくなってきた。それ

で、やる人も大変だと、当てにされると。 

 そういう中で、じゃ燃料費くらいは負担しましょうということでの１割負担だったと私は考

えておりますが、その中で、今まで累計で、町としてはどのくらいの拠出をしているのか、お

伺いしたいと思います。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 大変申し訳ないんですが、累計は手元にはございません。過去５年間の数字を参考までに申

し上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、平成28年度でございますが、事業費が約1,540万円、平成29年度が1,990万円、平成30

年度につきましては920万円、令和元年度でございますが、100万2,629円という端数もつくん

ですが、約100万円になってございます。 

 少雪の影響もありますので、そういったところで若干、事業費は変動することをご了承いた

だきたいと思います。令和２年度が、端数はカットさせていただいておりますが、2,060万円、

最新の令和３年度につきましては、豪雪だったということもございまして、3,201万円となっ

てございます。 
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 繰り返しになりますが、そのときそのときの降雪量によりまして、若干事業費が変動します

が、直近の５か年の事業費につきましては、以上のような事業費になってございます。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 確かにこれ、降雪どきによっては、その値段が違ってくると思うん

です。ただ、除雪の依頼というのは、あくまでも民生委員を通して申請をすると思うんですが、

それに対しては間違いございませんか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 おただしのとおり、まず最初の窓口は、町内の民生委員さんに申請をしていただくと。その

申請につきましては、町のほうに提出いただきまして、対象者の条件に合致するかどうかとい

うところをチェックした後に実行という流れになってございます。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 その申請の段階で、民生委員の申込みの中で、町との契約というか、

条件の中に合致しているかいないかというのは、それは書類上の問題も中にはあると思うんで

すが、なかなか民生委員のその人の目力というか見方によっては、幾ら民生委員に頼んでも、

この人は駄目ですよと、この人は受け付けないですよという事案も、私、聞いたことがありま

すが、それは一律、ちゃんと民生委員で申請はしているものなのかどうか伺います。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 申請の手続につきましては、まずは申請書の中に福祉区分というものを設けさせていただい

ております。その中で、高齢者世帯が独り暮らしなのかどうかというところと、あとは、障害

者世帯については、身体・知的・精神といったまず簡単な区分について、申請書を通してチェ

ックさせていただいていると。さらには、民生委員さんが把握している生活実態でありますと

か、高齢者台帳というのがございますので、そういった手持ちの情報で、まずは簡単なチェッ

クをしていただいて、町のほうに提出していただくと。 

 最終的には、先ほど申し上げましたとおり、精査するところは町が、担当者が精査をして実

行していくという流れになってございます。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 やっぱり年度的には、雪のなかった、少雪も災害だと。昔は、前町

長もそういうことで、業者に対してそれなりの手当てをして、民宿、それからその業者関係に
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対しては、そういう面も、少雪の場合は災害だということで、手当てをした経過がございます。 

 だけども、これ、やっぱりいろんな問題が抱えていて、地元に子供がいる場合は、家を離れ

ていても除雪は対象にならない。その代わり、町外にいる子供に対しては、子供がいても除雪

の支援の対象になるというのが、この制度だと思うんです。民生委員の中においても、やっぱ

り家族関係をよく聞いて、やってもらうのが当たり前だと、これは町でやるのが当たり前だと

思っている子供たちもいるんです。 

 だから、そういう中で、私は一つ思うんですが、これは雪は降るもんだし、ある程度は、自

分の自己責任をどこまで追及するかというのも必要になってくると思うんです。そして、これ

は町の一般財源で支出しているわけでしょう。そうすると、今年度当初予算の中で、町は３億

円ほど当初予算が目減りをしている。そうすると、これを町でいつまでも出し続けるというの

も大変なことだと思うんです。 

 そういうことで、私が提案したいのは、どうですか、これ、２割、３割負担ということで、

ある程度、そういう町の考えを持つことはできるのかどうか伺います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 今、個人負担をもう少し上げてはどうかというふうな提案かと思いますが、

合併からここまで１割負担という流れで来ています。そして、高齢の方、年金生活の方が多い

なというふうに思っておりますので、負担割合を上げるということであれば、それなりの理由

をしっかり明示して、お話ししていかないといけないんだろうというふうに思っております。 

 それで、高齢者の方の除雪支援事業については、やっぱりこの地域で長年貢献していただい

た高齢の皆さんに対して、町としてはしっかり支えていく必要があるというふうに思っており

ますので、高齢者除雪の支援事業については引き続き継続をして対象にしていくと。 

 ご提案のとおり、近所に住んでいて、子供さんがやれるのにやらない人がいるという事例も

あるかもしれません。それが遠くの東京に住んでいる人と、仮に、例えば下郷に住んでいる人

との差はどうなのかというふうな微妙な問題はございますが、やっぱりあるところで線を引か

ないと、行政運営の中では難しいところもあるということはご理解いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 事務的なものは、南会津クラブ、そこでやっているんですが、個人

負担の分を集金に行くと、やっぱそこで勘違いがあったり何だりして、１時間例えば1,000円

だとしても、それが今年みたいに２時間かかったとか３時間かかったと言われれば、それは

3,000円くらい発生すると。そういう中で、こんな銭出してたでは、俺は破産しちまうから、
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俺は何ともできねえなんていう話も集金する人が言われてきたり、そういう面も現場の中には

あるということなんですよね。 

 だから、さっきから私は、自己責任もあるんですよ、子供の責任もあるんですよと。確かに

これはできない人も、世帯によって、そこの家庭によってはいます。そういう人はやっぱり優

先的に、それは民生委員の協議の中において、これは本当に１割負担でいいのかな、ただでい

いのかなということも、それは中によっては出てくると思います。 

 ただ、これも事務の中では、大変細かい割り組みになりますので、仕事としては大変な思い

をすると思います。ただ、業者によってはそれを、１割でできるんだから何ぼでも受けろと言

っている業者もいるし、それを悪用と取れるかもしれないような言い方をしている人もいるよ

うな話も聞いております。 

 これ、やっぱりもう一回、全部１割で区切るということでなく、場合によっては、家族によ

って、それは出してあげますよというような家族との民生委員との連絡管を密にして、ひとつ

今後この事業も継続していくんだということであるんで、あくまでも補助金はない、そういう

中で物事が進んでいるわけですから、今後ちょっとそれも精査していただきたいなと、そのよ

うに思います。 

 これは答弁要りませんが、２点目のほうに移っていきたいと、こう思います。 

 今、何かと議会でも話題になっております、その祇園会館の取扱いについて、私は今、南会

津町において県の施設というのは、国は法務局、裁判所とあります。県は合庁、病院、それか

ら保健所とありますが、やっぱり安全な町をつくるためには、そういう計画の中において、県

との協議も中には必要ではないかと思いまして、この提案をしたわけでございます。 

 先ほどの話の中には、今後、そういう土地がいいところであるために、道路のできる形によ

ってはいろいろ考えられるという話も出てきましたが、今後もしそういう計画があれば、そう

いう中に、こういう案もあるということを入れて協議していただきたいと思うんですが、どう

ですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 冒頭、県有施設と町の関わりということでお話をいただきました。当然、町

で協力できる部分は協力をしながら、地方の拠点の地域として、その役割を担っていただくと

いうのはご指摘のとおりだと思います。 

 しかし、県有施設であれば、やっぱり県が主体的になって構築をして、その上で、町に協力

が求められたときにお話を聞いて、何ができるのかということを考えていく必要があるという
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ふうに思います。 

 警察アパートについては、事務レベルで総務課のほうに、多分相談が上がったというふうに

私は記憶しておりますが、町として今、手持ちの有力な土地がないというふうなことで、お話

を返したような記憶をしております。 

 祇園会館の跡地が非常に警察署から近くて、利便性にも優れているんじゃないかというふう

なことも含めての提言だと思いますが、先ほど申し上げましたように、祇園会館の取扱いに当

たり、祇園祭の関係する方々、それからパブリットコメントでの意見等の調整がまだ残ってお

りますので、警察アパートを全面的に否定するわけではございませんが、そこの協議をしっか

りしてから今後の土地利用を考えていくというふうなことで、現在、具体的な土地利用につい

ての検討が進んでいるわけではありませんので、ご理解いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 確かにこれは、警察署、会計課のほうから管財のほうに、そういう

話は来ていると思います。私も去年、本部の会計課といろいろ話をさせていただいた中で、福

島県、大体70か所くらい、そういう場所が老朽化して、今後必要になってくるんだと。予算の

関係もあるんで、できるだけ町がそれだけのものを用意してくれるとこあれば、それは優先的

に物事を考えていきたいということが会計課の話でありました。 

 そうであれば、やっぱり私は、あそこが今のところ、1,120万円毎年かかっています。そう

すると、どうしても計画性をはっきりしていかないと、指定管理者料が1,000万円抜けたとし

ても、120万円の地代は、これはずっと発生していくわけですから、このままそのままにして

おくわけにもいかないと思うので、その辺の計画はどうなっているのかお伺いします。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 祇園会館の指定管理料につきましては毎年980万円、そこに祇園公園として160万円、合計

1,140万円、そこに、今議員おただしありましたように、祇園会館、平成19年度に３名の方か

ら用地のほうは取得させていただいたんですが、１名の方からの同意が得られず、現在も借地

となっている部分がございます。そこの借地料が100万円ちょっとだったと思うんですが、毎

年お支払いしております。 

 町といたしましては、あそこをバイパス沿いと後ろと、真ん中のところが借地になっている

もんですから、土地の一体的な利用等も含めて、19年度以降も継続的に用地取得に向けた交渉

のほうを続けておりまして、現在も続けているような状況になってございます。 
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 町のほうで、もし、議員がおただしのように祇園会館を閉館いたしまして、その後、何らか

の利活用する場合においても、やはりずっと毎年100万円以上の地代をお支払いしていくとい

うのは、町にとっても負担となりますので、用地取得に向けて、今後も交渉を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 まさにそのとおりで、最初は返してもらうときは、原況復旧という

形で返してくださいよというような話があったかやに思いますが、今、代も替わってきまして、

それは原況に戻して返してくださいという話も、今は大分薄くなったのかなという感じを私も

持っておりますので、できるだけ早く、それもいい形の中で取得して、そして、中で今後、そ

ういう計画を今度は考えていただくという方向性は、大体いつ頃までにそれできそうだか、ち

ょっと伺います。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 現時点で売買契約等を結んでいるわけでもございませんし、交渉継続中ということなので、

できるだけ早くというような答弁にとどめさせていただければというふうに思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからも答弁させていただきたいと思います。 

 地権者の方とは、前の大宅町長の時代から、一団の土地として町は活用させてほしいという

ことで、用地の取得について下打合せをさせていただきました。一昨年あたりから、前向きな

交渉に応じていただける姿になってまいりましたので、具体的に交渉を今進めているところで

ございます。 

 何とか町として取得をして、全てが町有地という中で、今後の建物、それから跡地利用につ

いても考えていきたいと、このように思っております。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 そういう中で、やっぱりコンスタントというか、大きく見ると、や

っぱり場所によっては、土地の問題の広さ、そういうものによっては、そういうものができて

こない、広くないと駄目だよということもあります。 

 私のほうとしても、何でこの質問したかというと、やっぱりそういう中で、物事って５年く

らいは、計画してからかかると思うんですよね。そうなると、今からでもその計画をしながら、
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そういうものを県と話し合って、そして、そういう施設をちゃんとしてやって、南会津町の受

入れをやっぱり県にアピールすることが、これから今後必要になってくるだろうと思います。 

 まして、前大宅町長も、県の体育館をどうしてもこの町に誘致したいと、そういう計画を持

って物事をやった経過もありますし、そうであれば、当町でも、おらほうではこういう提供の

仕方をします、だから、ぜひこれを利用してください。その代わり、県のほうでも、町の要望

である、こういうものをひとつお願いしますという交換条件も、これは一つとしてできるんで

はないかと思いますが、その辺はどうですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 県当局との関係性づくりということでは、非常に重要な質疑だと思います。 

 町でできること、県でできること、それを調整しながら、県のほうから何らかの協力依頼が

あれば、しっかり受け止めて協議をする、できるものはできる、できないものはできないとい

うのがあるかもしれませんけれども、その一つが警察アパートの問題だというふうに思ってお

ります。 

 祇園会館の跡地利用については先ほど、答弁申し上げました内容で、今のところはそれ以上

でもそれ以下でもございませんが、警察アパートとして、何か町として関わって、土地なりそ

ういったものを見つけることができるかどうか、そういったところは引き続き検討を進めて、

県のほうの力になっていければなと思います。 

 そういったものが県当局との信頼関係につながって、町の振興にも今後生きてくるというふ

うに考えております。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 これにて私の一般質問を終わります。 

○室井嘉吉議長 以上で、11番、高野精一君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 室 井 英 雄 議員 

○室井嘉吉議長 次に、５番、室井英雄君の登壇を許します。 

 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 皆さん、おはようございます。 

 議席番号、室井英雄でございます。 
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 質問に入る前にちょっと一言、今回、渡部町長におかれましては、初の定例会ということで、

多少緊張されているのかと思いきや、高野議員の質疑応答を拝聴しておりますと、副町長時代

の経験が生かされているなと。また、よどみない答弁に感服いたしております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 では、質問に入ります。 

 まず、第１点目、消防団員の処遇改善状況はということで質問いたします。 

 消防団員の確保に向けた待遇改善の一環として、昨年４月、総務省消防庁より、消防団の報

酬等の基準の策定等についての内容によると、各市町村においては、消防団と協議の上、十分

な検討を行い、必要な条例改正及び予算措置を実施し、一般団員については年額報酬３万

6,500円、出動報酬8,000円を基準とすることとされ、全国の自治体に通知されました。 

 条例については、令和４年３月末日までに改正し、同４年４月１日から施行すること、予算

については、令和４年度当初予算から必要な額を計上することとされています。 

 この内容を踏まえ、以下、質問いたします。 

 ①現行における支給対象の出動及び金額は。 

 ②条例が改正された場合、支給対象となる出動に変化はあるのか。 

 ③条例については、令和４年３月末日までに改正とされているが、本町において改正できな

かった理由はどこにあるのでしょうか。 

 ④報酬及び費用弁償については、団員個人に直接支給することと明記されているが、今後の

町の対応をお聞かせください。 

 ２点目、田島地域中心市街地まちなか再生についてお伺いいたします。 

 田島地域中心市街地まちなか再生計画策定事業懇談会、こういう名称で間違いないと思うで

すが、が立ち上げられました。その内容を含め、以下、質問いたします。 

 ①田島地域中心市街地まちなか再生について、町の考えは。 

 ②対象地域は決められたかどうかお伺いいたします。 

 ③今後の実施スケジュールについてお伺いいたします。 

 以上、壇上での質問を終わります。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 ５番、室井英雄議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、消防団員の処遇改善対応状況に関する１点目、現行における支給対象の出動及び金

額はとのおただしでありますが、消防団員の費用弁償につきましては、南会津町特別職の職員
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で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に定められております。 

 非常招集訓練などの訓練、それから、検閲式をはじめとした礼式などの消防団活動は、出動

１回につき4,200円、ただし、４時間を超えないときは半額の2,100円を支給することとしてお

り、火災や自然災害時の災害対応などの出動については支給をしておりません。また、行方不

明者の捜索事案に関しましては、町民以外の捜索活動に対し、１日につき１万円を支給してい

るところでございます。 

 次に、２点目、条例が改正された場合、支給対象となる出動に変化はあるのかというような

おただしでございました。 

 自然災害時の災害対応などへの出動、さらには行方不明者捜索における町民の捜索活動に対

しても、新たに支給対象にする方向で、消防団と協議しているところでございます。 

 捜索活動につきましては、町外者で発生した場合、１人１万円の捜索費用がかかりますとい

うことを依頼する方にあらかじめお話をして、了承があった場合、消防団の捜索活動が行われ

ているというのが現状でございます。その場合は、１万円を出動された消防団員の皆さんにお

支払いすると。それを今回は、町民の捜索活動においても拡大したいというふうなところも、

今回の検討の中身の一つになっております。 

 次に、３点目、本町において改正できなかった理由についておただしでございます。 

 町といたしましては、今回の消防庁長官通知の趣旨を踏まえ、消防団員の処遇改善について、

消防団と十分な協議・検討が必要というふうに考えております。その協議の結果を踏まえた上

で、条例改正を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 今現在、まだ最終的な結論まで至っていないということでございましたので、条例改正案と

しての提案は今後ということで考えております。 

 次に、４点目、報酬及び費用弁償の支給方法について、町の考えはとおただしでございます。 

 町といたしましては、団員一人一人に直接支給するための事務の煩雑さ、それから報酬の円

滑な支給という視点から、消防団の各部が管理する口座への支給をしてまいりました。しかし、

今回の消防庁長官通知の趣旨を踏まえ、支給方法について、今までの支給方法がいいのか、消

防団員一人一人に交付したほうがいいのか、その点につきましても、消防団の皆さんと十分に

協議・検討して、方向づけを出していきたいと、このように思っております。 

 次に、田島中心市街地活性化再生に関する１点目、田島地域中心市街化まちなか再生につい

て、町の考えはとのおただしでございます。 

 田島地域中心市街地まちなか再生につきましては、これまで旧田島町時代から何度も計画立
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案を進めてまいりましたが、行政主導という旧来の手法で、かつ、実施主体が定まっていない

提案的なものがありました。具体的な方策や役割分担といった部分が不明確であったことから、

町や商工会、一部の事業者による限定した取組となって、具体的に進展が乏しい状態が続いて

いるものと認識をしております。 

 しかしながら、現在県で整備を進めております新町の鎌倉崎から松下に抜ける道路工事が今

年中に完了すれば、来年からの車の流れは間違いなく国道289号田島バイパスに移行し、中心

市街地のさらなる衰退につながるおそれがあるものと危惧しているところでございます。 

 このようなことから、町では、現在進めておりますまちなか再生事業につきまして、民間主

導の現在あるものを生かすという視点を取り入れるとともに、地域住民や沿線事業者だけでな

く、まちづくり団体で活動されている若者や女性の方にも委員として参画していただきながら、

当事者目線でまちなか再生計画の策定、そして、地域主体による実行を目指してまいりたいと

考えております。 

 なお、今回の計画策定を契機として、他の地域にもその効果が波及し、中心市街地の魅力向

上やにぎわいの創出につなげることができれば、そこに暮らす人々の生活が楽しくなるだけで

はなく、来訪者にとってもきっと魅力ある町に映り、ひいては田島バイパス沿いから中心市街

地への誘導、そして中心市街地の活性化につながるものというふうに考えております。 

 次に、２点目、対象区域は決めたのかのおただしでありますが、現在進めておりますまちな

か再生事業の対象区域につきましては、中心市街地の中でも比較的地域資源が集約されている

上町地区を中心に、西町地区の一部を加えたエリアをモデル地区として位置づけたところでご

ざいます。 

 ３点目、今後の実施スケジュールはとおただしでございますが、まちなか再生計画の策定に

つきましては、５月23日に合同会社設計まちづくりテント、これは喜多方市に住所を有する事

業者でございますが、まちづくりテントという事業者と委託契約を締結し、６月13日に、14名

の委員と２名のオブザーバーで構成する第１回の懇談会を開催したところでございます。 

 なお、今後の予定につきましては、第２回の懇談会を７月下旬から８月上旬に開催するとと

もに、今後も進捗状況に合わせて懇談会を開催し、今年度末には、まちなか再生計画を策定し

たいと考えております。 

 また、まちなか再生計画を策定する上において、上町地区にあります石造りの建築物、それ

から日本家屋、これらを活用したいという事業者との連携についても重要になりますので、で

きるだけ早い時期にプロポーザル方式による公募型の事業者選考会を開催し、活用していただ
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く事業者を決定し、その事業者の方にも、まちなか再生計画策定懇談会に参加していただきな

がら、まちなか再生計画を実行していく段階において重要な役割を担っていただきたいと、こ

のように考えてございます。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的な事項につきましては担当課長等より答弁をいたさせ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 再質問させていただきます。 

 まず、１点目、消防団に関する再質問なのですが、今回支給を聞いたのは、現行で、現在も

この値段で今、消防団が活動しているということで、改めて金額を聞きました。この4,200円

となった経緯などが分かればお話しください。何で4,200円になったかということ。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 4,200円につきましては、これまで費用弁償として、出動手当という形でこれまでも支給し

ておりましたので、それを準拠しながら支給していくと、この辺は変動なく支給して構わない

だろうということで、その辺は消防団との協議も済んでいるところです。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 4,200円になった経緯ということで、たしか合併時、旧田島町はもっ

と金額が低かったんですよ。西部地区が、どこの村だったかは忘れましたが、4,200円という

高額だったんです。それが田島町、全てそうでしょう、合併時は高いところに合わせるという

ことで。で4,200円になったという経緯で、私の解釈で間違いないですか。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 大変失礼しました。議員おっしゃるとおりでございまして、合併時は、西部地域のほうはそ

ういった手当のほうが充実しておりました。田島地域におきましても、それなりといいますか、

通常どおりの手当ということで認識しておりましたが、合併当時の協議会の中で、やはりいき

なり低くするというのも当然、不合理といいますか不公平、公平性が欠けますので、そういっ

た部分で4,200円に合わせたというところとなっております。大変失礼しました。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 別に金額にこだわるわけではないんですが、それ以前はもっと、合併

する前はそれ以下、約半額ぐらいで手当を支給していたと思うんです。 
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 ただ、合併から今年で16年、今回は総務省から通知が来たとはいえ、手当に関して、費用弁

償に関して見直しというのは、16年間、今年は除いても15年間の中で、改正しましょうという

話は一度も持ち上がらなかったんですか、どうですか。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 手当に関しては、近隣の自治体ですとか県内の自治体、消防団等々で、それなりの情報共有

はさせていただいております。そういった中で、これまで具体的な見直しというものは、そん

なに極端にはなかったものですから、これまでどおりの状態、手当の支給ということでやって

いた経過があると思います。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 ただいま課長言ったのはよく分かります。本当に他の自治体なんかは

1,000円台でやっていますから、支給されない自治体もあります、中には１か所なんですが。

1,000円、1,800円、1,600円なんていう手当で活動している自治体も多くあるんで、金額云々

はこれ以上は質問はしませんが、ただ言いたいのは、これを一緒くたに考えていいのかどうか、

私もちょっと、これは全然別な問題だよということであれば指摘してください。 

 町長名で協議会とか委員会とか招集しますよね。何々協議会、懇談会でもいいです、何でも

いいです。そういう町長名で一般町民を役場に招集して、そのときの日額ってお幾らですか、

日額といいますか、日当といいますか。専門職は別ですよ、本当に一般の町民の方を招集した

場合。 

○室井嘉吉議長 若干休議して調べてもらうか。すぐ出る。 

〔「出ません」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 通告いただいていなかったもんですから、資料を持ち合わせてございません

でした。これで、そのやつがないと審議が進まないということであれば、１回休んでいただい

て、調べさせますが。 

〔「お願いします」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 休議して調べてもらうということでいいですね。５番議員。 

○５番 室井英雄議員 はい、お願いします。 

○室井嘉吉議長 そういうことで、若干、ここで着座で休議してください。ほかさ出ないで。 
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休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○室井嘉吉議長 それでは、再開をいたします。 

 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 南会津町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、こちらの別表があり

まして、こちらに日額報酬が掲載されております。概ね全てではありませんが、１日6,500円

という報酬が多いものとなっております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 その基準てはどのように金額決められたんだか。それ分からないと、

ちょっとね。どうでしょう。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 報酬等につきましては、南会津町特別職報酬等審議会というものを設置しまして、その中で

報酬を決めます。その中での議論が、6,500円がどうなったかというのは、今のところは分か

りませんが、その会議の中で決定するというものでございます。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 消防団が特別職の非常勤だからって、特別扱いはしろとは言いません。

片や机上で議論して、10分、20分出席していれば6,500円ですよ。ないんでしょう、規定は消

防団みたく４時間以下半額の2,100円だと。 

 片やそういう支給をしておいて、それと照らし合わせたって、上げろとかじゃなくて、皆さ

んは消防団をどう考えているのかと。有事の際だけは、消防団の力で被害も最小限に収まりま

したと口をそろえて言いますよ。でも、それが形に一つも表れてこない。 

 決して上げろなんて言っていません。だから、消防団が誰一人来ないでしょう、だから改定

しないんですよ。これは安いと、こんな値段でやっていられない、消防団なんて、誰一人も言

いませんよ。それに甘んじて、15年、16年もこういう日当で来てしまったんです。だから、そ

ういう強い使命感でやっているからですよ。 

 だから、今回は本当に通知が来て、聞くところによりますと、９月の補正で上げると聞きま
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す。その９月の補正で上げるというのは間違いないんですか。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 前回の一般質問のときも、英雄議員のほうからご質問ありましたとおり、９月議会を目安と

して条例を改正したいということの予定はしておりますが、ただ、消防団との協議きちんと調

った上での条件がございますので、消防団本部ですとか消防本団会議を無視するわけにはいき

ませんので、十分な協議をした上で、９月の議会で提案をさせていただきたいというところと

なっております。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 冒頭、消防団員の活動の重要性と、それに見合う報酬の支給というお話だっ

たと思います。 

 私は日頃から、消防団員の方については、ボランティアといいながらも、本当に重要な役割

を果たしていただいて、一朝有事の際には、仕事をなげうっても現場に駆けつけて対応してい

ただいていると。我が町の消防団はすばらしいと思っています。ですから、今回の消防庁から

の改定の通知があったときに、担当課のほうと話をして、なるべく早い段階で、これに沿う形

で協議しましょうというようなお話をさせていただきました。 

 しかし、内容を詰めるに当たって、やはり消防団の幹部の方と調整をした上でないと、町が

一気にやるわけにいかないというようなこともありましたので、ご指摘のように4,200円、

6,500円からすれば、ずっと低いということがありますが、それは活動そのものがボランティ

アの延長だというようなところもあって、低い金額になっていると思います。 

 しかし、消防庁から一定の目安が示されましたので、それをクリアできるような形で早急に

調整をして、必要な条例改正と、それから予算の提案をしたいと、このように考えております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 すみません、消防団のことになるとちょっと熱くなっちゃって、思い

入れがあるもんですから、申し訳ございません。 

 ①の現在の出動及び金額は分かりました。②については、支給対象が自然災害の出動と行方

不明者、県外だと１万円、それを団員に支給すると。そこで県内者だったらば、やっぱそこは

まだ、現行じゃないや……行方不明者における町民の…… 

○室井嘉吉議長 町内者の分にも支給することで検討しているということです。先ほどの答弁

は。 
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○５番 室井英雄議員 その検討は、どのぐらいのペースで消防団と協議されているんですか。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 議員も本部員のときには、月例会ということで、月１回会議をやられていた記憶はあると思

います。その本部員の月例会議も、その都度その都度、こういう状況で進めております。そし

てまた、本団会議にも、どういう状況、今まで進んでいるのか、庶務課の中でどういう協議が

されているのかというのも、逐一報告をさせていただいておりますので、そういった中での協

議はきちんとやっております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 ③にもちょっとかかってしまうんですが、去年の４月ですよね通知が

来たのは。約１年、毎月、本部員部長会議の中で協議していると。何が一番ネックになってい

るんですか。県内59でしたっけ、市町村ありますよね。大体66％、約７割の市町村が、今年の

４月１日には改正しているわけなんですよ。できなかった一番のネックって何ですか、教えて

ください。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 様々な課題等、問題等がございますが、一つの例を取りましては、消防団員の年間報酬２万

7,000円から３万6,500円にするということで、その差が9,500円ございます。それを例えば、

班長、部長、そして副分団長、分団長、副団長、団長の年間の報酬に、どの程度の率で増額し

ていくのかというのが調整をしているところでございまして、それを、ただいま議員おっしゃ

いました７割の自治体の推移を見ながら、今、各地域ごとの消防の庶務がおりますので、そう

いった中で協議を進めていきながら、本部員の月例会ですとか懇談会のほうに提示をしながら

調整をしていくということで、多少なりとも、やっぱり時間がかかってしまっているというの

が現状でございます。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 消防団長の気質からいったらば、今現在の消防団長、星慶一さんの気

質からいったら、団員に厚く、本部員なんか要らねえぐらいの気質ですよ、多分。そういう感

じじゃないですか。簡単にぽんぽんぽんと、そんな難しいの。 

 要するに、本部員がネックになっているということなんですね、本部員をどうするかという

のが。違います。だって、一律団員は決まっているんですから、一般団員ですよ、３万6,500
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円、8,000円という金額が。一般団員じゃないでしょう本部員は。そこが一番のネックなんで

しょう。課長、はっきり言ってくださいよ。 

○室井嘉吉議長 住民課長、分かるように、丁寧にひとつ回答してください。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 特に本部員のせいではなくて、やはり18年に合併して以来、消防団、田島地域、それぞれ、

舘岩地域、伊南地域、南郷地域のそれぞれの地域性、消防団の地域性もございます。そういっ

た中でのいろんな、先ほど言いました出動手当も、なかなか調整していく中で時間がかかった

と思います。 

 そういった中でも、いろいろと調整しなきゃいけない、それぞれの地域ごとの事情もあると

思いますので、そこは何年も先延ばしするわけではございません。９月の議会をめどに、それ

ぞれの郡内の自治体の動向を見ながら、そして県内の消防団の動向を見ながら、きちんと推移

を把握しながら改正をしていくというところでございますので、ご理解願いたいなというふう

に思います。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 ただいま課長が、地域性と言いましたよね。それは南会津町全体でし

ょう、地域性。どうしても地域性と考えると、旧田島、旧伊南、南郷舘岩と考えちゃうんです

よ、普通は。その折り合いがうまくいかないの。だって、本団会議でもやっているでしょう。 

 あんまり質問するなという顔していますね、でしょう。そこの、やっぱり違うんですよね。

分かります、それは。昔からそういうところありましたから、難しい面もあるとは思います。 

 かわいそうだから、これ以上は追及、この件についてはもう追及しないんで、十分、消防団

員と協議、本団会議をくまなく、田島地区の意見ばかりじゃなくて、あちらの意見もよく吸い

上げて、よろしくお願いいたします。 

 ④、これは一番難しい問題ですよね。先ほども言いましたが、７割の自治体は直接支給しま

すと、一応回答はしています。回答はしていますけれども、どんな方法でやるんだかというま

では、調べていないんで、やっぱり課長が先ほど言いましたように、よその動向を見ながらや

っていくしかないんじゃないかなと。 

 ただ、通知では、年額報酬も費用弁償も全額個人に支給しなさいとなっている。そうなった

場合、やっぱり課長も心配しているように部が成り立たない。部の維持管理、電気代、水道代

は町で持っていますね。あとのほかのものについては部が持っているということなんで、全額

やってしまうと部としては成り立たなくなってしまう、その点はどうお考えなんですか。ちょ
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っとお聞きします。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 個人が消防団員として報酬を受け取るのは当然でございます。個人の口座へ振り込むことは、

国の指示ということで、適正と判断しておりますが、今後、個人支給を進めていくことには変

わりはないんですが、団員同士の例えばコミュニケーションで、報酬や手当の一部を負担し合

って対応しているのが、これまでの現状なのかなというふうに思っております。 

 こうした団の、例えば消防消耗品、軍手ですとかそういったものまで、いわゆる部の運営費

をどこまで町が負担すべきなのかという課題もございます。非常に判断しにくいものだと思っ

ております。そういった、軍手１人当たり１年間に幾つ使うのかとか、そういう一つ一つ計算

を出していくのか、あと定額的な交付金として与えるのか、様々な考えがあると思います。 

 そこはやっぱり、慎重に時間をかけて対応すべきものと考えておりますので、個人支給につ

いてもちょっと時間をかけて、慎重に消防団員ですとか本部員、そして皆さんのご意見を聞き

ながら対応していくのがベストなのかなというふうには考えております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 そうですね、答弁の中で、事務の煩雑さだとか円滑な支給といったよ

うなことはそちらの問題であって、通知どおりに一人一人個人に支給されてしまうと、申した

ように、本当に部としての活動が成り立たないと。そこで別途、運営費なるものを支給すれば、

これ大変な予算ですよ。これ本当に９月定例に間に合います。まだ協議も半ばだというふうに

お伺いしていますし、果たして、あと正味、９月の入りには定例会始まりますから、その丸２

か月でどうでしょう、まとまりますか。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 年間報酬に関しては、９月議会をめどに対応するということでございます。 

 今回の個人支給についての考え方、今ほどいろいろ、事務の煩雑化とかいう部分もございま

すので、そこは９月議会までにというものではなくて、遅くても今年度中にはその方針をきち

んと決めて、そういった形で、個人支給に関しましては条例で定めるものでもございませんの

で、そういった部分は、もう少しお時間をいただきながら意見を聞きたいということで、先ほ

どの答弁の繰り返しになってしまいますが、その辺は慎重に対応したいという考えでございま

す。 



－３５－ 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 そうですね、県内７割の自治体で実施していると言いましたけれども、

そういうあります、年額だけは支給して、まだ報酬のほうは、費用弁償のほうはまだ決めてい

ないというか、４月１日に改正していないという自治体もややあります。だから、そういうや

り方もあるんで、一部でもいいんで、９月定例会に向けて努力されるようにお願いいたします。 

 いいですよ、私だって、オブザーバーとして会議に参加しても問題はないと思うんで、その

ときは、懐かしい顔も見たいんで、よろしくお願いします。 

 では、以上をもちまして、１の消防団関係は終わりたいと思います。 

 ２の、これは本当に難しい問題なんで……中心市街地まちなか再生と課長はおっしゃいまし

た。について、町として具体的なビジョンはあれば、お示しくださいよ。お願いします。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 町のビジョンといいますか、やっぱり地域に住む方が、この地域がどうあってほしいという

住民の方の意見を反映させた計画にしたいというふうに思っております。 

 町長から答弁ありましたように、これまでのように町主導で進めては、同じ結果となってし

まいますので、今回は、喜多方市の設計まちづくりテントさん、これ喜多方市でも同じような

中心市街地の活性化について、国交省からも表彰されているような実績のあるコンサル会社で

ございますので、そういった方の力も借りながら、住民のアイデアを引き出して、計画として

まとめていきたいというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 今、合同会社設計まちづくりテントというお名前が出たんで、もうち

ょっと具体的に。ほかの自治体で成功例があるんでしたらば、それもお示ししていただきたい

なと思いますが、どうですか。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 設計まちづくりテントさんの実績としては、把握しているのは、喜多方市の取組をされてい

たということしか把握してはございません。喜多方市以外のそういった実績については、申し

訳ございませんが、把握してございません。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 私も、今年66になるんだけど、商工会に関わって四十何年になるわけ
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だ。こういう形式で、経営コンサルタントだ何だ、肩書の立派な人を呼んできて、やってきて、

あまり成功したためしがないんですよ。記憶にないんです。 

 それで、代表の高橋さん、大丈夫なの、大丈夫と言ったら、失礼、議長、今のは、すみませ

ん、何と言えばいいんでしたっけ。 

○室井嘉吉議長 今の発言は取り消しますと。 

○５番 室井英雄議員 訂正いたします、すみません。 

 課長はお会いになったんですか。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 懇談会の前にもお会いしておりますし、懇談会のときにも冒頭、挨

拶とか委嘱状を交付させていただいて、あと、終わった後も懇親会等を開催して、具体的なお

話等はさせていただいております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 課長の受けた印象はどのような、あるでしょう。私たちは多分、接す

る機会はないと思うんで、課長の正直な、あんまりきつくは言えないの、こっちから。どのよ

うに感じたか、人となりというか。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 私も年齢等聞いてはおりませんが、恐らくというか、私の同級生の妹さんと同級生と言って

いたので、40代だと思うんですが、女性の方で、女性ならではの視点だったり発想だったりと

いう部分で、さらに、いろんなそういった、自分で会社を立ち上げる前も民間会社で働いてい

て、そういった外部の目もございますし、そういった意味で今回、町長からも答弁ありました

ように、委員の中にも、今までですと何とか会の会長さんとか、そういう充て職的なメンバー

で検討してきた部分も強かったんですが、今回は若者とか女性にも入っていただいて、そうい

う同年代の方の声も反映させながら、そういった自分の経験とか知識に基づいて、新たな提案

をしていただけるような人材だというふうに、私としては感じたところでございます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 先日６月13日に第１回の懇談会が開かれたということで、どのような

話合いがなされたのか、お聞かせできる範囲で結構ですので、内容をお聞かせください。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 
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○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 ６月13日の第１回目の懇談会の際には、コンサルタントの設計まちづくりテントさんが事前

に下見等して、町のこういった外部の方から見た目としての魅力、こういったものとかも活用

できるんじゃないかという案をたたき台にしながら、参加された委員の方々から、もっとこう

いう魅力もあるよとか、あとは、こういうので困っているんだというような意見出しをしてい

ただいて、じゃ、それを取りまとめて、次の懇談会でさらにもんだりしましょうというような

意見出しの場であったというふうに聞いております。 

○室井嘉吉議長 英雄議員に申し上げる、答弁者を課長に名指しをするというのは訂正してく

ださい。あくまでも町長に答弁を求めると、こういうことになりますから、そこは十分注意し

てください。 

 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 先ほど、具体的なビジョンがあればお示しくださいということで、課

長のほうから答弁がありましたけれども、多分考えは同じだと思うんですが、住民主導では、

住民の意識が高まらなければ、本当に懇談会だけが盛り上がっても、やっぱり地域の住民とか、

多くのそういう意識が高まらなければ、進めたくてもなかなか進められないと思うんですよ。 

 そこで、最終目標、途中のプロセスは置いておいて、最終的な目標、南会津町、上町・西町

地区、まずはモデル事業としてやっていこうと。町全体でやるんだったら、なかなか進まない

話です。モデル地区をつくってやりましょうということなんで、そういうものを重ねていって、

最終的な目標として、どのようなビジョンを持っているかお聞かせください。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 先ほど町長の答弁の中にもありましたけれども、今現在、南会津建設事務所で発注している

鎌倉崎から松下に抜けるあそこの道路が、今現在の契約の工期でいいますと、12月までには完

成するというようなお話で伺っております。多少工期が延びたにしても、今年度中にはあそこ

が通れるようになるのではないかというふうに推測しております。 

 そうしますと、あちらのほうが、やはり田島バイパスに車の通り抜けがなってしまいますの

で、何とかやはり、まちの駅とか、きとねとか、交流館とかありますけれども、あちらのほう

で一旦足を止めていただいて、中心市街地のほうに誘導するような、そういった魅力のある地

域づくりにつなげていきたいというふうに思っております。 

 現在、南会津建設事務所でも、やはり上町のところが歩道がかなり狭いというようなことで、
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モデル的に電柱を地中化させたいという計画を持っておりまして、町として計画をつくったな

らば、県としても電柱の地中化の計画をつくって、その工事をぜひやりたいと考えているんだ

ということで、今回委員としても、町としては１人か２人というふうに考えていたんですが、

委員としても３人交ぜてほしいと。さらに、オブザーバーにも所長さん自ら、そういった南会

津建設事務所としても力を入れて実施していきたいので、オブザーバーとして私も交ぜてくだ

さいというようなことで、建設事務所から２名のオブザーバー、合計５名の方が県からも入っ

ています。 

 そういった意味で、県でも何とか、あそこの歩道が狭くて、今現在ですと、なかなかベンチ

とかもなくて、皆さんが散策するにしても、そういったポケットパーク的なものとか、あとは

電柱地中化すれば、そういったメンテナンスをする空き地のような場所とか、そういうのも必

要になってきますので、候補となるような土地があるのかないのかとか、その辺も調査しなが

ら、具体的な計画を県でもつくっていくという話をしていますので、町のほうも、その計画策

定のほうにもいろいろ意見出しをさせていただきながら、県と町と合同で整備するものは整備

する、さらに地域住民の人、事業者の方々、こういったことがソフト的な部分で、だったら私

たちはこういうことをするよというようなものを、ここ５年以内ぐらいにつくり上げていきた

いなというふうに考えているところでございます。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 今、電柱の地中化というお話が出たんで、今、県で上町か西町地区の

歩道を修理しようとしておりますが、それは同じ建設事務所ではないか、建設事務所ですよね。

それはまた別個の話ですか。地中化って、どこからどこまでを計画されているのか、お分かり

になれば教えてください。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 私、電柱と言ったと思うんですが、申し訳ありません、電線の地中化ですね。申し訳ありま

せん。 

 区間につきましては、具体的にどこからどこまでという話は正式には聞いておりませんが、

特に上町地区の歩道部分が特に狭いので、狭い歩道の部分を中心に進めていきたいという話で

伺っているという形でございます。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 電柱でしょう。電線、電線の地中化。 
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〔「電柱を取って地中に……」と言う者あり〕 

○５番 室井英雄議員 電柱がなくなるということだべや。なくなるということですよね。 

 ただ、一言言っていただければ、上町地区はまだいいんです。県の支給の助成地区に入りま

すから、電柱があっても。 

 西町地区なんですよ。西町地区、電柱があるおかげで、県から貸出ししているでしょう。除

雪機が入らないんですよ、歩道の間に。あそこがいつも、あそこじゃない、合庁から来る四つ

角、山盛りになっているでしょう。上町地区はきれいになっている。私たちも、子供の通学路

になっていますからといって、西町地区まで出しゃばって、きれいにしたりするんです。 

 だから、そういう状況なんで、電柱地中化するんであれば西町地区から、どうせ、同じモデ

ル地区内に入るんでしょうから、進言してみません。そうすると、一石二鳥でしょう。冬は除

雪機が入る、地中化で、本当に狭いですから。そういうのはどうですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからお答え申し上げます。 

 建設事務所のほうとの協議・調整の場は幾多ありますので、議員から今提案されたことも含

めて、中心市街地の活性化の部分の事業遂行の部分と、あとは冬期間の住民の方の生活を守る

ための歩道除雪の部分、それがどういうふうに関連できるのか、一体的に電線の地中化のほう

の中で、事業の規模と予算規模にもあると思いますので、機会を見て建設事務所のほうにお話

を伝えたいと、このように思っています。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 そのような形で、町長にはお骨折りしていただきたいなと思います。 

 今回対象地域を、やっぱりしようがないですね、地域資源という形にすれば、やっぱり上

町・西町、そういうエリアを、地区を選ばなくてはいけなくなったということで、具体的に、

上町地区はあります、石蔵、日本家屋という資源がありますけれども、西町にある資源という

のは、合庁前の旧郡役所とかを考えておられるんですか。それじゃなくて、西町・上町一帯エ

リアを、鴫山城をも含めて、そういう構想でいるのか、そこら辺ちょっと。 

 鴫山という文字がどこにも出てこないんで、鴫山城跡どうしようかなというのは一言も出て

こないんで、そこら辺をお聞きしたいなと思うんですが。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 このまちなか再生事業を推進する上でも、さらに石蔵と日本家屋の活用にしても、やはり鴫
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山城であったり、郡役所であったり、丸山公園であったり、あとは、固有名詞を出して申し訳

ありませんが、国権さんだったりとか、ＪＩ－ＭＡＭＡさんとか飲食店とか、そういった事業

所さんも上町には数多くございますので、そこのピンポイント的な誘客だけではなくて、いろ

いろ散策したりしながら、そこを楽しめるような、そういったエリアとしての整備、そういっ

たものが必要だろうというようなことで、上町と西町の一部というような表現とさせていただ

いたところでございます。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 了解いたしました。 

 今後のスケジュールということで、年度内には何らかの策定されて、報告書という形じゃな

くて、年度内には結論を出すと。でも、事業的には、５年ぐらいのやっぱり長期を見ていただ

かないと、なかなか実現はできないんじゃないかと。 

 ５年はちょっと、私個人になりますけども、こんな体で生存しているかどうか分かりません

けども、何とぞ本当、皆さんで協議を重ねながら、よりよいモデルケースといいますか、つく

っていただければ、ほかの地区にも波及すると。ということは、絶対成功しなきゃいけないと、

これは大変なプレッシャーだと思いますよ。 

 だから、そこら辺の意気込みを最後にお聞かせください。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからお答え申し上げます。 

 まちなか再生計画の今、策定ということで、住民の方、関係事業者の方と入って協議してい

るところです。これについては、今年度末までの計画策定に向けて、しっかり進めていきたい

と思います。 

 それから、その中で出てくる、いろんな提案だとかハード・ソフトの活用の予算、それから

事業規模、そういったものが今後出そろってから、できるところから着実に進めていくという

スタンスでございますので、担当課長、５年を目途にという話ししましたが、内容によっては

もっとかかるかもしれないし、効果のあるところを見据えながら、できるところから着手して

いくというようなことで、目に見える形で、まちなか再生の中心市街地の活性化の部分を動か

していきたいと、このように思いますので、引き続きご支援いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 何か動きありましたら、またこういう場をお借りしまして、皆様のお

考えを聞きたいと思います。 
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 以上で質問終わります。 

○室井嘉吉議長 以上で、５番、室井英雄君の一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。 

 昼食休憩といたします。 

 なお、再開時間は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時３６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○室井嘉吉議長 休憩前に引き続きまして会議を開き、一般質問を行います。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 丸 山 陽 子 議員 

○室井嘉吉議長 次に、７番、丸山陽子君の登壇を許します。 

 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 議席番号７番、丸山陽子です。 

 通告に従い、一般質問いたします。 

 安心・安全なまちづくりについて伺います。 

 災害や事故は、いつ起きるか分かりません。そのためにも、先々の用心が大切です。町民の

皆さんが安心して町なかを歩き、活動できるよう、安全対策を進めていくことが必要と考えま

す。 

 このことから、以下４点について、町の考えを伺います。 

 １点目は、横断歩道や方向指示線の白線の整備です。 

 現在、町なかの横断歩道や方向指示線が消えていたり、薄くなったりしています。歩行者が

安心して横断できるよう、横断歩道、方向指示線などの白線の整備が必要と考えます。 

 ２点目は、歩道の整備です。 

 昨年も質問させていただきましたが、歩道の傷みが多く、シルバーカーを押す高齢者や障害

のある方、通学児童の皆さんの障害になっています。早急な歩道の整備が必要と考えます。 
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 ３点目は、トンネルの照明についてです。 

 駒止トンネル内の照明を明るくしてほしいとの声は、今までも多くありました。高齢者や目

に障害を持つ方にとって、明るいところ所から暗いところへの目の調整は大変です。特に駒止

トンネル内は暗いと感じます。明るさの強度調整をしてはと考えます。 

 ４点目は、点字ブロックや誘導ブロックの整備についてです。 

 目の不自由な方にとって、外出することは危険が常につきまといます。点字ブロックや誘導

ブロックは安心の道しるべです。安全対策の充実に向け、点字ブロックや誘導ブロックの整備

をしていくべきと考えます。 

 以上で檀上での質問を終わります。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 ７番、丸山陽子議員のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに、安全・安心なまちづくりに関する１点目、歩行者が安心して横断できるよう、横断

歩道、方向指示線などの白線の整備についてとのおただしがありましたが、横断歩道や一時停

止などの規制に関するものは公安委員会、センターラインや路側帯など規制に関するもの以外、

これについては、県や町などの道路管理者が設置することになっております。 

 町が管理する町道におきましては、線の劣化状況や通行量などを考慮し、白線の維持管理を

行っているところでございます。具体的な危険箇所等をお知らせいただければ、現地を確認し

た上で整備の検討を行いますし、県や公安委員会が設置すべき箇所であれば、速やかに設置者

に対し要望を行ってまいりたいと思います。 

 次に、２点目、歩道の傷みが多く、シルバーカーを押す高齢者や障害のある方、通学児童の

皆さんの障害になっていますので、早急な歩道の整備を行うべきではないかとのおただしを受

けました。 

 既設の町道につきましては、道路パトロールを行い、傷んでいる箇所については、速やかに

修繕を行っているところでございます。また、国道及び県道の歩道につきまして、支障がある

箇所を道路管理者に対し、修繕の要望をしてまいります。 

 なお、国道121号沿いの町なかの歩道につきましては、道路管理者である福島県が今年度、

設計を発注しているとお伺いいたします。 

 次に、３点目、高齢者や目に障害を持つ方にとって、明るいところから暗いところへの調整

は大変であり、特に駒止トンネルは暗いと感じますので、トンネル内の明るさを強くできない

かとのおただしをいただきました。 
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 駒止トンネルの照明につきましては、照明を明るくしていただくよう、町から県に対し要望

を行い、令和３年度に照明の改修工事を実施していただきました。トンネル内の明るさの設定

に関しては、国土交通省がトンネル照明の省電力化及び維持管理の低減を目標にガイドライン

を示しており、駒止トンネルにつきましては、設計速度が40キロメートルとなっていることか

ら、その基準を満たす改修工事が行われたものと聞いております。しかし、照明の改修工事実

施後も、暗いとの意見がありましたので、今年度は、トンネル内の壁面洗浄を実施していただ

いているところでございます。 

 昨年度実施した照明につきましては、明るさの調整を行うことができないものでございます

ので、今後も壁面の洗浄等、トンネル内の維持管理により視認性を高めてまいりたいと聞いて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、４点目、安全対策の実施に向け、点字ブロックや誘導ブロックの整備についてとのお

ただしを受けました。 

 現在、会津田島駅周辺や御蔵入交流館周辺など、一部の箇所しか点字ブロックは設置されて

おりません。点字ブロックは、目の不自由な方にとって大変重要な設備であるというふうに認

識をしておりますが、本町は積雪寒冷地であり、除雪車が入る場所に点字ブロックを設置して

もすぐに壊れることから、設置できる場所が限られているものと認識しております。設置場所

にも制約があることから、福祉サービスなどのソフト部分と併せながら、安心して生活が送れ

る環境を整えてまいりたいと考えますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁をいたさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 それでは、再質問をさせていただきたいと思います。 

 初めに、横断歩道や方向指示線については、管轄が違うところもあり、本当にいろいろな方

面から見ていかなければならないということは分かりますが、今回、横断歩道の指示線につい

ては、子供を学校に通わせているお母さんのほうから、町内の横断歩道がはっきりしていない

ということで、子供が横断するときにとても心配なんですという声をいただいたので、今回こ

のような質問をさせていただいているんですけれども、本当に子供たちが安全に渡る、また高

齢者の人も、すぐには渡り切れないのでゆっくり渡ったりするのも、本当に横断歩道がはっき

りすることで、ドライバーの皆さんの横断歩道の発見にもつながるというふうに思っておりま

す。 
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 とても大切な安全で安心なゾーンということで、子供たちも高齢者の皆さんも、私たちもそ

うですけれども、横断歩道を利用して、信号のないところは渡っていくというところでもある

と思います。そういう意味で、横断歩道が消えている箇所を見てきていただいてはいるでしょ

うか。 

 私、この町民の方のお母さんからいただいた声で、町内の横断歩道をずっと回らせていただ

きましたけれども、本当に消えているところが多く見受けられました。そういう意味で、管轄

は違うかもしれないんですけれども、道路を渡る、ここの町に住んでいる私たちにとって、と

ても、どこどこの道路だからとか、どこどこの道路だとか、そういうことを思って道路を渡る

っていう人たちはいないと思うんですね。そこの道路がどこで管轄なのかというのを考えて、

こういう声を寄せている方はいらっしゃいませんので、そういう意味で、皆さんが気づかれて

いると思うんです、横断歩道が消えているなとか、そういうのも町の方々は見ていらっしゃる

と思いますけれども、そういう意味で、町として、そういう道路があることに対して、関係部

署にそういう声を上げているでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 今年は特に除雪の回数も多かったことから、やっぱり春は白線、一般的に横断歩道も含めて、

かなり削られたのかなというふうに感じているところでございます。 

 全てが全て、ちょっとチェックをしているところではないんですが、南会津町で通学路の安

全推進会議ということで、道路管理者であったり警察署、さらにはＰＴＡ、小学校の先生方と

か、そういったところで、通学路の安全点検を定期的に実施しております。そういった際には、

安全性の部分、横断歩道に限らず、見通しが悪いですとか、そういったことをご意見いただき

ながら、ハード的な部分、ソフト的な部分を対応しているところでございます。 

 今回、横断歩道ということでご指摘いただきましたので、公安委員会のほうにさらにちょっ

と、危険性のあるところにつきましては直接改善を求めていきたいと、そのように考えており

ます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 本当に、このお母さんから寄せられた言葉の中に、もう一つあったん

ですけれども、子供が１年生へ上がるときに、必ず横断歩道を渡って向こう側に行くんだよと

いうふうに教えたそうです。でも、本当にその道路が歩道が消えていた場合、子供たちにとっ
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て安全だというふうに思えなくなってきてしまっているのではないかなというふうに思います。 

 そういう意味では、しっかりと町として、管轄的にいろんなところと関係性を持たなければ

いけないかもしれませんけれども、ぜひ安全・安心で、子供たちもそうですし、高齢者の皆さ

んもそうですし、ドライバーの皆さんも、しっかりと歩道があるなということを気づかれるよ

うな、そういう心配りをしっかりしていっていただきたいというふうに期待したいと思います。

ぜひこれは町として、関係部署にぜひ声を出していただきたいなというふうに思っています。 

 また、除雪の関係で、南会津町は本当にいろんなものが消えてしまうというか、雪が多いた

めになるかもしれませんけれども、４月の雪解けで子供たちが新たに学校に通うというときに、

横断歩道だけでもしっかりときれいに整備するということはできないんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 横断歩道につきましては、先ほどの答弁のとおり、公安委員会のほうになっておりますので、

４月早々にできるかどうかというのは、ちょっと町のほうで今、回答ちょっと難しいところで

ございますので、なお、そういった要望が、早めにといいますか、年度当初にできれば整備い

ただきたいということでご要望ありましたということでの伝えることは可能かと思いますので、

そういった対応でご了解いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからも少し答弁をさせていただきたいと思います。 

 町の建設課に、道路パトを中心とした会計年度任用職員おりますので、今、保護者の方から

そういうふうな懸念があるということのお話をいただきました。やはり安全・安心の確保とい

う意味で、点検項目の中にそういったものを加えて、町が管理するものであれば、町が必要な

予算づけをする、それから、それぞれの管理者の方が所管する部分であれば、必要なときに、

なるべく早い機会にやっていただくような要請をするということで、福島県にも多分、道路管

理のパトロールの方がいらっしゃると思いますので、なお、改めて議員からお話があったこと

については、共有課題として問題提起したいと思います。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 ぜひ早急な対応をしていただくことを望みたいと思います。 

 では、次に、歩道の整備について伺います。 

 先ほど、歩道の整備については、予算を立てられて整備をしていくということで、121号線

についてはやっていただけるということでしたが、私も昨年質問いたしまして、本当に歩道を
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歩っている方々が大変だったということもありまして、改めて今回質問させていただいたのは、

なぜかといいますと、私の前の前を走っていた車の横を小学生が自転車に乗って歩道を走って

いたんですけれども、ガタガタガタといった途端に倒れたんですね、転んだというか。それを

見たときに、道路側に倒れなかったことが本当に救いだったなというふうに思った瞬間で、本

当にひやりとしたものですから、本当にこういう意味では、歩道の整備はとても大事なんじゃ

ないかなというふうに思いました。 

 これについて、ぜひ121号線については、整備がなされるということで今伺いましたけれど

も、いつ頃から整備が始まるのか教えていただけますか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 今は測量設計の段階ということでお聞きをしておりまして、７月31日が一応設計の工期とい

うふうにお聞きしておりますが、先ほどの一般質問の中で、町なかの整備といいいますか、ソ

フト事業の、５番議員からありました質問の中と同じように、そういった意見を踏まえた設計

にしたいということでお聞きをしておりまして、少し工期が延びるというふうにお聞きしてお

ります。ですので、今現在、その設計の工期がいつになるかは、ちょっとまだ決まっておりま

せんで、工事も場合によっては、冬の工事になるとちょっとあれなので、年明けになるかもし

れないということでお聞きをしているところでございます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 これにつきましても、ぜひ早急な取組をしていただくよう、関係機関

に呼びかけていただきたいというふうに思います。 

 では、次に、３点目、駒止トンネルの照明についてですけれども、私も、前から比べると、

大分明るくなったなというふうには思われました。側面の掃除もされていましたし、照明もＬ

ＥＤに変えられたというお話も伺いました。 

 しかし、トンネルの中は、どうにか目が慣れてくるので大丈夫なんですけれども、トンネル

に入る瞬間の、田島から入るときと南郷側から入るときの照明の感覚が全然違うんですけれど

も、そういう経験をされた方はいらっしゃいますか。 

〔発言する者なし〕 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 すみません。私が入った瞬間で、田島側から入ると、本当に一瞬すご
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い暗くなって、前が見えなくなるときがあるんです。でも、だんだん慣れてくると、どうにか

運転はできるんですね。側面も掃除されているので、清掃されているので、きれいなんですけ

れども、きっと南郷側から来ると、スノーシェッドが少しずっとあってからなので、その感覚

に慣れてきて、南郷側からだと、どうにかこうにか大丈夫なのかなというふうに、自分として

も考えたんですけれども、できましたら、一瞬入った瞬間、向こうから入口のところで擦れ違

うと、本当に相手の車が見えなかったりすることがあります。これは私だけでなく、体験され

た方からこのお話もいただきましたので、ぜひ、トンネル内の清掃は側面はしているというこ

となんですけれども、もっとライトが当たって明るくなるパネルを貼るという検討をしていた

だけたらなというふうに思うんですけれども、これもやはり県のほうになるのかもしれません

が、皆さんのご意見もお聞きしたいなと思います。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 今現状の整備につきましては、先ほど町長答弁ありましたとおりでございまして、田島側は

ピンポイントに、そこが危険だということで今ご指摘いただきましたので、そういった声があ

ったということはお伝えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 少しでも明るくすることで、事故も未然に防げるのかなというふうに

思っておりますので、ぜひ安全のためにも、整備をしていっていただくよう要望していただき

たいなというふうに思います。 

 では、４点目の質問に移ります。 

 町内で点字ブロックや誘導ブロックは一部にしかないということなんですけれども、踏切に

はありますでしょうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 すみません、今ちょっと、記憶の中ではありますが、踏切内にはなかったと思います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 町内は、まだまだ少ないなというふうに感じました。私もこの話をい

ただいてから、ちょっと回らせていただきましたが、本当にまだまだ点字ブロックと誘導ブロ
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ックの設置はされていないところが多いなというふうに感じました。 

 視覚障害がある方にとって、点字ブロックというのはすごく大事なことだなというふうに思

ったのは、踏切で立ち位置が分からなくて事故が起きたというところの地域が、県外ですけれ

どもありました。特に目に障害のある方にとって、やっぱり道路を渡るときとか、また、そう

いう踏切だったり、自分がどこに立っていいのか分からなっていう、そういうふうなことがな

いように、ぜひ私は、踏切のところだけでもしっかりと設置をしていってほしいなというふう

に思っているんですが、それについて、要望というか、そういうのはできますでしょうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 点字ブロックも、できればいろんなところにあれば、確かに住みやすいまちづくりにつなが

るというふうに思っております。ただ、先ほどのとおり、除雪に影響があったりしますと、せ

っかく造っても、すぐに壊れてしまうような状況にもありますので、設置できるかどうかも踏

まえて、そこは少し現場のほうを確認させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 南会津町は、本当に雪が弊害になるという回答が多いんですけれども、

本当に点字ブロックとか、そういうものについては、除雪で壊れてしまったりすることも多い

のかもしれません。 

 でも、本当に目の不自由な方にとって、外に出ることがとても心配だったり、不安だったり

するわけですね。そういう意味では、壊れるかもしれませんけれども、すぐにやっぱり整備を

してあげるとか、そういうのがやっぱり一つ一つの思いやりにつながってくる、温かいまちづ

くりになるのではないかなというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 設置されていると、確かに温かいまちづくりにはつながるというふうに私も認識しておりま

す。ただ、先ほどのとおり、踏切だけ造っても、なかなか効果というんですかね、全体の効果

がなかなか見えにくいというところもございますので、先ほど町長答弁ありましたとおり、ソ

フト事業などと抱き合わせをしながら、そういったサービスの向上につなげていきたいという

ふうに考えております。 
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 以上です。 

○室井嘉吉議長 ７番、丸山陽子君。 

○７番 丸山陽子議員 本当に今回の質問については、各関係部署が様々関わってくると思い

ますので、皆さんのほうから要望していただくというのが多くなると思いますけれども、ぜひ

町民の安心・安全に向けての一つ一つの、駄目なところというんですかね、直さなければなら

ないところをしっかりと見ていただいて、それをやっぱり関係機関に訴え続けていただきたい

なというふうに思います。 

 以上で質問を終わります。 

○室井嘉吉議長 以上で、７番、丸山陽子君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 渡 部   優 議員 

○室井嘉吉議長 次に、４番、渡部優君の登壇を許します。 

 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 通告に従いまして、一般質問を開始いたします。 

 今回は４点について伺いますが、８年ぶりということで大分緊張していまして、言葉が出な

いときもあろうかと思いますが、ご容赦願いたいというふうに思います。 

 まず、４点の質問のベースにあるものを申し上げたいと思います。 

 人口減をどうするか、これが大きな命題としてありまして、そこにつながるものとしての４

点の質問だということで、ご了解をいただきたいというふうに思います。 

 まず、４点を紹介しなくちゃいけないのかな。障害者福祉政策について、それから、南会津

町公共施設等個別施設計画策定について、それから、博物館等含め旧山村道場エリアについて

とありますが、旧は要らないそうです。カットしてください、すみません。４点目、管内道路

行政について、この４点について伺います。 

 まず、最初の障害者福祉政策についてでありますが、皆さんご存じのように、障害者に関す

る法律というのは、平成５年度でしたっけ、障害者基本法ができて、17年度に障害者自立支援

法ができて、その後、総合支援法に変わったという形になっているわけですが、障害者の３つ

の身体、それから知的・精神障害者を一元化したのが障害者支援法だというふうに承知してい

ますが、その辺のところ、承知していただいて、質問にかかりたいと思います。 
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 ①障害者総合支援法における地域生活支援事業の本町の取組状況はということで、数点、地

域生活支援事業ということで、総合支援法に基づいて初めて出た町村、それから県の自治体が

行うべき生活支援事業ということで明示されております。本町における取組状況ということで、

お伺いしたいと思います。 

 それから、②障害者差別解消法における本町の取組はということで、差別解消法ができて、

今年で６年目になろうかというふうに思うんですけれども、これはどういうふうなことででき

たかというと、障害者の政策のほうが介護保険法、介護に関わるということで統合されるとい

うことで、そこに不安を感じて、障害者がどうすべきかということで不安を感じて請願が出て、

できた法律であります。 

 本町における解消法、一度改正されて、プラスアルファのものも出てきていますけれども、

その辺のことも、もしかしたら答弁で出てくるのかなというふうに思います。 

 それから、３番目、これは本当に、先般法律が通ったものですけれども、障害者情報アクセ

シビリティ・コミュニケーション施策推進法ということで、障害者情報アクセス法ということ

で、法案として成立しました。これを受けて、本町は今後どんな取組をするのかということで、

先ほどの７番議員の④に関する答えも、それに対応する答えにもなるのかというふうにも思い

ますけれども、考えをお聞きしたいと思います。 

 それから、２番目の南会津町公共施設等個別施設計画策定についてということで、2019年だ

と思うんですけれども、令和元年に出ているということで、議会にも説明してあるというふう

には聞いていますけれども、私、先般改選のときに当選したものですから、詳しく分からない

ということもありまして、令和元年の時点というふうに内容として書いてあります。どの時点

でローリング、見直しですね、中長期政策においては必ずローリングが行われるというふうに

承知しているわけですけれども、どの時点で見直しをするのかということであります。 

 ②、これが主とする質問ではありますが、祇園会館が令和８年度での廃止とあるが、私が思

うには、田島地区での唯一無二の施設と考える。新町長の考えをお聞きしたということであり

ます。これは11番議員も自らの視点で提案をしておりますが、違った視点で質問をしたいとい

うふうに思います。 

 それから、３番目…… 

○室井嘉吉議長 １の④抜けたぞ。 

○４番 渡部 優議員 ごめんなさい、すみませんでした。④抜けましたね。一番大事なとこ

ろです。私の公約でもあります。すみません、もとい。 
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 障害情報アクセス法成立の附帯決議の手話言語法の検討を受けて、本町では手話言語条例を

早期に制定する考えはあるか。これは、国連でも決議されて、言語とみなそうということで、

国会でもそうだということで、言語として認めようということで決議されております。 

 先般、皆さんご存じだと思いますが、東京都でも全議員が提案者となって成立されておりま

す。全会一致です。これはまさしく、首長が目指す活力あるまちづくりの手段の一つであろう

というふうに思います。考えをお聞きします。 

 すみません、飛びました。３になります。 

 博物館等を含め、旧をのけた山村道場エリアについてということで、現場も見て、多くの方

のあそこで働く方々、または集落の方々の意見をお聞きし、また荒海エリアの方々も意見をお

聞きしましたところ、やはりこのエリアの一体的な活用が見られない。今後のありようについ

てどう考えているか、町長に伺いたい。 

 十分に資源を、難しい表現でいうと、有機的な結合がないというような方もいらっしゃいま

したけれども、その辺のところをお聞きしたいと思います。 

 ４番、管内道路行政について。 

 これは、７番議員と重なる部分もあろうかというふうに思いますが、特に管内を通る国道の

状況ということで、県が管理していると、それは承知しています。その改良・修繕計画に町に

どう関わっているのか、これをお聞きしたいと思います。 

 それから、②、これは私の公約でもありますけれども、県道黒磯田島線改良と全線開通への

これまでの町の取組と状況、現状はということで、先般委員会のほうで詳しくは聞きましたけ

れども、町長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。 

 前町長が相手方というか、市町村と結構うまくいっていたといって、いいところまでいって

いるんだというような話も聞きましたので、ぜひこぎ着けたいなと。また、新町長の公約にも

載っかっていますので、ぜひその辺の取組と現状お聞きしたいというふうに思います。 

 以上、檀のほうからは質問終わりますけども、時間のある限り、質問席で伺いたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 ４番、渡部優議員のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに、障害者福祉政策に関する１点目、障害者総合支援法における地域生活支援事業の本

町の取組状況はとのおただしでございましたが、町では、障害のある方が日常生活を営むこと
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ができるよう、様々な事業を展開しているところでございます。 

 具体的には、聴覚障害のある方へ手話通訳者を派遣し、コミュニケーションの円滑化を図る

意思疎通支援事業、視覚障害などにより単独では外出が難しい方へホームヘルパーを派遣し、

外出の支援を行う移動支援事業、自宅でお風呂には入浴できない方、このような方に対する入

浴支援を行う訪問入浴サービス事業、日常生活に必要な福祉用具を給付する日常生活給付事業、

判断能力が不十分な障害者の財産や権利を守る成年後見制度の利用に係る費用の一部を助成す

る成年後見制度利用支援事業など、障害を持った方を支える幅広い支援に努めているというふ

うに考えております。 

 ２点目、障害者差別解消法における本町の取組状況はとのおただしでございます。 

 障害のある方もない方も共に暮らせる社会を目指すために施行されたこの法律は、障害を理

由とした不当な差別的な取扱いを禁止し、また、障害のある方へ合理的な配慮の提供を求める

ものであるというふうに理解をしております。 

 本町での具体的な取組としては、不当な差別的取扱いを受けた障害者から訴えがあった場合、

その実態を調査した後、本法律の説明と理解を得るよう、個別に対応することとしております。 

 また、合理的配慮の一つとして、例えば役場窓口業務を取り上げますと、ゆっくり分かりや

すい言葉を選んで説明することや、筆談や代筆を行うなど、障害の種類や特性に応じた対応を

しているところでございます。 

 ３点目、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法、障害者情報アクセ

ス法と言われるものでございますが、成立しております。本町では、どんな取組をするのかと

おただしでございますが、障害のある方が十分な情報を容易に取得できることや円滑に意思疎

通が図れることが重要であることから、この法律は令和４年５月25日に施行されております。 

 今後町として、状況を把握しながら、どのような取組ができるのか検討していくというよう

な段階であることで、今進んでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ４点目、障害者情報アクセス法成立の附帯決議にある手話言語法の検討を受けて、本町では

手話言語条例を早期に制定する考えはあるかとおただしでございます。 

 現時点で、早期の条例制定というような動きはございませんが、既に制定している自治体の

情報収集、それから、手話言語条例の制定の目的、制定後の効果などを検証し、本町の対応を

定めていきたいと、このように思っております。 

 次に、南会津町公共施設等個別施設計画に関する１点目、令和元年度の内容とあるが、その

後、どの時点でローリング（見直し）をするのかとのおただしでございますが、令和元年度策
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定の個別施設計画は、上位計画である公共施設等総合管理計画に基づく40年の計画期間を４期

に分けて、各期における施設の方向性を方針として示す計画で、10年ごとの見直しを予定して

おります。現行の１期目、これは令和８年度までで、２期目は令和18年度までとなっておりま

す。 

 なお、上位計画の変更や施設ごとの方針等に変化が生じれば、その都度、個別計画に反映し

てまいりたいと、このように考えております。 

 次に、２点目、祇園会館が令和８年度での廃止とあるが、田島地区で唯一無二の施設と考え

る、新町長の考えはとのおただしでございます。 

 議員おただしのとおり、会津田島祇園会館は、子供歌舞伎を上演する大屋台や豪華けんらん

な七行器行列の様子を通年で紹介できる展示施設として建設され、本町ならではの特徴的な施

設であると認識しております。しかしながら、公共施設等個別施設計画策定時の試算において

も、年間の維持管理経費に約1,400万円、空調設備や照明、屋根や外観の塗装といった修繕が

必要になっており、これらに対して、約5,100万円が見込まれるというような試算もございま

した。 

 動かなくなってしまったロボットやジオラマの修理が困難であるというようなこと、これら

を踏まえて、やはり来場される方からも苦情が寄せられるというふうに承知しております。 

 また、国道121号沿いに４つの屋台格納庫が展示され、本物の屋台を通年で見ることができ

る環境が整うなど、当初の目的が達成されたことから、今後は中心市街地の活性化と併せて、

現在祇園会館が担っている役割を廃止後にどのように果たしていくのかについて、関係する

方々と協議しながら検討してまいりたいと、このように考えているところでございます。 

 次に、３点目、博物館等を含め、山村道場エリアの一体的な活用が図られていないが、今後

のありようをどう考えているかとのおただしでございます。 

 奥会津博物館、会津山村道場とその周辺エリアは、観光施設・文化施設として、それぞれの

目的を持って設置されましたが、利用者が減少傾向にあるなど、施設の在り方が課題となって

おりました。 

 そのため、町では、所管課を超えて現在の課題を共有し、一体的な活用を含め、横断的・総

合的に今後の方向性を検討するため、平成30年に会津山村道場と周辺施設の利活用検討プロジ

ェクトチーム、こういったものを設置し、議論を重ねた経過がございます。 

 プロジェクトチームでの検討結果といたしましては、両施設の設置目的、片方は文化財の保

護・保全、それから、片方は集客を図る利用施設ということで、設置目的や客層が全く違うと
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いうことから、一体的に活用するには無理があるのではないかというような結論に至った経過

がございます。 

 しかし、その後、奥会津博物館においては、藍染技術伝承のために地域おこし協力隊を受け

入れ、現在、保存会や古今地区の方々のご協力を得て、藍染文化の伝承に取り組んでいる中で、

団体客から個人客まで幅広く受入れができるようになってきております。 

 一方、会津山村道場においては、コロナ禍の影響により、キャンプなどアウトドアの需要が

高まっていると、このように認識しております。 

 以前の状況からは、現在の環境変化しているというふうに認識しておりまして、奥会津博物

館や山村道場との連携、さらには近隣にある自然資源等の活用を踏まえ、効果的な利活用につ

なげられないか、改めて検討したいと考えております。 

 次に、管内道路行政に関する１点目、管内を通る国道は県が管理しているが、その改良・修

繕計画に町はどう関わっているのかとのおただしでありますが、管内の国・県道等の改良や整

備に関しては、沿線自治体で構成する期成同盟会の総会で、各年度における事業概要の説明を

受け、意見交換や現地調査、さらには改良・整備への要望活動等を通して、進捗状況の把握に

努めているところでございます。 

 また、例年６月頃に、町から県に対して改良箇所の要望を提出というような場面がございま

すので、現地調査の上、それらについては、方針について回答いただいているところでござい

ます。 

 なお、改良整備に当たり、協議や調整が必要になった場合は、情報共有に努めながら対応し

ているというふうにお伺いしております。 

 次に、２点目、県道黒磯田島線と全線開通へのこれまでの町の取組と現状はとのおただしで

ございますが、町の取組といたしましては、那須塩原市と構成する期成同盟会を通じて、栃

木・福島両県に対し、バイパスや県境のトンネル化による不通区間の解消を要望してまいりま

した。また、期成同盟会の顧問に、地元選出県議会議員をはじめ国会議員をお迎えし、本路線

の状況は国にも届いているというふうに思っております。 

 本路線の現状といたしましては、近年の度重なる豪雨等の影響による土砂崩れなどで、依然

として通行不能区間が長期にわたり続いており、現在も全線開通への見通しは立っておりませ

ん。 

 町といたしましても、引き続き関係機関と連携を密にしながら、全線開通に向けて、粘り強

い活動に取り組んでまいりたいと思います。 
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 議員も選挙公約の中に、黒磯田島線の開通というものを挙げられているのは承知しておりま

す。私もここの道路については、新たな幹線道路という形で、地域の物流、交流、観光誘客等

含めて、非常に重要な路線であるというふうに認識しておりますので、先ほど那須塩原市長と

の関係性も問われましたが、引き続き良好な関係性を築いて、議員の皆さんと一緒に力を合わ

せて、一日でも早い実現に向けて頑張っていきたいと、このように思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長より答弁をいたさせます

ので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 再質問席から質問させていただきます。 

 １番目の障害者福祉政策についてでありますが、①の地域生活支援事業ということで、４年

前くらいにも質問しているんですよね、実は。 

 それで、町村が行う必須事項というのは承知していると思うんですけれども、やりなさいと

いうふうなことで承知していると思うんですけれども、その中の意思疎通支援事業ということ

で、手話奉仕員の養成ということで、必須事項としてあるわけですけれども、これ、これまで

行われた経過はございますでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 おただしの意思疎通支援事業につきましては、令和２年度までは実績がなかったんですが、

令和３年度、利用者が１人ございました。一般社団法人福島県聴覚者協会に委託をして、事業

を展開しているところでございます。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 答えがミスマッチしたんですけれども、答弁が。 

 手話奉仕員の養成というのは、これまであったのでしょうかという質問だったんですが。 

○室井嘉吉議長 ヨウセイって…… 

○４番 渡部 優議員 「養成」です。つくり上げるという意味です。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 意思疎通支援事業につきましては、当町は手話通訳者の派遣事業のみを行っておりまして、

養成事業というのは行ってございません。 
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○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 障害者総合支援法か、自立支援法だ、最初はね、における地域支援事

業の必要事項ということで、手話奉仕員の養成と、養成というのは頼むんじゃなくて、つくり

上げるという、「養成」なんですけれども、そういうふうな項目があろうかというふうに思う

んですけれども、これまでされていましたでしょうかという質問なんですけれども。なかった

らなかったでいいです。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 繰り返しの答弁になりますが、これまでは取り組んでおりません。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 国で示した市町村が行うもの、それから県が行うもの、県はレベルの

高い手話奉仕員の派遣なんていうのがあるんですけれども、こういった国が定めた内容でしっ

かりやっていくということになれば、間違いなくというか、想像なのかも分かりませんが、地

方交付税に多分波及すると思うんだよね。国が定めたことをやりなさい、やりません、マイナ

ス、係数が変わってくるというふうに私は思っているんですね。 

 だから、町の小遣い稼ぎという表現は悪いですけれども、しっかりやはり必須科目やりなさ

いというふうなことは、ある程度計画を立ててやっていくという姿勢が必要じゃないかなと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 法律に定められて、国のほうから市町村に対する義務が課されるということ

であれば、やっぱりそこは改めて、足りない部分は今後補っていくというふうな対応が必要か

と思います。 

 我々もちょっと、中身がよく精査されていない部分があるかと思いますので、情報ありまし

たら、いろいろ教えていただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 ②の差別解消法なんですけども、先ほど申し上げたように６年目にな

るわけですね。改正が行われて、合理的配慮の義務化を民間企業まで広げたわけですよね。そ

して、そういった啓発事業をされているのかということと、合理的配慮の中身について実施さ

れたのかと、これまで本町は。伺いたいと思います。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 



－５７－ 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 障害者差別解消法の合理的な配慮の取扱いについてというおただしかと思うんですが、本人

の申出の際に、合理的配慮で対応しなくちゃいけないという法律かと思っているんですが、特

におただしの本町での取組という面では、現時点では各企業、義務化されたというおただしで

ございましたが、そういったことに関する周知は今のところは行っておりません。 

 町長答弁にもありましたとおり、町の対応といたしましては、そういった方が、障害者の方

がいらっしゃったときに、窓口でその方に合った、考えられる対応として、合理的配慮、でき

ることを、今のところ取り組んでいるという内容でございます。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 聴覚障害者に対する緊急通報の講習会がありましたよね、去年でした

っけ、おととしだか、ちょっと忘れましたけれども、そういうときに、消防署でやったわけで

すけれども、まず最初に、町のケアがなかったということです。サークルのほうで３人、４人

行って対応したと。消防署の方々には喜ばれましたけれども、なかなか意思が通じないという

ことで喜ばれました。 

 そういった合理的配慮に欠けていたのかなと、当時思いましたね、はっきり言って。相談を

受けなかったらやらなかったというんじゃなくて、これは合理的配慮の義務化ですから、やっ

ぱり、この事例というのは内閣府のホームページにびっちり載っていますから、参照してくだ

さい。どういうことを言っているのか、よく分かります。ぜひ参照して、これから対応してい

ただきたいというふうに、これ要望で終わっていい結構です。 

 それから、情報アクセスですけども、これは本当に新しい法案で、これから検討していくと、

それで結構だと思います。 

 ただ、これまでの流れの中で、やはり障害者に対する、当初は物理的なケアというか、バリ

アフリーというふうな考え方で進んできたわけですけども、今後多分、精神的なものとか、自

立する、アイデンティティーを確保するとか、そういった、ソフトと言っていいか分かりませ

んけれども、そういった、最終的には健常者も障害者も同じように豊かな生活をできるんだと

いう社会をつくり上げるんだという、その考え方に近づこうというものだというふうに思いま

すけども、この法律も最終的には、情報の差別化をなくそうということでつくり上げられたも

ので、これもやっぱり請願によってつくられた法案であるというふうに承知していますけれど

も、ぜひ担当課のほうでも研究をなさって、どういった場面なのかと、どういったことを具体

的にやればいいのかとか、検討していただきたいと思いますね。 
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 今回、健康福祉課に社会福祉士、新採用されましたよね。大変私は、これまでにないような

形かなと思って期待をしています。ぜひ現場に出かけさせて、現場のしっかり体験をしていた

だいて、より相談相手になってくれるようにお願いしたいというふうに思いますけれども、今、

役所に入っちゃうと、事務ワークがほとんどになってしまうということで、実際の社会福祉士

の仕事として精通しないんだというふうな話も、ほかの町村から聞いています。ですから、ぜ

ひ現場対応、相談事業がほとんどで、障害者や類する方々の生活支援をするんだと、具体的に

計画を立ててあげるんだというふうな、そういう姿にぜひ育ててほしいなと、これも要望です

ね。 

 先般の、こんなこと言っていいんだか分からないですけれども、個人情報になるのか分から

いですけれども、広報に載ったからいいか、精神福祉士でしたっけ、精神福祉士というのかな、

の方の女性もいらっしゃるということで、会津にはいないんですよね、公の機関にはね。県に

もいない、会津保健事務所にもいない。そういった方が当町にいるんだなと、お嫁さんになっ

ていらっしゃるみたいですね、広報に載っていましたので、これも心強いなというふうに思い

ます。 

 そういった方も人材的にいらっしゃいますので、ぜひそういった方のご意見も伺ったりして、

障害者対応の政策に生かしていただきたいなというふうに思います。 

 これは、要望ばかりで終わってしまいますね。 

〔「一度答弁させていただけますか」と言う者あり〕 

○４番 渡部 優議員 そうですね。ぜひ町長に、お考えお聞かせください。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 今ほど人材のお話をいただきました。社会福祉士ということで採用した職員

いるんですが、採用枠は一般の大卒程度の採用ということだもんですから、専門職として募集

して採用したのではないということで、今、たまたま健康福祉課配属にしましたが、そのほう

が戦力になるかなと思って配属しましたが、こういったものの人材の育成は当然やっていかな

くちゃいけないと、このように思っております。 

 それから、精神福祉の専門家の配置についても、やっぱり子育て支援業務、このところの相

談が専門的な内容まで及んでいるというなことから、こちらは会計年度任用職員として、その

資格を有する者の募集をして確保しました。ですから、その方はずっとその部署にいていただ

けますので、いろんな事案に対処していただいて、障害福祉、それから児童福祉の向上につな

げていきたいと、このように考えております。 
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○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 なかなか、前にもいい人材がいて、町に紹介した経過があって、ほか

の町村に行ってしまったみたいな事例もあったもんですから、ぜひいい人材、大事なんで、な

かなか小さい自治体で、町長がおっしゃったように、専門職として採るというのが難しいとい

うのも分かりますけれども、せっかく勉強していただいて、資格を取ってきたわけですから、

ぜひその道を生かしていただいて、町のほうで生かしていただきたいというふうに思います。 

 それから、まだ④番があるんだね、手話言語条例でありますが、確かに早急に制定する考え

は、今のところないというふうなご返事かなと、単純に言えばね。それいろいろ成立の仕方は

ありますが、町長がやっぱり目指す夢と希望と活力に満ちた南会津の実現ということを考えれ

ば、やはりそれの非常に大きなものになるかなというふうに思うんです。 

 ですから、町長というか、執行部提案で整理すれば一番いいのかなと私は思ったもんですか

ら、早期にという表現をさせていただいたわけです。議員提案でも委員会提案でもできないこ

とはない、確かに、そっちのほうが早いのかもしれない。しかしながら、町長の意向として、

こういう町をつくるんだというふうな意向があれば、もしかしたら執行部のほうで早く考えて

いただけるのかなというふうに思った次第であります。どうでしょうか、もう一度。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 議員からこの質問いただくまで、正直庁舎内で、手話言語条例の制定につい

て議論されたことはなかったというふうに認識をしております。 

 ６月14日に福島民報の記事に、会津若松市で手話言語条例の質疑が行われたというものを、

私、目にしました。会津若松市も今、それに向けて動き出しますというような中身になってご

ざいます。 

 それで、議員から質問を受けてから、ちょっと内容を私なりに調べてみますと、県内で、市

部は多いんですが、町村部で出しているところは三春町だけでございます。中身も見てみまし

たが、さほど細かいところまで踏み込んだ中身ではなくて、精神的な目的だとか理念だとか、

さらに、町がすること、事業者がすること、そういったところの中身かなというふうに拝見い

たしましたので、この条例をつくることの目的、それから効果、そういったものを再度調整を

させていただいて、他市町村の取組も参考にさせていただきながら検討を加えていきたいと、

このように思います。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 自治体によっては、コミュニケーション関係と組み合わせてつくって
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いるところもあります。その辺十分に検討されて、もし可能ならば早期に制定していただきた

いと強い要望しておきます。 

 これは、障害者が健常者と同じように元気に豊かに生きるんだということで、言語として認

めましょうと、文化として認めましょうということでありますので、決して暗号とか手まねで

はないんだと、言語なんだと。英語やドイツ語と同じような扱いで、聾啞者のアイデンティテ

ィーを認めようということでありますので、具体的な中身としては確かにないと思います。理

念的なものが多いと思います。でも、大事なことだというふうに思います。これから共生社会

に向かっていく中においては、非常に一つのステップだと思いますので、真剣に早めに考えて

いただきたいというふうに思います。 

 それから、２番ですけれども、令和元年時点の公共施設等個別施設計画策定の中身ですけど

も、10年、10年のローリングをするんだと、見直しをするんだというお話でした。そうすると、

その都度、考え方とか状況、環境等が変われば、そのときにも見直すんだということでよろし

いでしょうか。再度申し訳ないです。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答え申し上げます。 

 町長答弁申し上げましたとおり、社会情勢の変化、それから、それに対応する必要性、実情

に見合った見直しを、その都度していくということでございます。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 今、祇園祭関係、ちょっと今日意見を聞いたりして、最終的に方向性

をつくるんだというふうな、11番議員のお答えにありましたので、それはそういうことなのか

ということで、若干胸をなで下ろした感はあるんですけども、祇園会館は確かに観光施設だと

いうふうに思います。先ほど、祇園祭の関係者に聞くと、資料館としてどうだというふうな話

も出たというふうに、先ほど答弁がございました。確かに年間の経費、一千百何十万円ですか、

委託料。あそこへ入れて、コンイを入れて、そういったのが毎年のように出ていると。 

 この中身に関しては、人件費は２名分なんですよね。あそこで何人働いているか分かります

か。10人いらっしゃるんです。10人の雇用を確保して、ずっとやってきて、努力しているわけ

ですよね。すぐ、公共施設に関していえば、雇用、雇用、雇用、雇用があるからスケジュール

を継続、どこどこの施設継続という、必ず雇用というふうに、そこに到達するわけですけれど

も、例えばたかつえなり、それから伊南のスキー場なり、本町の従業員は何人、何％いるかと

いうこと等々考えると、相当ほかから来ていただいたり、隣の村から来ていただいたりして働
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いているわけですよね。 

 そういうことを考えると、雇用、雇用という感覚でいえば、祇園会館、あれだけの規模で頑

張っているなと私は思っているんですね。実は夜の営業等も頑張っている。こういう頑張って

いる、今やっている人たちを応援できないで、何で活力あるまちづくりができるのかなと、私

はそういう感覚でいます。 

 確かに、5,100万円でしたっけ、直すのに空調関係必要です。中を見ると、屋台の人形は壊

れています。もう10年以上壊れているんじゃないですか、あのままでしょう。投資していない

んですからね。 

 そういった中身であっても、やはり受託されているＮＰＯ団体としては、なるべく1,100万

円の受託料というか委託料というか、受託料ですね、減らそうと努力をされている、そして雇

用も維持されている、そういう状況なんですね。頑張っているという一言だというふうに私は

思います。 

 振興公社時代、どうでしたか。比べてみてくださいよ。頑張っているという表現に集約され

てしまうんですけれども、それは私の考えです。 

 しかもこれだけ、祇園祭が２年やっていなくて、３年目縮小してやりましょうという形で、

田島の顔と言える祇園祭が縮小されつつある。これの新聞に細井さんのメッセージが出ていま

したよね。どうあるべきか考えるときに来ていると。観光館にして、例えば周りでやらないで

１か所でやるとか、そういう話も出ているみたいですけれども、なかなかそれは段階で、うん

とは言わないと思いますけれども、そういった祭りを持続させる、関連する施設であると強く

私は思っています。 

 これ以上、旧田島の町なかといえば、祇園祭、三大祭、三大祇園祭と言われますね。京都の

祇園祭、もう一つ、皆さん分かりますか。ぱっと出てきますか。出てこないでしょう。そのく

らいなんですよね。とても立派な祇園祭なんです。 

 ですから、守るためにも、あそこは先ほど出ましたように、町長答弁にありましたように、

資料館としての位置づけも必要だし、博物館としても生きるし、この間は小学生の見物もあり

ました、勉強会もありました。隣のきとね館に行く前に、ちゃんとあそこに寄って、勉強して

から行ったんですよ、きとね館に。そういうルートになっているんですよ、ちゃんとね。貢献

している。文化施設と言ってもいいのかなというふうに私は思っているんですけれども。 

 そういう観点から、ぜひ再度、関係者とご相談をしているということで、町のほうとして、

神事じゃないですから、あそこは観光施設という位置づけで、援助できる場所なんで、町長の
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考えをもう一度お聞かせ願えればありがたいなというふうに思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 今、議員からの思いは承りました。 

 公共施設の個別計画を策定するときにも、やはり同じような議論があって、最終的に今後、

町の公共施設を減らしてスリム化していきましょうという大局的な観点に立ったときに、祇園

会館については、祭りの状況を見れる施設、これが４つの屋台をそれぞれ国道沿いに展示施設

として整備したというふうなことから、年数もたっているし、もうその役割は終えたというよ

うな認識の下に、令和８年度をもって廃止というような方針を議会にも説明申し上げてきたと

ころでございます。 

 やっぱり議論の経過の中では、あそこに入っていらっしゃるはいっとのＮＰＯ法人、その活

動についても議論がありました。地元でしか食べられない郷土食を出したり、それから人を集

めるためのイベント、催物をしっかりやっていらっしゃいます。そこはすばらしいと思います。

しかし、それだから祇園会館をこのまま残すというところはどうかなというような話があって、

最終的には、その方々の活動が必要であれば、必要な支援をしていきましょうというような話

を、祇園会館の存続の問題とは別に議論した経過があると、そこはご承知おきいただきたいと

思います。 

 やはり今後、公共施設の今後のありようを考えた場合に、整理するところは整理していくと

いうようなことで進めていく必要がありますので。先ほどお祭りの関係者の方々のご意見、さ

らにはパブリックコメントで意見が出たというようなところも、これは住民の方の声でござい

ますので、そこは慎重に整理をしながらやっていきたいとは思いますが、祇園会館という公の

施設については、やはり区切りをつけるべきだというふうに私は思っております。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 まず、てっぺんにある夢と希望と活力に満ちた南会津町の実現て、こ

こは私、非常に気になっているんですよね。どうやったらこんな町できるのかということ。 

 一番最初申し上げたように、こういうことがベースになっていますよと、人口削減を止めま

しょうとなっている、それがベースになっていますというお話ししたんで、その延長でお話し

したいと思いますけれども、まず人口減を考えたときに、こういったいろんな施設や頑張って

いる人とか、そういった方々が現実にいるというふうな状況の中で、今ここに住んでいる人が

輝かなかったら、この町も多分輝かないでしょう。 

 よく皆さんもおっしゃるように、人なりというふうにおっしゃっていますよね、物じゃない
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と。人なり、輝くと、輝いている人がいっぱいいれば町も活性化するし、人も寄ってくる。決

してお金を上げるから人口が増えるわけじゃないんで、魅力づくりなんですよね、１番目は。

遠回りのようで近道になってくると私は考えるんですね。そのアイテムとして、こういった祭

りを大事にする、伝統芸能を大事にするとか、内政が大事だというふうに思うんです。それは

私の考えですから。 

 そういった意味では、例えば、この町内でああいった場所があるかというと、先ほど屋台の

格納庫としてのとか、そういった、達成しているかも分からない、代替になっているのかも分

からない。しかし、代わりのものではないと明確に申し上げたいと思います。あそこに何時間

かいると、不意の客が来られる。食べ物を食べに来るんじゃなくて、一周必ずしてビデオを見

て帰る。 

 最近は、大人数はコロナのせいで来ませんけれども、家族連れとか中年のご夫婦とか来られ

て、ちゃんとビデオも見て、いっぱい飾ってあるものを見ながら、上の人形は見られませんけ

れども、右側のちっちゃい部屋にある人形を見たり。そうすると、祇園祭というのは大体のイ

メージが湧くと。今度本番に来てみようかというような流れに、必然的に動線が出来上がって

くるんじゃないかと私は想像します。 

 さて、なくなった、格納庫がある、こっちで見ればいいだろう。十分に今の祇園会館の姿と

いうのは、あそこで見られますかね。説明者、申込みしなさい、二、三人で、今空いている人

いない、こういう形になる。祇園会館ならいつでも流れを見られる。勉強もできる、興味も湧

く。今は確かにコロナで、家族連れとか小さい団体しかいません。確実に田島祇園祭には貢献

していると、一部分であるというふうに思ってもいいんじゃないかなと。 

 町長がかたくなに、整理する対象だというふうにおっしゃいました。しかしながら、これま

でのそういった施設の対応を見てくださいよ。スキー場エーだって、温泉施設だって、あれだ

け専門家の答申を受けながら、全く反対の方向に行ったりしている。縮小しなさいと言われて

くると拡大している、あるじゃないですか、実態として。 

 私が前議員のときも、こういった説明を受けた。現実にどういうふうに進んでいますかとい

うの。だから、幾らでも考え方次第で、町をよくすること、町をよくするという言い方、私の

偏った意見かも分かりませんけれども、活性化させる道具は材料はいっぱいあるんだというこ

とです。その一つとして、祇園会館の位置づけをもう一度考えていただきたいと。これ以上言

いませんけれども、１回答え出ていますので、ぜひ検討してみていただきたいというふうに思

います。 
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 それから、時間が迫ってきますので、博物館関係ですけれども、一体的な活用、検討委員会

というか協議会で、これから進めようという答弁は、一言で歓迎です。 

 ただ、ばらばらの所管だからどうのこうのという、そういうこともおっしゃいましたけれど

も、昔から言われるように、横断型の施策をやりなさいと。そのために総合政策課があるんだ

ろうというふうに私は思いますけれども、つなぐ役割を担っているんだろうというふうに思う

んです。総合、一体的に活用したらどうかという意見は現場からも出ていますし、はっきり言

って、もったいないと、材料があるのに何でつながないんだと、何で企画しないんだと、こう

言われます。 

 だって、茶屋の食堂だってやっていないでしょう、あれだけお金をかけたって。誰々が金を

かけたというのが問題じゃないの、町がやったんですから。十分に活用されていないでしょう。

何でつながないんだというふうにおっしゃっている方、いっぱいいますよ。現場でもあります、

食べるところがないとか。 

 もし、今コロナ禍で、宿泊施設、それからキャンプ施設は繁盛していますよ、土日いっぱい

ですから。夏休みもいっぱいでしょう、きっと。いいですか。 

○室井嘉吉議長 質問を…… 

○４番 渡部 優議員 説得しているんです、私。 

 そういう話があると、すみません、笑っちゃいけないですけれども、そういった話があると

いうことです。 

 うさぎの森のホームページに載っている、野生のウサギが出てきたり、その他出会いがある

と、うそばかり書いているなと言われましたよ、見たことがないと言われました。イメージを

膨らませ過ぎだなと。ホームページだってそう。１回動物飼ったことありますけれども、トラ

ブルがあってとか、中身は知っていますけれども、やめたというようなことも聞いています。 

 あと、グラウンドも、千本桜はすばらしい政策だと思いますが、グラウンドもほぼ埋め尽く

してしまったと。地元の植栽された方、あそこはやっていないよと言っていましたけれども、

実際はやってありましたよね。 

 だから、どういうふうな計画でやっているんだか分かりませんけれども、あそこを魅力ある

ところにするにはどうしたらいいか、一体的にどういうふうに活用したらよいか、本当に協議

会なりで考えていただきたい。そうすれば、もっとあそこへ来ます。人も来ます。物も売れま

す、間違いなく。検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 
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○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 今ほど町長から答弁ありましたとおり、以前協議していた状況とは、今の状況がかなり変化

している。この変化している状況をどう生かしていくかということを改めて検討してはどうか

というふうに考えますので、町長答弁にありましたとおり、改めて活用について検討したいと

いうふうに考えておりますので、ご理解願います。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 ４番に入ります。 

 ①の管内を通る国道は県が管理しているが云々の質問というのは、実は国道121号線、町長

も毎朝通勤して気づきませんか。荒海線が非常に悪い、道路の状況が非常に悪い。特に悪いの

は、関本から中荒井、それから新町にかかる121号線の、非常に悪い。ここ２年間、ほとんど

整備されていない。 

 穴埋めは私、仕事でやっていましたからよく分かりますけれども、ちょこちょこ受託してい

る建設会社のほうで細かく回っていただいて、極端に悪い、事故起きるようなところはありま

せん。しかしながら悪い、ワッペンだらけ、ばんそうこうだらけ。それで、白い外線というの

か、外示線というのかな、あれも見えない、ほとんど見えない。こんな道路でいいのかなと私

は思うんですよね。関東から入る道路で、あんなに悪い道路、ちょっと情けないと思いました

ね。 

 新町、今回直りましたよね、きれいに。全然、雰囲気も全く、景観さえよくなってきたよう

な感じを受ける、そういうものなんですよ、感覚というものは。この間、山王トンネルを抜け

て関東方面に行きましたけれども、あんな悪くないですね。確かに外示線というか、白い線は

なかったけれども、きれいだ、ワッペンはなかったです、ここ。こっち側に入った途端、ワッ

ペンだらけ。ちょっと玄関口としては情けない。これ、県のほうに強く申し上げていただいて、

検討していただきたいというふうに思います。２年間やっていませんから、改良工事。 

 関本のスタンドの前のなんか見て感じませんか、まだはしご塗りになっている、舗装して。

あんなところないでしょう、国道で。福島県の入口としては、入口の町としては、やはりもう

少し121号線、荒海線、特に荒海線ですよ、悪い。毎日感じていましたね。 

 町長の家から、古今辺りまではなかなかいいんですよ、いいほうなんです、物すごく。その

先がめちゃくちゃなの、本当に。多分感じていらっしゃると思います。中荒井から新町にかか

るところなんかは、掘られていて、私、軽トラックに今乗っていますけれども、ダンスするよ

うでしたよ、本当に。大きな事故が起きなければいいと思いますけれども、ぜひ強く要望して



－６６－ 

いただいて、そういう協議の場所があれば協議していただいて、強く要望してください。どう

でしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 個別具体の箇所までお示しいただいて質疑いただきましたので、その件につ

いても建設事務所のほうに、話し合う機会があれば、早急に、忘れずにお話を伝えたいと思い

ます。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 やはり慣れちゃうと、何とも感じなくなっちゃう、私もそうです、同

じですけれども。 

 自分自身のこと言っちゃいけないんだけれど、議会で、２年間道路パトロールをやっていた

んです、県のね。それで、いいところと悪いところが本当に、そして整備されると、物すごく

早いところと、よくよく遅いところがある、何でやらないのかなというようなところもある。

それを仕事中に、部長さんとかいろいろ話をしましたけれども、それまでの話で、ちゃんと正

式に話を持っていけば、また形が違うのかなというふうに思います。 

 本当にこの２年間やって、荒海線がほとんど直らないというふうに感じていたもんですから、

いつか大きな事故起きるんじゃないかと心配していました。 

 それから、②の県道黒磯線については、先ほど町長がおっしゃったように、公約でもあった、

私の公約でもあるんですけれども、先ほど答弁いただいた中身の中で、ぜひテーブルの上にの

っける、そのぐらいまで何とか頑張っていただいて、調査費だけでも出るようになれば、こっ

ちのもんだというふうに思えば、表現悪いですけれども、こっちのもんだと思いますので、そ

のように進めていただければなと思いますが、もう一度答弁いただければありがたいです。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 黒磯田島線、那須塩原、黒磯までの道路の改良ということは、やっぱりあそ

こに高速道路のインターチェンジがございますし、物流、それから観光・交流、災害時の代替

路線としての役割は非常に大きいということで考えております。那須塩原市も同様に、事務局

のほう、那須塩原市でもって今動かしてもらっていますので、同じ立ち位置でいると思います。 

 議員の皆さんと共に力を合わせて、一日も早いトンネル化の実現に向けて、一生懸命頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 
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○４番 渡部 優議員 最後になるかと思いますが、トンネル開通と併せて、黒磯線の改良も、

アイデアを持って、こっちから行くと左側の河川敷のあの広大な土地、非常に魅力的なんです

よね、ずっと走りながら、考えたことがあって、町のほうで開発とか、そういったことがアイ

デアがあれば、併せて提案していったら、県もやりやすいのかなと、受け入れやすいのかなと

いうふうに思います。 

 以上で終わりますけれども、渡部正義町長は若い頃、詩集を出しましたよね。出していたん

です。多分、分かる人はあんまりいないと思うんだけれども、あの頃、正義さんを知ったわけ

ですけれども、私も学生時代、詩集を出したもんですから、そのとき多分目がいって、耳がい

ったと思うんですけれども。ぜひそういった、40年間、一応行政進めていますけれども、その

殻を破って、詩を創るということは、見ること、聞くこと、それを大事にしていると思うんで

す。 

〔発言する者あり〕 

○４番 渡部 優議員 分かっていますよ。ですから、その感性を大事にして、町政を担って

いただきたいと、お願いします。 

 以上で終わります。オーバーしました、すみませんでした。 

○室井嘉吉議長 以上で、４番、渡部優君の一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩をしたいと思います。 

 再開は14時40分にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○室井嘉吉議長 それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きたいと思いますが、再度議長

よりお願いを申し上げます。 

 以後、一般質問をされる方におかれましては、質問の趣旨は簡潔明瞭にということをぜひよ

ろしくお願いを申し上げ、ただいまより一般質問を行います。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 
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◇ 楠   正 次 議員 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君の登壇を許します。 

 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 議席番号15、楠正次です。 

 簡潔明瞭に質問したいと思います。 

 大きく分けると１点であって、その中で３つに分けて質問させていただきます。 

 不妊治療費の保険適用、これが、この４月１日から制度が改正されました。昨年の12月、政

府は、2022年４月から、これまで対象外だった人工授精・体外受精や顕微鏡により１つの卵子

に１個の精子を注入することで受精卵をつくり子宮に戻すというような治療が保険適用になる

と閣議決定されました。 

 これまで不妊治療の多くは保険対象外でありましたが、体外受精・顕微授精は検査・採卵・

凍結保存など多くの治療が必要で、一般的に費用は100万円程度というふうに言われておりま

した。これまで医療機関ごとに料金格差が見られましたが、公的保険適用になったことにより、

不妊治療の内容と費用が標準化されると言われております。 

 ①として、保険適用の条件（年齢、回数制限等）があるというふうに聞いておりますので、

中身をお聞きしたいというふうに思います。 

 ②としては、新たに保険適用となった不妊治療方法をお聞きします。 

 ③事実婚カップルも保険適用とされますが、事実婚の場合は申出だけでいいのかどうか。役

場等での婚姻の証明というか、そういうものはないんだろうなというふうに思いますが、こう

いうことは必要なのか。どういう書類が必要なのか等々、お聞きしたいというふうに思います。 

 ④としては、公的保険適用で、これまで体外受精など高額の治療に躊躇せざるを得なかった

方に大きな希望になるというふうに考えております。周知に対する考えをお聞かせください。 

 ２つ目として、高額医療費貸付制度についてであります。 

 ①高額療養費制度と高額医療費貸付制度の内容をお聞きしたいと思います。 

 ②高額医療費貸付制度の対象（治療法、薬剤等）をお聞きします。 

 ③本町の国保被保険者等が制度利用の可否を聞きたいと思います。 

 これは、協会けんぽとか社会保険の場合は全てオーケーということでありましたが、ネット

で調べますと、国保の場合は、保険者の都合により利用できないこともあるというふうに書か

れておりましたので、伺いたいというふうに思います。 

 ④保険適用不妊治療費100万円と仮定したときの具体例、この貸付制度を利用したときの個
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人負担分というようなことをお聞きしたいというふうに思います。 

 ３点目としては、不妊治療に対する町の支援についてであります。 

 国では企業に対し、治療に取り組む社員により一層の配慮を求めて、この制度を施行すると

いうことが書かれておりました。実際、不妊治療中は、薬の副作用に悩み、病院・職場・自宅

の行き来など心身ともに大きな負担となり、特に本町には治療できる病院がなく、遠距離の通

院を余儀なくされ、相当の負担になることが想定されます。 

 厚生労働省は昨年、不妊治療をサポートする企業に両立支援等助成金を支援するとしました。

また、本年１月１日には、出生サポート休暇として、国家公務員の不妊治療と仕事の両立を支

援する通院治療に有給休暇を与えるとしています。 

 ①両立支援等助成金の概要を聞きます。 

 ②出生サポート休暇の概要を聞きます。 

 ③としては、町独自のサポート及び支援に対する可能性及び支援内容を聞きたいと思います。 

 以上であります。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 15番、楠正次議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、不妊治療費保険適用に関する不妊治療の内容と費用が標準化されたとのおただしで

ありますが、保険適用の条件と新たに保険適用となった不妊治療方法については、関連がござ

いますので、一括お答え申し上げます。 

 これまでも保険適用となる不妊治療はありましたが、その対象は現在、治療と疾病の関係が

明らかで、治療の有効性・安全性等が確立されているもののみで、原因不明の不妊症などに対

しては保険適用はされておりませんでした。 

 令和４年４月からは、その原因不明の不妊や治療が功を奏しないものが新たに保険適用とな

り、具体的には、一般治療と呼ばれるタイミング法や人工授精、生殖補助医療の体外受精や顕

微授精、男性の不妊手術が挙げられます。 

 なお、おただしの年齢及び回数の制限につきましては、初めての治療開始時点の年齢が40歳

未満の場合、１子ごとに通算６回まで、40歳以上43歳未満の場合は、１子ごとに３回までとな

っております。 

 次に、事実婚カップルも保険適用とされているが、証明書等の必要書類の内容はと。 

 この件について、不妊治療に係る診療報酬の取扱いをする上で、医療機関に対しては、事実

婚であることの確認が義務づけられております。 
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 この確認方法については、医療機関によって異なりますが、一般的に、２人で同居している

証明としての住民票や身分証明書等の提示、子供の認知誓約書等の提出といったことが求めら

れているようであります。 

 次に、公的保険適用で、これまで体外受精など高額の治療に躊躇せざるを得なかった方に大

きな希望となるが、周知に対する考えはとのおただしでございますが、議員おただしのとおり、

子供が欲しいと願っても、不妊治療に係る高額な費用によって、子供を授かること自体、諦め

てしまった方もいたのではないかと推測をしております。今回の制度改正は、高額な医療費が

かかる不妊治療に対する経済的負担の軽減のみならず、喫緊の課題となっております少子化に

も対処したものであるというふうに認識をしております。 

 町といたしましても、子供を持ちたいとう方々に寄り添った情報を町広報紙やＳＮＳ等で発

信できるよう、今後はその強化に努めてまいりますので、ご理解願います。 

 次に、高額療養費貸付制度の関係ですが、高額療養費制度と高額療養費貸付制度の内容はと

いうおただしでございます。 

 高額療養費制度ですが、同一月の診療等において、高額な医療費の自己負担が発生した際に、

被保険者の自己負担限度額を超えた金額について払戻しが受ける、そういう制度でございまし

て、この窓口は町役場になっております。 

 また、高額療養費貸付制度は、医療機関に医療費を全額支払った際に被保険者の自己負担限

度額を超えた金額を貸付けするもので、被保険者の金銭的負担軽減を行う制度でもあります。

こちらの窓口は、南会津町の場合、南会津町社会福祉協議会が窓口になっております。 

 次に、高額療養費貸付制度の対象はとおただしでございますが、高額療養費貸付制度の対象

となるのは、医療行為及び薬剤に係る保険適用分の自己負担額が高額になり、自己負担限度額

を超えた部分が高額療養費の貸付制度の対象となります。 

 次に、本町の国保被保険者等が制度利用の可否について、内容を知りたいという中身でござ

いましたが、高額療養費貸付制度につきましては、本町の国保被保険者が制度を利用すること

ができるようになっております。また、このほかのほかの医療保険に加入されている方につい

ても、同様に制度を利用することができるようになっております。 

 次に、保険適用不妊治療費100万円を仮定したときの具体的な例についてでございます。 

 保険適用となる診療等におきまして、治療費が100万円と仮定したときの貸付額の具体例と

して、70歳未満の方で所得区分が210万円以下の住民税非課税世帯を除く被保険者のケースで

試算しますと、自己負担区分が５万7,600円となることから、100万円の自己負担の３割30万円、
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ここからこの５万7,600円を差し引いた42万2,400円が貸付額となるものでございます。 

 次に、不妊治療に関する町の支援について、両立支援等助成金の概要を示せということにつ

きましてでございます。 

 両立支援等助成金は国の制度であり、主なものとしては不妊治療両立支援助成金がございま

す。内容につきましては、不妊治療と仕事を両立するため、企業が選任した両立支援担当者が

不妊治療両立支援プランを策定するほか、不妊治療のための利用可能な休暇制度の導入、両立

支援制度を労働者に利用させた事業主に対して、助成金が交付されるものでございます。 

 次に、出生サポート休暇の概要はというようなおただしでございますが、出生サポート休暇

については、国家公務員の不妊治療と仕事の両立を支援するために創設されたものであります。

１つ目が、常勤及び非常勤の不妊治療に係る通院のための休暇、２つ目は、非常勤の男性職員

が配偶者の出産及び育児参加のための休暇と、女性職員については産前・産後休暇を有休化す

るという内容になっております。 

 次に、町独自のサポート及び支援に対する可能性及びその内容に関するおただしでございま

す。 

 町では今のところ、町独自のサポート及び支援は行っておりませんが、今後、国の不妊治療

両立支援助成制度を町の広報紙で情報発信することにより、企業の事業主が不妊治療について

理解をしていただき、子供を産み育てやすい職場の環境づくりに取り組んでいただけるよう周

知を図ってまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長より答弁をさせますので、

よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 それでは、再質問いたします。 

 40歳未満は６回ということでありますが、43歳までに３回ということで、この６回と３回と

した国の根拠等は、情報として持っておられますか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 不妊治療の回数設定の際に、成功率ということが話題に上がったという程度の情報は把握し

ておりますが、細かい年齢設定のところまでは把握しておりませんので。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 分かりました。 
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 私が調べたところによると、40歳から43歳未満、ここが３回というのは、人工授精ですと、

一般的に５回、６回やって、駄目だった場合に体外受精に移る。体外受精も駄目だった場合、

顕微授精に移る。とすると、結構長い期間かかってしまう。そして、成功率が低い人工授精よ

りは、先ほど示された、全体的な金額にもなってしまいますけれども、今までですと、例えば

100万円であったら３割負担して、限度額超えた部分は後から請求して、３か月後とか４か月

後に戻ってくるんではないかなというふうに思いますけど、それではなく、保険者から当然、

医療機関に限度額超過分が支払われる。個人が返すというものではなくて、差引き額が先ほど

示された５万円幾らというような金額で、こういう治療ができるということであれば、成功率

の高いものを選んでも、個人の負担分は非常に少なくて済むというふうに考えていいんだと思

いますが、いかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 今ほどのおただしについては、把握しておりませんので、申し訳ありませんが、答弁しかね

ますので、ご了承いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 先ほどの町長答弁だと、今後は広報紙やＳＮＳ等で周知をしていき

たいというようなことでありますけど、これまで、この制度が新聞に載ったのは１月26日であ

ります。そして、これは１月26日は、いろんな県の地方紙等にも紹介されました。 

 ４月１日から保険適用になるということで、私は３月とかに予算とか、そういうものを町と

しても、これ国の制度だから、町は全く関わらないということではないんだろうなと、先ほど

周知とかの部分で話されたので、そこのところが、今まさに４月、５月、この辺で43歳になっ

てしまうといった方はどうなるんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 43歳になってしまう方というところの考え方も、大変申し訳ないんですが、把握しておりま

せんので、ご了承いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 40歳未満が６回、40歳から43歳未満で３回というようなことであり

ますから、これが４月１日から適用になる。やっぱり40歳になる、43歳になるとかといったら、

大きな問題だと思うんですけど、これは、今子供が欲しい、産みたい、育てたいというような
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人がこういう年齢になるとしたら、やっぱり一日も早い周知が必要だったのではないかなとい

うふうに思うんですけど、これは国のやることで、町の福祉ということでは対応しなくてもい

いということなんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 まず、国の制度ということで、町で完全に把握し切れなかったというところはご了承いただ

きたいと思うんですが、先ほどの年齢制限・回数制限につきましては、国のＱ＆Ａの回答にな

ってしまうんですが、令和４年４月２日から同年９月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方

については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、１回の治療につ

いて保険診療を受けることが可能ということが記載されておりますので、先ほどのおただしと

併せて、そのように答弁させていただければと思います。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 そうすると、本人たちはこのことにもっと敏感で、もしかしたら調

べて、実際にもうやって、43歳になるからどうなんだろうという思いがあったのかというよう

な推測もできますけど、９月30日までというと、まだ間があるので、そこはやっぱり広報紙

等々でも周知をして、全体的に言いますと、43歳になるんだけど、どうしようと思った人でも、

ここに２点目の、関連するので２点目に入りますけど、高額療養費貸付制度の部分は先ほど、

限度額を超えた部分が後から請求で戻ってくる。高額医療費の貸付け、この部分は、不妊治療

をしたときに、成功か否かにかかわらず支払う、そのときに３割負担、先ほど100万円だった

ら30万円、30万円のうち、貸付制度は保険者のほうから病院に支払われる、その部分があって、

５万7,600円の自己負担で100万円の治療ができるということあれば、これは、今までここに踏

み切れなかった人にとっては、本当に大きな前進なんだろうと。 

 希望を持って、このくらいの金額で、借入制度とはいっても、自分が借り入れて返すとかで

はなくて、医療機関に保険者から払われる、こういうことをセットでお伝えすれば、本当に今、

せっぱ詰まって、今までも町の制度も利用したけど、この制度では全く歯が立たないというか

先に進めない。でも、人工授精というよりも体外受精、顕微授精、その高額なものにも挑戦で

きる。そうすると、受精卵着床させる、胎盤胞にして胚移植というか、そこまでできて、そし

て、その後は、流産の傾向もすごい多いそうなんで、そこは不育症の補助制度、町の部分、そ

ういうのも使えるのかなと。 

 そういうところを併せて周知の中に進めていっていただければ、今悩んで、本当に43歳にな
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る、40歳になる、１子に対して６回、お金もかかる話ですけれども、先ほど町長が示された金

額であれば、頑張れるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 まず、先ほど私の第１答弁での中で、ちょっと原稿の読み違いがあったよう

なので、訂正をさせください。 

 今の質問項目なんですが、100万円の自己負担３割30万円、これは100万円の３割だから30万

円、そこから自己負担の区分額５万7,600円を引いた額、ここまでは正しいんですが、この後、

多分、42万2,400円と読み上げたという指摘があったんですが、正しくは24万2,400円の誤りで

ございました。大変申し訳ございません。24万2,400円の貸付額になりますというふうに答弁

申し上げましたので。そこのところの数字の訂正をお願いしたいと思います。 

 今ほど、やっぱり周知の関係をしっかりしないと、望む方に対して大きな不利益を与えるよ

うなご指摘でございますので、私どものほうでも再度制度の内容をしっかり確認した上で、住

民の方に正しい情報を迅速にお伝えする方法を考えたいと思います。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 先ほど、２点目の最後の④のところで、100万円の所得の部分でと

いうことで、私もメモしておきましたけれども、30万円で５万7,600円の自己負担で42万円と

いう貸付けというのは、ちょっと計算が合わないなと思って、この後質問しようかと思いまし

たけれども、了解いたしました。 

 続きまして、不妊治療に対する町の支援についてでありますが、両立支援等助成金というの

は、治療と仕事を両立する、それができる会社に対して国の補助金が出ると。その補助金の利

用は、その人たちが休む間に、ほかのパートさんを入れることができるのか、それとも、フレ

ックスタイムというような形で仕事がさせられる企業であれば、そういうことに使えるのかと

いう、そういうプランと、こういうことが必要なんだろというふうに考えますが、この町では、

このような制度を導入したいんだけどというような相談は、今まであったでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 この前段で、両立支援助成金という前段に、くるみん認定というのがございまして、子育て

を積極的に行っている企業を認定するという認定制度がございまして、まず前段のそちらの認

定を受けている企業につきましては、南会津町内で15企業ございます。そこから、さらに今回

制度改正になりまして、ステップアップ的にある両立支援助成金につきましては、現時点では、
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行っているという企業はないというふうに把握しております。 

 さらには、現時点では相談も受けておりませんので、町長答弁にもあったとおり、こういっ

た取組を周知していくというのが、今後の町の大きな課題なのかなというふうに認識している

ところでございます。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 企業のほうも、なかなかこの制度がしっかりと理解されて、職員の

ために、この制度をしっかりと我が会社でもというようなことがなかなか進んでいない。これ

は町も、今までの質問の中でも、この制度についての熟知というか、その部分も不足していた

というような感じがあります。 

 そして、今、町でこの制度を導入しているというような企業はないし、相談もないというこ

とでありますが、ぜひ、子供を産み育てたいという人がいながら、知らなかったために年齢が

過ぎてしまって、挑戦できなかったということがないように進めていって、先ほどからそうい

う周知はするということなので、ぜひ全ての部分、治療方法から料金から貸付制度から、最後

の部分の企業等に、本人等に周知、こういうことも必要なんだろうというふうに思いますが、

町役場としては、これ国の制度なんですけど、国家公務員が治療に通うときに、通院したりす

るときには有給休暇を与えると、私はこれは、恐らく地方公務員にもすぐに流れてくるのかな

というふうに考えています、そういうふうになるべきだろうと。 

 ですから、町の役場だって、こういうことは考えていかなくてはいけないんだろうというふ

うに思いますけども、国からのそういう情報というのは、まだ全く皆無ということでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 先ほど町長答弁でありましたが、国の出生サポート休暇、これについて、町におきましても

同様の対応をしているところでございます。 

 まず、常勤及び非常勤職員、いわゆる正職員と会計年度職員、こちらについて、不妊治療に

係る通院のための休暇、これを原則年５日、場合によっては最長、さらに５日までということ

で、本年の１月１日に規則を改正して、取得できるようにしているというような状況でござい

ます。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 了解いたしました。 

 出生サポートのほうは分かりましたけど、国家公務員の不妊治療に係る通院に有給休暇とい
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うこの部分、これが今お話しされた部分、不妊治療に対する医療機関のない、遠距離の通院が

必要なこの地域こそ、こういう制度が必要なのかなと、有給休暇の制度ですね、国家公務員に

与えるとしたら。そういうことは、町から要求してなるのかどうか、その辺がよく分かりませ

んけども、そういうことは考えられないでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 国家公務員に対して、町から何か要望したらどうかというご質問でしょ

うか。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 すみません、分かりにくくて。 

 国家公務員に不妊治療に対する通院等々に有給休暇制度を与えるというふうに国で定めて、

この１月１日からというふうにあったので、これは、こういう町こそ、そういうのが必要なの

かなと私は思うんです。それは、数分、数十分で治療できる病院に通院できる環境にある国家

公務員とこの地域で、例えば那須塩原に行くか、私、最近、若松の病院長にお話を聞く機会が

ありましたが、私のところでも４月１日から保険適用でやっているから、病院名は申し上げま

せんけど、ぜひとも紹介してくださいと。丁寧に相談し、パートナーと共にいらしていただい

て、相談し、計画し、そして治療に臨んでいただきたいというようなお話聞きましたので、国

家公務員に与えるというふうに国で決めた部分は、町でも当然、町の職員にも来なくては、私

はおかしいかなというふうに思うんですけど、そこを町から要求するなんていうことは、なか

なか難しいのでしょうかという話です。 

○室井嘉吉議長 いやいや、楠議員、それは町職員の話ししているんですか。 

○１５番 楠 正次議員 はい、そうです。 

○室井嘉吉議長 町職員はやっていると言ったでしょう、今。 

 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えします。 

 先ほど申し上げましたが、南会津の職員の勤務時間、休暇等に関する規則、それから会計年

度職員の管理規程・運用方針、これを１月１日に改正して、町職員も年５日、場合によっては

さらに５日というふうに取得できるように改正済みでございます。 

○室井嘉吉議長 実施しているということでいいですか。 

 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 失礼しました。有給休暇ということで、先ほど説明された部分、分
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かりました。 

 それで、不妊治療が保険適用になったことに伴って、家庭や職場でもこういう内容、私、今

るる話していますけれども、こういうことが職場内で、男性も女性も話題に出しやすくなって、

できれば子供たちなんかにも、こういう制度は、学校教育の中でもできれば、少子化として、

不妊に悩むカップル、これは世界的な、ＷＨＯで調査したところによると、国によっては20％、

カップルとしてですね、10組に２組。でも、日本の場合は10組程度、でも、やっぱり１割です

から、かなり、10％というふうな数字出ておりましたので、南会津町にもそういう方が、結構

該当される方がいらっしゃるのかなというふうに想定しますので、この方たちに一日も早く、

こういう情報をしっかりと把握していただいて、そして、そういうことが、この内容が周知さ

れることで、社会的に効果、ぜひ公的保険適用、そして高額医療費貸付制度などが理解されて、

少子化対策にもなりますし、本当にここに、願いながらも、今までの町の制度では、新たな挑

戦ができなかったという方もいらっしゃいます。 

 ですから、一日も早い、先ほどから周知に取り組むということでありましたが、本当に早い

周知をお願いしたいというふうに思いますが、内容としては、やっぱり広報紙、ＳＮＳ等々、

今町の携帯などで流していらっしゃる部分、総合政策課であったり、商工観光課であったり、

あと、コロナの発生状況等々も流せますので、ああいうものにこういう制度ということで流し

ていただければ、多くの人たちが早く理解し、進めるのかなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 議員おただしのとおり、子供を欲しいと望んでいる方に、こういった制度がしっかり伝わる

のがまず重要と思っております。ですので、現在ある情報発信できるものを使いながら、幅広

く情報発信していきたいなという思いと、片や、周りが不妊治療を何でしないのかという、そ

ういった社会的な圧力についてもデリケートな部分なので、やっぱり情報のバランスというの

は必要だと思っております。 

 ですので、望まれる方にはしっかり正しい情報を提供する、さらに、そういったものがプレ

ッシャーにならないような形で、デリケートな部分でもございますので、そういった情報の伝

達を工夫しながら、広く周知していきたいというふうに思っておりますので、ご了承いただき

たいと思います。 

○１５番 楠 正次議員 以上で終わります。 
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○室井嘉吉議長 以上で、15番、楠正次君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 馬 場   浩 議員 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君の登壇を許します。 

 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 議席番号２番、馬場浩です。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 私の質問は、大きく分けて３点であります。 

 まず最初に、人口減少対策についてであります。 

 さきの選挙で町長は、人口減少の対策が急務だと言われていました。現在町には、総合振興

計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略など、人口減少に対する政策があります。しかし、な

かなかうまくいっていません。 

 その上で、町長の考えをお聞きします。 

 ①子育て支援の政策は、執行部全課で取り組む総合的な政策が今後必要ではないかと私は考

えます。町長の考えはどうでしょうか。 

 ②定住を望む若者や移住者を促進するためにも、その居住となる所得に見合った住居の確保

が必要と考えるが、空き家対策も含めた独自の政策は。 

 ③若者定住応援プログラムや企業の人材育成支援などの事業の現状に対する町長の評価及び

今後の事業展開をお聞きいたします。 

 残りの２点ですが、これは、国がこれからしようとしている政策に対する町の考えをお聞き

したいと思います。 

 まず、２番、環境保全型農業の取組はということで、国は環境保全型農業推進に向けて、み

どりの食料システム戦略の法律が５月に公布されました。令和３年３月の一般質問でも、この

法律に関して町の対応をただしたときに、大宅前町長は取り組む意志を示しました。 

 それを踏まえて、お伺いします。 

 ①みどりの食料システム戦略に対する渡部町長の考えは。 

 ②南会津町における環境保全型農業直接支払交付金事業という国の制度があります。これは、

環境に配慮した農業者に対する国の支援であります。その現状と今後の展開は。 
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 これらの質問は、渡部町長にいたします。 

 次いで、３番目、学校教育の多様化する課題の対応はということで、現在、ヤングケアラー

や、いろいろな家庭事情、貧困や健康面などで多様な問題を抱えている子供たちが多くなって

きており、国では、子供の最善の利益を優先するため（こどもまんなか社会）を掲げ、こども

家庭庁の発足準備が進められています。 

 その上で、町の考えをお聞きします。 

 ①こども家庭庁に対する教育長の認識は。 

 ②現在、町内の教育現場において、人手不足で課題のある児童の対応に先生方が苦慮してい

ると、保護者の方からお聞きしたことがあります。これは、去年からずっと、私が町内を歩っ

た中で、いろいろ相談を受けて、こういうお話をお聞きしました。 

 それを踏まえて、現在、教員及び支援員の現状はどうなっているでしょうか。 

 ③今後、子供の減少に伴う複式学級増加や学校統合の問題が予想され、充実した教育が遂行

されるか不安視する声も聞かれます。教育長の考えはどうでしょうか。 

 これらの質問は、教育長にお願いいたします答弁は。 

 以上で檀上からの質問を終わらせていただきます。引き続き、時間の許す限り指定席、再た

席で再質問をさせていただきます。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 ２番、馬場浩議員にお答え申し上げます。 

 初めに、人口減少対策に関する１点目、子育て支援の政策は、執行部全課で取り組む総合的

な政策が今後必要ではとのおただしでございますが、昨年度、南会津町において生まれた子供

の数は49人となっており、まち・ひと・しごと創生総合戦略における人口推計では、令和６年

度まで80人を維持する目標を掲げておりましたので、少子化は想定より早く進んでいる状況と

認識しております。 

 子育て支援の政策は、この少子化問題と一体的に取り組む必要があると捉えており、子供を

産み育てたいと思える環境をつくるためには、結婚・出産・育児と切れ目のない子育て支援を

充実させていくとともに、若者の定住対策や結婚支援対策など、幅広い取組が求められている

ものと認識しております。また、子供の貧困や虐待といった新たな社会問題も発生しておりま

す。 

 これらの問題に取り組むためには、議員おただしのとおり、各課横断の体制によって総合的

な展開をしていくことが必要であることから、政策実現に向け、課を超えた取組を推進してい
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きますので、ご理解願います。 

 次に、２点目、定住を望む若者や移住者を促進するためにも、その居住となる所得に見合っ

た住居の確保が必要と考えるが、空き家対策も含めた独自の政策はとのおただしでありますが、

町では、定住を望む若者や移住者の移住・定住対策として定住相談窓口を開設し、定住を望む

若者や移住者のライフスタイルにより、賃貸物件を求める場合や住宅を取得される場合など、

それぞれの希望を伺い、対策を講じております。 

 賃貸物件を求める場合では、希望する条件により、町営住宅の案内や不動産事業者を紹介し

ております。住宅を取得される場合の支援では、若者や移住・定住者の定住促進と空き家の利

活用を促進するため、住宅の取得等に関する経費について支援を行う南会津町定住促進すまい

る補助金制度により支援を行っております。 

 事業の概要でありますが、町外から移住者が定住を目的として、新築住宅や中古住宅の取得

を行う場合に支援する定住住宅取得事業、空き家バンクに登録された住宅の取得を支援する空

き家バンク利用事業、帰郷し実家に住むため、その建物改修等を行う場合に支援する帰郷住宅

改修事業を行っており、定住を希望される方の所得や住環境など、様々なニーズに対応した施

策を実施しております。 

 このように、空き家対策を含めた移住・定住対策を展開しているところでありますが、今後

も状況を捉えた対応を検討していきたいと考えております。 

 次に、３点目、若者定住応援プログラムや企業の人材育成などの事業の現状に対する町長の

評価及び今後の事業展開はとのおただしでありますが、若者定住応援プログラムにつきまして

は、新規学卒者やＵＩターン者の定住促進と地元企業への就職による人材確保を目的としてお

り、地域の担い手確保や地域産業の伝統や技術の継承など、多くの期待が寄せられております。 

 なお、該当者には、本町での新生活を送るに当たっての一助となるよう、また、地元商店街

等の利用促進を図るため、現金と、それから、地元商店街で使用できる商品券による交付金を

支給しているところでございます。 

 本事業の評価といたしましては、この制度が呼び水となり、若者定住の促進に直結するまで

は至っておりませんが、交付者からは、コロナ禍で収入が減ってしまったため、生活資金に充

てることができて助かった、引っ越し等で多額のお金がかかったので助かるなどのお礼の言葉

をいただいており、一定の効果をもたらしているものと認識しております。 

 また、令和３年度からは、交付者からの意見等を反映させ、新生活における負担軽減を図る

ため、交付金を増額したところであります。 
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 次に、企業の人材育成につきましては、がんばる企業・人材育成事業を実施し、町内企業に

従事する方々の資格要件や技術向上、見識を高めるための研修会等に参加する費用の一部を助

成しているところでございます。 

 本事業の成果につきましては、本町においては慢性的な人手不足となっているため、企業の

人材育成を支援することにより、従業員の資格取得に関する意欲の向上、さらには企業におけ

る事業拡大に寄与することとし、さらなる雇用につながるものと考えております。 

 しかしながら、利用している企業が限られているなどの課題もありますので、今後は周知方

法等を見直すとともに、アンケート調査の結果を基に、企業のニーズに即した制度に見合う要

綱等の見直しを進めていきたいと考えております。 

 次に、環境保全型農業の取組に関する１点目、みどりの食料システム戦略に関する町長の考

えはとのおただしでございますが、みどりの食料システム戦略は、我が国の食料や農林水産業

の生産力向上と持続性の両立性を技術革新で実現するための新しい戦略として、令和３年５月

に策定され、さらに、環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動

の促進に関する法律、通称みどりの食料システムと言われているようですが、みどりの食料シ

ステム法、これが令和４年５月に公布、７月に施行されます。国では、この法律に基づき、９

月に基本方針を公表するという予定であるというふうに聞いております。 

 この戦略では、30年後の目指すべき姿として、農林水産業のＣＯ２ゼロエミッションの実現、

それから、化学農薬の使用量を50％低減する、化学肥料の使用量を30％低減する、それから、

耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％、それから、100万ヘクタールに拡大する

などを掲げているようでございます。 

 様々な産業でＳＤＧｓや環境への対応が重視される中、農林水産業においても的確に対応す

る必要があると認識しており、この中長期的な目指す姿と方向性を見据え、本町の農業者の状

況、また気候や立地などの特性を踏まえた上で、国や県の動向を注視しながら対応していきた

いと、このように考えております。 

 次に、２点目、南会津町における環境保全型農業直接支払交付金事業の現状及び今後の展開

はとのおただしでありますが、現在本町において、環境保全型直接支払交付金の交付を受けて

いる農業者等はいないというふうに認識しております。 

 この事業は、日本型直接支払制度の一つで、化学肥料や化学合成農薬の使用を県の定める使

用基準よりも５割以上低減する取組を行った上で、国や都道府県の定める地球温暖化防止や生

物多様性保全に効果の高い営農活動を実践した場合に、その追加的コストを支援するものであ
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ります。 

 対象者は、２名以上の対象活動を実践する農業者で構成される任意組織、または農業者個人

で、対象活動の取組面積が自身の耕作する農業集落のおおむね２分の１以上の割合を超えてい

る場合などとされております。さらに、販売を目的に生産を行っていることが要件とされてお

り、自給的農業者は対象になれないことなどから、現状では、対象となれる農業者は限定的で

あるのかなというふうに感じております。 

 今後の展開といたしましては、環境に配慮した取組に向けた機運を高めていくことが重要で

あると考えており、みどりの食料システム戦略と併せ、当制度の周知徹底をしながら、環境保

全型農業の推進を図ってまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁をいたさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 教育長。 

○星 英雄教育長 それでは、私からは、学校教育の多様化する課題の対応はについてお答え

いたします。 

 初めに、こども家庭庁に対する教育長の認識はとのおただしでありますが、議員も既にご存

じだと思いますが、こども家庭庁は子供の政策の中心を担うため、これまで厚生労働省や内閣

府にまたがっていた子供の関連部局を統合し、子供政策を一元化に進めるために設置される機

関であると伺っております。 

 こども家庭庁には、企画立案・総合調整部門、成育部門、支援部門の３つの部門が設置され

る予定で、成育部門では、幼稚園・保育所の教育や保育の内容の基準を文部科学省と共同で策

定予定であり、支援部門においては、虐待やいじめの対応、困難を抱える子供や家庭の支援、

ヤングケアラーの早期把握など、福祉部門の各機関と学校教育が連携して支援を行う部門であ

ると伺っております。 

 こども家庭庁は、法案が可決されたばかりでありますが、上記のように各部門がしっかりと

横のつながりを重視して子供の育成に取り組む国の方針には、大変期待しているところであり

ます。 

 次に、２点目、現在町内の教育現場において、人手不足で、課題のある児童の対応に先生が

苦慮していると保護者のほうからお聞きしましたが、教員及び支援員の現状はとのおただしで

ありますが、現在、福島県の令和４年度教員配置基準で定められた教員数は、計画どおり各学
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校に配置されており、授業での人手不足等による支障はないものと考えております。 

 また、支援員につきましては、現在各校の現状に応じて、計画どおり17名の特別教育支援員

を町内の該当する小・中学校に配置し、支援を必要とする児童・生徒の対応を行っております。

現在17名ですけれども、もう少し支援員を増やしてほしいという学校からの要望は伺っており

ます。 

 なお、１年生が含まれる複式学級の学習指導を目的とした学習支援員１名につきましては、

資格等の条件により適任者が見つからず、現在未配置となっております。 

 次に、３点目、今後、子供の減少に伴う複式学級や学校統合の問題が予想され、充実した教

育が遂行されるか不安視する声も聞かれます。教育長の考えはとのおただしでありますが、現

在、町の小学校４校に７学級、中学校１校に１学級、計８学級の複式学級があり、現在も児

童・生徒の減少に伴い、複式学級が増加することが予想されます。 

 複式学級の指導では、１人の教師が２つの学年を同時に指導することになります。そのため、

教師が一つの学年に関われる時間が減少し、授業の充実が心配されておりますが、反面、子供

たちは、教師から一方的に教えられるのではなく、自分たちで主体的に見通しを持って学習に

取り組む時間ができ、自ら学ぶ力が育つことが期待できます。本町の教育大綱の基本目標の１

番にも、自ら学ぶ人材の育成というのがありますので、その辺でも期待できるかなというふう

に考えております。 

 また、そのことは、学習指導要領で目指している生きる力を養うことができる絶好の機会で

もあるかと思いますので、地域や保護者の皆さんにも複式学級のよさを理解していただくよう、

努力していきたいと思います。 

 学校統合につきましては、現在のところ、具体的な計画はございませんが、少子化の波の中

で、今後そのような時期が来ることも想定されております。その際は、地域や保護者の皆さん

と共に、子供たちにとってよりよい教育環境について検討してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解願います。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 大変前向きな答弁をいただきましたんで、質問すると思っていたとこ

ろがちょっとずれた点もありますが、現在、出生した場合、子供が生まれた場合、町で10万円

の商品券を、年間ですね、その家庭に配布されるというふうに聞いております。 
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 ところが、回ってみますと、特に西部地区です。舘岩、伊南、南郷、商品券もらっても、ミ

ルクもおむつも売っているところないんだよねと。それで、えっと思ったんですよ。今、おむ

つやミルクって、どこで売っているか分かりますかと言われて、ドラッグチェーンやスーパー

でしかないんですよ、そこで町の商品券使えないんですよと、もうちょっとどうにかならない

かなというふうに相談されたこともあります。 

 実際にこれ、現金給付というのは無理なんでしょうかね、どうなんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 議員おただしの子育てすまいる支援事業かと思っております、10万円の商品券ということで、

おただしのとおり、使えるところが限られている、本当に使いたいものが大手チェーン店とか

ドラッグストアというのは、声としてはこちらも把握しているところです。ですが、当初の趣

旨どおり、やはり地域の商店にお金を落とすという趣旨の下、今取り組んでおりますので、町

民の声をいろいろ把握しながらも、見直すところは見直したいと思っておるんですが、今のと

ころは現状のまま進めていくという考えでおりますので、ご理解いただければと思います。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 今、健康福祉課長が言われた、地域の商店のためなのか。私は、子供

支援だったらば、子供支援の目的に合った支給の方法が必要だと思います。 

 関連して、ちょっと質問しますが、実は西部地区で、子供の用品、例えば歯ブラシ、文房具、

これ買おうとしたら、ないんですよ。靴さえもない。みんなここに来なくちゃならない、田島

に。ところが、田島で買おうとしても同じ状況が起きている。 

 そういう状況を踏まえて、やはり時代に合ったやり方って必要じゃないかなと私は考えます

が、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 議員が直接対象者から聞き取りしたというようなことで、お話を受けたいと

思います。 

 制度つくったから、そのままでいくということではなくて、やっぱり見直しが必要であれば、

見直しをするのはやぶさかでないと思います。私のほうでも少し調査をさせていただきたいと

思います。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 こういう子育て支援とか、そういうことをやるときに、私は、直接子
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育てしている人たちのところに行って、例えば健診とかいろいろありますよね、集まり。ぜひ

そういうところで聞いていただきたいんですよ。それで、実際困っているのは何って。 

 ある保護者のお母さん方は言いました。この役場の本庁の駐車場、子供を抱いて車のドアを

開けると出づらい、狭くて。もうちょっと余裕があれば、ベビーカーを降ろして、子供をそこ

に降ろせると、そういう取組だって子育て支援じゃないかということを言われました。 

 例えば、御蔵入交流館とか本庁にＡＴＭがあれば、ワンストップでそこでできると。わざわ

ざ金融機関に回って、どうのこうのってできなくて済むと。そういう、私の言っているのは総

合的な子育て支援。 

 先ほどもありました電線の地中化、いいことだと思います。町なかでベビーカーを押して歩

くには、なかなか厳しい。これ中心市街地に限定されてしまいますが、実はそういうことで、

建設課でできることって何だろう、環境水道課でできることって何だろうって。 

 今、高齢者に関しては、水道料の減免てなくなったのかな。ただ、一番水道を使う子育ての、

洗濯で一番使う子育ての世帯に対してのケアって、あってもいいかなと。現金給付だけが支援

だと私は思いません。 

 ぜひ、そういうトータル的な子供の支援をお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからお答え申し上げます。 

 私もこれまで役場の中、副町長という立場でおりましたが、今回町長選挙で、やっぱり地域

の声を聞いてみますと、またづてで聞く話とは全く違う、その裏にある重さだとか、困窮さだ

とか、そういったものを十分実感してきたと思います。 

 ですから、副町長になったときと町長になったときの受け止め方は全く違うというようなこ

とは、職員のほうにも話をしておりまして、今までそうだったからという考えはやめて、取り

あえず話を聞いて、できるできないにかかわらず、そこからスタートしましょうというような

ことを、過日の課長会議で皆さんにお伝えしたところでございます。 

 ですから、住民の方の意見として、そういったものがたくさん出ているということであれば、

今までの制度を見直して、より喜ばれる仕組みに変えていくのはやぶさかではないと、このよ

うに思っておりますので、議員の皆さんにも、何か情報ありましたらば、執行部のほうにいた

だきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 次に、②番に移りたいと思います。 
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 実は今、20代、30代までいかない若者の世帯の中で、ご夫婦の中でよく聞くのが、アパート

とか賃貸の物件の家賃が高いって。田島は家賃が高いんだよな、若松や郡山よりも高いんだぞ

と。何でかな、平均の手取りが、月収ですよ、20万円か、下手すれば20万円いかない若者もい

ます。その中で、家賃の金額いうと、ちょっと語弊があるから言いませんが、田島の家賃では

なかなか厳しいと。 

 住みやすさという観点からいうと、大変、南会津は住みやすいとこだ。住みたいというアン

ケートでは、県内で23位に入っています。ところが、所得に見合った生活の住居がなかなか手

に入らない。これ、何とかしてもらえないかという相談も受けます。 

 所得に見合った住宅の確保という点で、どうでしょうか、町長のお考えをお聞かせください。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 まず、民間賃貸の部分、ここの部分を、そういう意見があるから下げてくだ

さいという話は、行政でなかなかできないと思います。ですから、そういったところを踏まえ

て、行政が関わって、低廉の家賃で住まわれるような場所として、やはり町営住宅、公的住宅、

さらには、先ほど申し上げましたが空き家物件、そういったものにお住まいいただくというよ

うなところに誘導せざるを得ないのかなと、このように考えております。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 今、町長から、町営住宅という選択肢が提示されました。町営住宅、

例えば町外から来られた方が、すぐ町営住宅に住めますか、審査過程で。入れればいいんです

けれども、そうすれば収入に合った生活ができると思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 町営住宅につきましては、例えば親族があるですとか、あと所得要件ということで、その辺

をクリアしていただければ、町営住宅に入ることは可能でございます。実際、Ｉターンで入っ

ていただいた方もいらっしゃいますし、都会である程度の収入があったとしても、こちらに来

られて収入が減少するということになりますれば、現実的な収入の中で収入のほうを判断して

おりますので、入っていただくことは可能だというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 今の建設課長のお話だと、こちらに親族か何か、関係者がいないと入

れないというように受け取ってしまったんですけれども、そうなんですか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 
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○月田 啓建設課長 お答えします。 

 すみません、説明不足で、同居する親族ということで、お一人では入れないというのが基本

的なルールになっておりまして、例えばご夫婦であれば入ることが可能ということでございま

す。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 そうすると、妻帯者、ご夫婦、子供がいるとか、そういう方に限ると

いうことですよね。 

 そうすると、独身で南会津で生活したいという方に対しての、そういうケアというのはどう

なんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 町営住宅につきましては、ちょっと縛りがあるものですから、最近やっておりますのは、耐

用年数過ぎた住宅につきまして、一般単独住宅に条例から落としまして、入居者の制限ないよ

うな形で対応しているところでございます。直近でいいますと、令和３年には伊南団地、令和

２年３月には松戸原団地を町営の一般単独住宅として、単身の方でも入れるような状況にして、

受入れを可能としているところでございます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 ぜひそういうことを周知して、できるだけこちらに来たいという人の

相談窓口でも、各支所でも、そういうふうに相談できるようなふうに体制を整えていただきた

いと思います。 

 では、次に、環境保全型農業の取組について、何点か質問させていただきます。 

 まず、今まで該当者が、環境直接支払の該当者がいないということでしたが、現在、町で環

境保全型農業をやっている方の人数は把握していますか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 全体の数字は把握はしてございませんが、今現在、有機農業ということで、耕作をしている

面積につきましては、約0.9ヘクタールという形になってございます。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 
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○２番 馬場 浩議員 農家の数は把握しているかということなんです。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 農家の数字については、現在把握はしてございません。 

 有機ＪＡＳを取得している農家につきましては、今現在１名いると。さらに、もう一名を取

得予定というふうには聞いてございます。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 みどりの食料システム戦略、これ、国が今やろうとして、いろいろ政

策を練っています。だけど、やるのは自治体なんですね、これ。自治体で決まっちゃうんです。

そうすれば、今はまだ準備段階だからいいというふうに思っていますと、全国的な流れに私は

乗り遅れるような気がします。 

 こういうときだからこそ、今町の中で、こういうふうに取り組んでいるのは何人いるのか。

別に有機でなくたっていいんですよ。これ、炭素を土中化する、環境に配慮した農業をやる人

がどれだけいるのかということ、これがまず第一歩かなと私は感じるんですけれども、どうで

しょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 今、議員のほうからありました炭素を土中に進めるというのも、一つの有機農業といいます

か、環境保全型農業の取組の一つでございます。いろんな取組がございますので、これだけで

はございませんので、地力増進作物を作成するとか、そういういろんな取組がございますので、

その中で農家に対応した、適応した作業の方法、こういうのをこれから検討していくというこ

とでございます。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 分かりました。 

 それで、環境保全型農業直接支払、これを相談された方は町内にいらっしゃいますか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 環境保全型農業直接支払事業につきましては、昨年度、町のほうに協議をされた方はいらっ

しゃいます。１名でございます。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 
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○２番 馬場 浩議員 そうすると、相談を去年、申込みに来た方がいらっしゃる。そういう

人がいながら、これまだ、今年、受付８月まで延長されますよね、環境保全型直接農業交付金

は。だけど、今年はまだ、今年も対応しないと、その方々に対して対応しないということなん

でしょうかね。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 今回要望されている方につきましては、２月の時点で協議がありまして、その後、今現在ま

だ協議がございませんので、今後そういった協議があれば、事業が実施できるかどうか検討し

てまいりたいと思います。 

 議長、もう一点よろしいでしょうか。先ほど私、有機農業の人数でございましたが、今現在、

有機ＪＡＳを取り組んでいる方につきましては１名、さらには、有機ＪＡＳを取得する見込み

の方が１名と申し上げましたが、実際につきましては、有機ＪＡＳの取得の方は２名いるとい

うことで、訂正をしておわび申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 ぜひ、みどりの食料システム戦略とも関連してきますので、そういう

ふうに取り組んでいる方を、実は国がこういう環境に配慮した農業を支援しているんですよと

いうＰＲにもなるから、ぜひそういう制度を広げてくれと、私は先日、農政局の山本参事とい

う方にお会いしてお話聞いたときに、実はそういう話をされました。 

 ですので、これから、やはり有機農業に取り組むのはなかなか厳しいです。実際私、やって

いれば分かります。ですので、そういう支援するためにも、こういう制度を利用していただき

たいと私は思うんですけれども、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからお答え申し上げます。 

 過日、農林水産省の東北農政局、山本地方参事官（福島県担当）ですということで、ご挨拶

に来ていただきました。私が対応いたしました。 

 その中で、国のほうでもみどりの食料システム戦略というものを推し進めていきますので、

南会津町でも農家の方にＰＲいただいて、推進のためにご協力くださいというようなご依頼を

いただきました。国がＣＯ２削減を含めた取組ということで、これは地球規模の環境問題に農

林水産省として動き出すということですから、当然、可能な限り対応していくということだと

思います。 
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 それで、問題点はやっぱり、環境に配慮した農業をやって、生産活動して、なりわいとして

やっていけるのかというところが、実際の農家さんの一番判断に悩むところだと思いますので、

我々としては、やっぱり情報をリアルタイムで出して、ご相談を受けて、我々が分からないと

ころは東北農政局に相談をするなど、事業者の方に寄り添った農政をしていくというのが求め

られているというふうに思っております。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 確かにそうだと思います。やるはいいです。なりわいとして成り立つ

かどうか。そこの情報収集が一番大事だと思います。 

 そこで、一つ提案です。私からのアドバイスです。 

 同じ会津で、喜多方、坂下、有機農家がたくさんいます。その方は、なりわいとしてやって

います。ぜひそういう先進地を、農家の皆さんと一緒に勉強していただきたい、見に行ってい

ただきたい。そして、できれば県の環境保全課、東北農政局、そういう人たちも含めた、我々

議員も含めた、やはり勉強会をやっていただきたいんですよ。どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 やはり有機農業、環境保全型農業、こちらにつきましては、いろんな制度がございます。さ

らには、いろんな技術もございます。やはりかなり難しい部分もございます。そういったこと

を考えますと、やはり一度農家の皆様方に、こういったのがあるということをご周知をして、

やはり勉強会をするなり、説明会をするなり、ＪＡでいいますと各部会ごと、そういったよう

な説明会等を実施をすると。 

 さらには、この前、先ほど町長からもありましたが、農政局のほうの山本参事官がいらっし

ゃいまして、国のほうも積極的に説明会に来ていただけるというようなお話もお伺いしており

ますので、ぜひそういう形を進めていきたいなと思います。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 分かりました。 

 あと、３番目のこども家庭庁に関することですが、実は、これを紹介して、私の質問を終わ

らせたいと思います、前向きな答弁をいただきましたので。 

 明石市の市長が参議院の参考人招致で呼ばれまして、こういうことを言っているんですね。

財政的に皆さん、やっぱり厳しい、各自治体が。なかなか教育とか子育て支援にお金が回らな

いけれども、お金がないときこそ子供に金を使えばということを言っているんです。そして、
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明石市は全国平均を上回る出生数になっています。例えば、ミルクとかおむつは１歳児は無料

で配布しています。 

 こういう、全てまねしろとは言いません、財政が関係してきます。教育の面でもそうです。

支援員やそういうものは全部、町負担です。財政が全部かかってくると思います。だけども、

そういうときだからこそ、やはり子供に予算を使って、つけてもらいたいと私は切に思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○室井嘉吉議長 以上で、２番、馬場浩君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○室井嘉吉議長 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 上衣の着衣を願います。 

 本日はこれにて散会といたします。 

 明23日は午前10時から開議し、一般質問を行います。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ４時０５分 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○室井嘉吉議長 おはようございます。 

 携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードへの設定をお願い申し上げます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 執務中の軽装化の実施に伴い、上衣の脱衣を許します。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○室井嘉吉議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○室井嘉吉議長 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問に当たっては、質問の趣旨を簡潔明瞭にお願いいたします。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 大 桃 英 樹 議員 

○室井嘉吉議長 それでは、９番、大桃英樹君の登壇を許します。 

 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 皆さん、おはようございます。 

 登壇順序７、議席番号９、大桃英樹、これから一般質問を開始いたします。 

 質問事項は、町長の選挙公約について、この実現に向けてどのようなお考えか、伺いたいと

思っております。 

 まず１番目、子育て支援策として、ゼロ歳児から２歳児までの保育料負担軽減を掲げていら

っしゃいましたが、財政負担とその効果について伺います。 
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 ２点目、関係人口創出のために掲げていらっしゃいました山村留学など、都市と農山村の交

流促進、この具体的な施策について伺います。 

 ３点目、教育・文化の振興におきましては、新しい時代に対応した教育現場の充実と生涯学

習及びスポーツの振興とございました。この新しい時代に対応した教育この認識について伺い

ます。また、生涯学習・スポーツの振興についての現状認識と振興策についても伺いたいと思

います。 

 最後、４点目でございます。行財政計画について、町公共施設の適切な管理による財政負担

の軽減とございましたが、現在の財政状況に対する認識と観光施設の今後の在り方について伺

います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 おはようございます。 

 ９番、大桃英樹議員のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに、町長の選挙公約の実現はに関する１点目、子育て支援策として、ゼロ歳児から２歳

児までの保育料負担軽減を掲げているが、財政負担と効果はとのおただしでございますが、ま

ず、財政負担に関しましては、令和４年度当初予算では、公立、私立の保育所を合わせ、現年

度分保育料収入を1,769万1,000円を計上しているところでございます。これは、保育所への入

所児童の状況によって毎年変わってまいりますが、ゼロ歳児から無償化した場合、最大で

2,000万円弱の財政負担が発生するものと想定しております。 

 実施に当たっては、町全体の財政規模からどの程度の保育料負担軽減を進めていくかを検証

し、判断する考えでございますが、いずれにいたしましても、子育て世帯の経済的負担軽減を

図ることは、子供を産み育てやすい環境構築の第一歩であり、直近の少子化対策、さらには、

これからこのまちで子供を産み育てたいと思う若者の定住促進にもつながる重要な施策である

と考えております。 

 今後は、各種事業の見直しを進め、十分な効果が得られる予算を確保し、子育て支援対策を

強力に進めていきたいとこのように考えております。 

 次に、２点目、関係人口創出のために掲げている山村留学など、都市と農山村の交流促進の

具体的な施策についてのおただしでありますが、昨年度から５泊６日の短期山村留学を舘岩地

域で行っております。今年度は夏と冬の２回開催する計画で、回数を重ねることによって、通

年の山村留学の実施に向けた地域の受入れ態勢の構築や住民意識の醸成を図るとともに、本事

業に参加した子供たちが将来本町への関わりを持っていただくよう、取り組んでいきたいと考
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えております。 

 また、企業研修の誘致につきましては、令和２年度から実施しているチームビルディングツ

ーリズム事業がございます。この事業につきましては、単に企業研修を受け入れるだけではな

く、本事業に関わる町内の事業者が主体的に実施していくことを目標として、研修を実施する

町外企業と町内の事業所の関わりが深まり、新たな商品開発やプロジェクトを実施するなど、

本町の産業振興への効果も期待し、取り組んでいるところでございます。 

 さらに、合宿の誘致や台東区、さいたま市などの都市住民との交流では、本町を知っていた

だく機会を設け、南会津町にまた訪問したいと思っていただけるよう、交流を進めてまいりた

いと考えております。 

 今後もこれらの交流等を通して、将来的に本町へ関わっていただく関係人口につながるよう、

地域住民や関係団体と協働で取り組んでまいりたいとこのように考えております。 

 次に、３点目、新しい時代に対応した教育の認識はとのおただしでありますが、国が推進し

ておりますＧＩＧＡスクール構想等により、教育分野におけるＩＣＴ化が急速に進展し、教育

環境が大きく変化してきているものというふうに認識をしております。そのような時代にあっ

ても、本町教育の目指すものは、次世代の地域を担う人材の育成であり、自立した人間の育成

であることを踏まえつつ、ふるさと教育を推進するとともに、情報化教育においては、全ての

小中学校に通信ネットワーク機器を整備し、電子黒板やタブレット端末も導入するなど、情報

活用能力の育成に力を入れているところでございます。 

 特に、１人に１台配置されておりますタブレット端末は、学習の補助として学習意欲を高め

る点でも有意義な機器であると考えております。しかしながら、多忙な教育現場においては、

教職員だけで十分な対応ができない場合もありますので、ＧＩＧＡスクール運営支援センター

を設置し、ＩＣＴ機器の活用支援や校務などの支援を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、情報教育化を例に挙げましてお話し申し上げましたが、日々変化していく教育現場を

ハード、ソフトの両面からしっかり支え、次世代の地域を担う人材の育成及び自立した人間の

育成に努めていきたいとこのように考えております。 

 また、生涯学習・スポーツの振興についての現状認識と振興策はとのおただしでありますが、

生涯学習及びスポーツの両分野とも、少子高齢化や情報化社会の進展により、町民のライフス

タイルに変化が見られ、特に新型コロナウイルス感染症対策によって大きく様変わりしている

ものと認識しております。 

 生涯学習の振興では、拠点となっている御蔵入交流館の大規模改修を進め、文化ホールや公
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民館機能、さらには図書館の効率的な利活用に努めるとともに、文化ホールを活用した各種芸

術文化の鑑賞事業、さらには、子供歌舞伎等の地元に伝わる伝統芸能の伝承にも継続して支援

を行ってまいりたいとこのように考えております。 

 また、４地域ごとに開催されております各種公民館講座や文化祭につきましても、関係する

方々の意向やニーズを把握し、より多くの方が参加できるよう、必要に応じて事業内容や運営

方法を見直していきたいとこのように考えております。 

 一方、スポーツの振興についてでありますが、コロナ禍の中で思うような活動ができない状

況が続いており、各種大会開催を見送る状況が続いているとこのように認識しております。ス

ポーツ活動は町民の健康づくりや生きがいづくりにも大きく貢献しておりますので、体育協会

等との連携を図り、各種スポーツ大会やスポーツ教室を継続して開催できるよう取組を進め、

引き続き町民のスポーツ活動を支援するとともに、老朽化している施設の整備についても検討

してまいりたいとこのように考えております。 

 生涯学習・スポーツの分野とも、コロナ禍の時代にあって、今後とも感染症に配慮した事業

や大会の運営が求められていくものと想定されますので、この点にも十分注意して取組を進め、

一人一人の個性や能力が十分発揮できるよう、活動の場を提供していきたいとこのように考え

ております。 

 次に、４点目、行財政改革について、町公共施設の適正な管理による財政負担の軽減とあり

ますが、現在の財政状況に対する認識と観光施設の今後の在り方はというおただしでございま

すが、普通交付税をはじめとした依存財源への割合が高い本町においては、自主財源の確保は

もとより、事務事業の見直しや経常経費のさらなる抑制を進めていかなければならないという

ふうに思っております。 

 観光施設に限らず、町が保有する公共施設は、老朽化等により修繕を必要とする施設や設備

が多く、そうした維持管理経費の増加が行政運営の負担となることも危惧されておりますので、

施設が果たしている機能や役割を踏まえつつ、今後の人口減少や施設の利用需要等を考慮しな

がら、公共施設の適切な配置を実現していく必要があるものと考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁をいたさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 それでは、子育て支援から１点ずつ再質問させていただきたいと思い
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ます。 

 先ほど町長答弁では、ゼロ歳児から２歳児の保育料負担につきましては、毎年これから

2,000万円弱ぐらいの予算が見込まれるんではないかということです。皆さん、ご承知のとお

り、３歳から５歳につきましては、国の支援もございまして無償化されております。また、南

会津町においては、補食というか、おかずの部分であるとか、そういった部分についても支援

されているということ、現状認識としましては、子育て支援、昨日も一般質問の中で議論にな

りましたが、総合的な取組が必要であろうというようなところです。しかしながら、そういっ

たものが自治体間で競争になってどうなのかという視点もございます。しかしながら一つ一つ

をしっかり精査していきながら、今、町に必要なものを我々としては提案していきたいなと思

っています。 

 子育て支援を見ていきますと、やはりですね、まずは出産に関するところですね。これにつ

いては、子育てスマイル支援事業におきまして支援されております。１人お子様が生まれるに

つき10万円の商品券ということです。そして保育料の無償化、そして、今度は全体的な相談体

制の確立ということで、包括支援センターえがおというものを町では運営されております。こ

れについても画期的な取組で、これは世代に限らずいろんな相談体制ということで、非常に忙

しい部分だと思っております。さらに学童保育、そして、大きくなるにつれ、例えば高校から

大学にいくと、町では奨学金の貸付などを行いながら、子育てを支援しているというような形

かと思います。 

 一方、出生数が増えない、去年は49ということで、非常に少なくなってしまっている状況を

考えると、その手前のところもやらなくてはならないのではないかというようなことで、婚姻

支援につきましては、新生活支援事業ということで、婚姻されたご夫婦がアパートを借りたり、

新居を構えるために必要な経費についてこれについて補助されているというようなことがあろ

うかと思います。 

 もちろん子育て支援についてなんですけれども、その手前のところが私は重要ではないかな

と思っております。つきましては、それについてもお聞きしたいと思っています。今ほど紹介

させていただきました結婚新生活支援事業、昨日、出生数が49だったということでございまし

たが、例えば、婚姻数につきましては、直近のですね、どれぐらいあって、この事業を活用さ

れている方どれぐらい実績があったのか、伺います。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 大変申し訳ありません。ただいま資料を持ち合わせておりませんの
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で…… 

○室井嘉吉議長 大桃議員、大丈夫ですか。 

○９番 大桃英樹議員 大丈夫です。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 子育て支援て総合的だという機能議論もありますので、ぜひアンテナ

をしっかり張っていただきたいなという思いでおります。 

 そんな中で、幼児期に対する保育料の減免とか、無償化というのは非常に効果はあるんだろ

うと思いますが、一方で、我々世代でもそうなんですけれども、子育てで一番お金がかかるの

はどこかというと、学費だと思うんですね。それに対応する事業としましては、奨学金の貸付

ということがあるんですけれども、つまり幼少期のところばかりずっと見て、ここを何とかす

れば、婚姻数が増えるんじゃないか、出生数が増えるんじゃないかなという発想で事業に取り

組まれている部分が多いかと思うんですけれども、例えば小学生、中学生、高校生になるにつ

れて、非常にお金がかかってくるということに対して、やはり今の若い人は敏感なんだと思い

ます。また、自分の人生を考えたときに、子供がたくさんいることによって生活が苦しくなっ

てしまうのではないか、また、年金制度等も今不安定な時期にありますので、そういったとこ

ろを不安視されているのではないかなというふうに思っています。 

 町長におかれましては、子育て支援を拡充していくんだというような話がありました。選挙

期間を通じて、住民の声を聞かれて随分意識が変わったというお話も昨日ございました。例え

ば、中学生、高校生、大学生、これも子育てだと思います。ここまで含めて子育て支援につい

て何かお考えあるのか、また、住民の声お聞きになった部分で、ここについては考えなくては

ならないんだ、町でやるべきところはここなんじゃないかと思われていることがありましたら、

お知らせいただければと思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 お答え申し上げます。 

 非常に大切なご質問だというふうに感じております。まず、出生児が減っているというショ

ッキングな数字でございました、50を切ったというのは。それで、私も各集落訪問させていた

だき、住民の方の声を聞かせていただきましたが、まず言われたのは、今の若い人たち、結婚

しないよね、これを何とか結婚に導いて子供を増やしていかないと、町の将来ってどうなるん

ですかというふうな声は、それぞれの地域から非常に大きな声として私のほうに届いたという

ことでございます。 
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 それで、私としては、行政でどこまで踏み込むのかは難しいんですが、結婚支援を取り組ん

でいきたいとこのようにまずもって考えているところでございます。その手順としては、今縁

結びアドバイザーという形で関わっていらっしゃる方、それから、出会いのイベントに関わっ

ている方、そういった方たちと膝詰めでお話をしながら、今の現状がどうなのか、しっかり話

をして、しかるべき町が進む対策を取るべき方法を考えたいと思います。 

 それで、私的には、昭和の時代、我々が生まれ育った時期には、親から、おまえは長男だか

ら、跡取りだから残れよというような話をされてきました。しかし、今はどうでしょうか、そ

ういうふうな声よりも、自由に生きたらという親御さんも多いのではないでしょうか。その辺

の状況の変化、さらには、みんなで活動しながら出会いの場があったと。一方、今の若い人た

ちの育った環境を見れば、電子機器の活用が増えて一人で過ごす時間が非常に増えているとい

うことも、その出会いの機会が少ない場面かもしれません。 

 さらに、職場だったり、親戚だったりが非常に心配をしながら結婚相手を探してくれた。今

はそういった動きに対して、若い人たちはよしとしない環境もございますし、それが職場で言

えば、モラハラだったり、パワハラだったり、セクハラだったり、そういうようなことで発言

があるという時代の変化がまずあるということを押さえなくてはいけないと思っています。 

 それらを踏まえますと、やはり今の若い人たちがどういう心境でいるのか、ですから、独身

で過ごすという選択肢も当然それは認めなくてはいけない。ただ、このまま年を重ねて、老後

一人で大丈夫ですか、不安はないですかという問いかけをしながら、結婚への誘導を促してい

くという仕組みを私はつくっていくべきかなと思います。 

 そのためには、嫌がられるかもしれませんが、おせっかいを焼いて、出会いの場をつくって

あげたり、それから相談体制を整えたり、そこの部分は必要ではないかと思っております。 

 一方、若い人たちからすれば、人口減少は自分たちに責任があるかのごとく言われることに

ついてはよしとしないと思うんです。ですから、時代の変化を認めつつ、どういうふうな対策

を講じていくか必要であるというふうに、結婚問題については感じております。 

 それから、子育ての関係で言われたのは、保育所は３歳児になると無償化になります。ゼロ

から２歳が有償化ということで、３歳になると無償化ということが逆にゼロから２までの間の

保育料の負担が子育て世帯については重荷になっているんですよというような話を数名の方か

らいただきました。今回、負担軽減というところに私はとどめたところでございますが、その

必要とする経費、どのぐらいなのか、それが町財政に及ぼす影響がどうなのか、その辺を見極

めないと、今現時点で確たる内容をお示しすることはできないと思いますが、今後、来年当初
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予算編成に向けて、ここについては一定の方向を出していきたいとこのように思っております。 

 それから、小学校、中学校、高校、大学というところの養育費というか、学費の問題、これ

は非常に大きな問題があると思います。特に高校より上の専門学校、大学への進学という部分

は、親御さんにとって子供の数を考えてしまう重要な課題だと思っております。これは町だけ

では対応できない、国としてどう考えるのかというふうな問題にも及ぶと思いますので、そこ

の問題があるというところは認識しておりますが、まだこの時点で、南会津町としてどう策を

講じていくべきかというところまでの考えには至ってございません。 

 以上、そのような考えでおります。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 先ほどの婚姻届に関しての数でございますが、資料ございましたの

で、ちょっとタイムラグはありますが、答弁させていただきます。 

 統計上、直近のデータが令和２年分なんですが、婚姻届は戸籍の届けになりますので、それ

ぞれ種類が違います。本人が本町に戸籍を置いて届出を出したのが27件ございます。さらに、

住所を置いて、本町に戸籍がない方の届出が５件ございます。さらに、本町には戸籍があるん

だけれども、ほかの自治体に住んでいる方の届出が135件ございます。そうしますと、合計で

167件が令和２年分ということになります。 

 ただ、傾向を見ますと、総数ですが、令和元年ですと245件だったんですね。その前の平成

30年が206、平成29年が217、平成28年が232ということで、徐々に届出も減っていると。ただ、

令和元年はちょっとイレギュラーな件、どういう社会情勢の変化があったか定かではございま

せんが想定できませんが、そのような状況となっております。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 本当に町長、選挙中の町民の皆さんのお声をお聞かせいただきまして、

ありがとうございます。やはりそういったところ、町民の心配は当然かと思います。そんな中

で、町長おっしゃったように、国の役割、県の役割、そして町がすべきことを見定めていく必

要があると思います。 

 私は以前の一般質問でも、給食費については無償化していくべきだと思っています。今回一

部補助ということにはなっておりますけれども、町の責任として、子供を育てるという観点か

らしますと、しっかり食の面倒まで見てあげることが子育て支援につながると思っています。

これは少し脱線してしまいましたが。 

 そして、今ほど住民課長から婚姻数の届けの数がありました。こういった数もなかなか公に
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ならないところで、我々もなかなか知る機会がないんですけれども、このように町内にいらっ

しゃる方で27件、町外の方、戸籍を持っていらっしゃる方が５件で、町外に住んでいらっしゃ

って戸籍がこっちにある方が135件ということで、こういう割合だということ、当然ですよね。

学生になったり、就職で町外に出てしまう機会が多いということですので、そういった数字に

なるのかなと思いますが、やはり婚姻数も減っているということを確認できました。 

 そんな中で、若者定住応援プログラムというのがございますけれども、これも少子化対策の

一部に入ってくるのかなと思います。しかしながら、総合振興計画で見ますと、南会津高校、

そして、田島高校の出身の人たちで町内に就職された方の累計というような形になっておりま

すが、このような統計の取り方、今後も続けていくのかなという一つ疑問がありましたので、

この点についても伺いたいと思います。 

 例えば、南会津高校、田島高校以外にも高校はあって、町内に戻ってくる子供の数というの

はあると思うんですけれども、そういったところは把握されているんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 振興計画に載っている部分だと思いますので、私のほうからお答えさせていただきたいと思

います。 

 今現在新たな第３次振興計画策定中でありますが、数値目標を設定する中で、それがいいの

か、また、別な捉え方があるのかどうかということも踏まえながら、協議して、新しい振興計

画に盛り込んでいきたいというふうに考えておりますので、現段階で、今ある振興計画の中の

目標値を町内の高校以外の高校生も対象にするかというところまでは検討していないというこ

とでございますので、ご理解願います。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 了解しました。 

 先ほど町長から、婚姻の率を高めたいというふうな趣旨のお話がありました。総数が変わら

ない中で、婚姻の数を増やしていくということ、私は一方で、総数を増やしていくということ

に一生懸命やるべきではないかなと思っています。この後、交流人口、そして、関係人口をど

うやってつくっていくかという議論にもなっていきますが、非常に密接に関わってくると思い

ます。 

 人の流れがあることによって、南会津に来ていただいて、いいと思ってもらって、定住して

いただくという流れをさらにつくっていくこと、私はやはり個人の自由というのは尊重される
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べきだと思いますので、余り婚姻のところでそのような雰囲気をつくってしまうと、田舎の過

去の出ていった先輩方のお話を聞くと、そういった雰囲気が嫌だというようなお声もあります

ので、個人の自由というのは担保した上で、町がすべきことというのは、それよりも町に人が

来る流れをつくっていくことではないかなということを申し述べて、子育て支援については終

わりたいと思います。 

 続きまして、関係人口の創出ですけれども、先ほど山村留学のお話もありました。また、チ

ームビルディングツーリズムについてもありました。これは長期視点に立った上で取り組んで

いくべきかなと思いますが、そんな中で、若者会議数年前にやられた際に、関係人口創出とい

うことで、７点の提案をされております。 

 中心市街地の活性化、そして、ビアガーデン、ノー残業デー、スキー場の活用、サーモン回

帰の機運醸成、プラットフォーム構築、そして、会津山村道場の活用という７点でございまし

た。これがホームページ上にも関係人口の創出という分野におきまして掲載されております。

そんな中で、やはり若い人たちが提案したことに対してどう取り組むかというのは、非常に注

目されるところかと思いますので、このことについて伺います。 

 中心市街地活性化につきましては、商工観光課で取り組んでいらっしゃる、また、スキー場

の活用についても一生懸命やっていらっしゃるということは分かりますが、それ以外の提案に

つきまして、執行部の中ではどのように取り組んでいくのか、取り組む方向性、検討している

のかどうか、伺いたいと思います。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 今ほど若者会議というようなお話がありましたが、その若者会議の中で、今ほど議員がおっ

しゃられた提案というものはいただいたので、一定の成果として若者会議は一区切り、いうこ

とで終了させていただきました。その後、今現在元気の出る地域づくり支援事業ということで、

若者枠を設けまして、地域の若者が自主的に提案して、企画して、実行していくというような

事業に対して支援していこうというような事業を現在取り組んでいるところでございます。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 その成果はいかがですか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 現在２つの団体から申請をいただいているところでございます。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 
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○９番 大桃英樹議員 ２件の取組があるということで、まだ成果には至っていないというこ

とでよろしいですね。分かりました。 

 やはり若者会議は私ずっと注目していました。これだけの提案をしてくださったことに評価

すべきですし、行政としてその提案に対してどう取り組むのかというのは、非常に大事な視点

だと思っています。そんな中で、会津山村道場の活用というのは、昨日も一般質問中にもあり

ました。町民の視点と行政の視点がちょっとずれているのではないかということです。例えば、

ノー残業デーの条例化というようなことで、条例化までいかなくても、ノー残業デーを設ける

というふうな取組とか、町内でそういった取組を機運醸成していくということは可能かと思い

ますけれども、これについての考え方はいかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 若者会議の提案の中身まで、私詳しくは今、把握しておりませんが、ノー残

業デーをつくることによって、若者たちが活動の時間が増える。例えば、夜飲みに行く機会が

増えるというために、ノー残業デーをつくって町全体としてそういった動きを進めてはどうか

という内容だったかと私は理解しております。 

 一つの考えとしては非常に有効な考えであるというふうに思いますので、今現在町役場とし

ても、それから企業に対する、事業所に対する取組について、この部分はさほど動いていない

のかなという認識でございますが、若い人たちの思いというのはしっかり受け止めて進める必

要がある分野かなというふうに感じているところです。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 先ほどの婚姻の考え方についてもそうなんですけれども、若い人たち

が見ている部分と行政で受け止めている感じ方というのが若干違うのではないかなと。ここに

私は、田舎の苦しみみたいな、田舎で生きることの大変さ、困難さがあるのではないかなと思

っています。逆に言えば、それがよさにつながることもございますが、一方で、こういった情

報化社会になりますと、そういったところに目がいく若者視点について、どのように捉えてい

くかというのは、検討を重ねていく必要があると思います。町長、いかが思いますか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 議員おっしゃるとおり、若い人たちの意向をしっかり把握をして、町ででき

ること、それから民間ができること、若い人たち自らできること、そういったものを取捨選択

して進める必要があるという認識でおります。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 
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○９番 大桃英樹議員 町長は選挙中、世代交代ということをおっしゃっていました。私はや

はり時代を見ることは非常に必要だと思っております。私議員になって11年たちましたが、こ

の11年というのは、東日本大震災があって、それから、幾多の豪雨災害であったり、台風の災

害があったり、こういったコロナのことがあった。非常に内向きになっているなという気がし

ています。実際に郡内の首長につきましても、全て役場職員経験者、民間の活力ってどこにい

ったんだろうなというふうに感じます。確かに信頼というのは大事だと思いますが、チャレン

ジが大事なのではないか。トライすることにやはり未来を感じる、それが若者だと思います。

しかしながら、やはり内政に目がいってしまうことによって、補助金の枠が非常に増えている。

子育て支援もそうです。当然必要なものにはやらなくてはならないということはありますが、

一方で、そこにばかりいってしまうと、関係人口の創出ってできないのではないかなというふ

うに思っています。 

 関係人口と交流人口は違う。交流人口は観光であって一過性の人たち、関係人口というのは

かつてここで生まれた方々をどうしていくかということ、また、かつてここに職場で滞在され

たことがある方、そういった人たちをどうやって、ずっと親戚関係のような関係をつくってい

くかということだと思います。 

 その際に必要なのは、どういう地域を目指すかという視点だと思います。つまり南会津町を

どのような地域にしていくのか、交流人口を増やすため、関係人口を創出するため、先ほど町

長からは、山村留学であったり、チームビルディングツーリズムという事業の説明はありまし

たが、どういう地域を目指すのか、この点について町長のお考えを伺いたいと思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 お答え申し上げます。 

 まず、我々大人が南会津町がいいところだというような思いを持っていないと、自分たちの

子供や孫にそういうお話はしないですよね。地元に愛着があって初めて、一度この町を離れて

もまた戻ってくる。さらには老後戻ってくるというようなふるさと意識というのは非常に重要

だと思っています。そういう意味で、子供たちに対する教育のふるさとづくり、ふるさと意識

の醸成というのが非常に大切だと思っております。 

 町は四季の移り変わりが非常にしっかりしていて、私はここの町が住んでいて非常に大好き

です。そういった思いを町民の方に持っていただいて、自分たちの町をしっかりＰＲできる、

そういった仕組みをつくっていく必要があるだろうと思います。 

 例えば今進めようとしている山村留学についても、都会で育った子供たちをこの自然豊かな
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中で伸び伸びと育てたいという親御さんが都市の住民の方にいらっしゃいます。ですから、一

つのアピールポイントになる。それから、企業研修においても、単なる研修の場だけではなく

て、その地域に入って課題をみんなで検討して提案していくというようなプレゼンテーション

型の事業も出てきておりますので、そこに南会津町としては一歩踏み込んで今やっているとい

うことでございます。やはりこの地域、自然との共生という部分が非常に重要な部分でござい

ますので、観光面も含めてやはりこの地域のよさを売り出して、地域づくりにしていくと、そ

こから関係人口、さらには定住人口の増加につなげていくというのが町の目指すべき方向性で

はないかなと感じているところです。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 町長の認識について述べていただきました。ありがとうございます。 

 関係人口の創出につきましては、視点が大事だと思っていまして、やっぱり町の良さをこの

十数年、ふるさと回帰の意識が非常に強くて、これは非常にいいことなんだろうと思うんです。

我々が忘れそうな視点ではありました。しかしながら、そこにばかりいってしまうと危険では

ないかなと思っています。つまり私としては、都会らしさ、南会津がどういう地域かというこ

とをよく見ると、やはり田島地域と西部である舘岩、伊南、南郷地域、明らかに違います。人

の流れも違いますし、文化面でも違う部分が多いと思っています。そのよさをどうやったら生

かしていけるのかなと。今の進め方だと、一つに向かっていきましょうという考え方が多いで

すけれども、我々のような広域合併の場合は、もう少し多層的にやっていったほうがいいんじ

ゃないかなと思っています。 

 例えば、昭和村の取組であれば、文化面、古くあるものをどうやってつないでいくかという

考え方、これでやっています。じゃあ我々の中でそれはないのかというと、確実にあると思い

ます。南郷地域でもそういった取組があります。なので、その地域ごとにビジョンを立ててい

くことが私は必要ではないかなと思っています。田島地域であれば、都市計画もあるように、

どうやって発展させていくか、若い人たちのニーズに応えられるような住まいづくりであった

り、中心市街地活性化をやっていくかということも必要だと思います。 

 したがいまして、地域づくりといったときに、やはりそれぞれのビジョンが必要かと思いま

す。昨日から町長のお話を伺うと、町民の話を伺うんだと、町民の声が一番だというような視

点がありますが、私は一方で、トップダウンの関係も必要だと思っています。つまりビジョン

を示した上で、これを土台にしてみんなで考えましょうという考え方が必要だと思います。そ

うでないとなかなか進まない。 
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 したがいまして、ぜひ町長にはそういった地域のビジョン、例えば南会津どういうところを

目指していくんだと。南郷地域であれば、こういうところを目指していきましょう、こういう

地域づくりをやっていきましょうと、そういったことを住民の皆さんにお伝えする機会が必要

ではないかなと思いますし、そのような町長の姿勢が必要かと思いますが、どのようにお感じ

になるでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 お答え申し上げます。 

 いま議員言われたことは、基本的に私も同じ考えであります。しかし、住民の声、これは非

常に大切な部分だというふうに私は思っておりまして、トップダウンである物事を決めるにし

ても、しっかり裏づけをとっていかないとうまく進まないというふうに思いますので、やはり

その地域にある素材なり、魅力なりを生かしていくという視点において、地域の方と話をしな

がらまとめていく必要があると思っております。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 今のお話ですと、広聴事業をどうやっていくかという話だと思います。

確かに町長、住民の声を聞くことは大事ですが、住民全ての声を聞くことは不可能です。そん

な中で、どのような組織づくり、体制づくりをしていくかというのは非常に大事だと思います。

南会津町は田島に本庁があって、各総合支所があるという組織体制。そんな中で町長は一人な

わけです、そんな中で、住民の声ってどうやってお聞きになるおつもりでしょうか。広聴事業

について、今後の方針について伺いたいと思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 広聴事業、いろいろ考えられます。情報発信の仕方、住民の方からは、町の

情報が余り上手に伝わっていないというふうなご指摘もございますし、それは広報紙であった

り、ホームページであったりだと思います。それから、それぞれの地域にある地域協議会、そ

ういった方々からのご意見、または各行政区長からのご意見、そういったものもある地域の声

として受け止めていく必要があるというふうに思っております。それ以外にタウンミーティン

グ的なやり方をして住民の声を拾うという方法もあるんですが、反面、そういった機会を設け

ても、なかなかおいでいただけないという今までの経験もありますので、今後住民の声をどう

いうふうにより一層拾い上げていくのかは、今後の課題だというふうに私は認識しています。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 確かにタウンミーティング、過去やったものに対して実績が少なかっ
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た。これは結果の一つではありますが、私はドアはずっとノックし続けなければドアは開かな

いと思うんです。この住民と行政の関係を変えていかないと、おんぶにだっこになってしまい

ますよ。私は職員時代、リーダーシップの強い町長の下で仕事もしたこともありました。その

後、議員になって、震災からずっと、先ほどのような時代認識の中で、内政にいそしむという

か、一生懸命もう一回復興の流れをつくっていくんだという流れも経験しました。そこで感じ

ることは、町で掲げている協働のまちづくりというのを真剣に取り組むべきだと思います。人

ごとにするんではなくて、自分ごとに考えてもらうまでノックし続ける、問い続ける、そうい

った姿勢がなければ絶対に返ってこないですし、いつまでも住民お一人お一人の声を聞きます

という姿勢からは脱却できない、前に進むことができないと思っています。 

 南会津町は南会津郡の中心でもあるんです。もう少し広域的に考える必要ないでしょうか。

桧枝岐の尾瀬であったり、只見のユネスコエコパークであったり、南会津町だってすばらしい、

大内宿が下郷町にある。たくさんの人が来ているけれども、ここを循環するような流れという

のは一向にできない。それぞれの町村で競争している。しかし、町長、南会津町は郡の中心だ

と私は思います。ぜひ町長には、新しい世代の担い手としてそういった流れをつくっていただ

きたい。郡内の連携、これも必要だと思います。 

 したがいまして、そういったビジョンを示して、そして住民の皆さんに何ができるかを問う

て、その機会は、来ないからやめるではなくて、来られるような環境をつくっていくのが我々

の責務だと思いますので、ぜひそこについてのお考えを伺います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 お答え申し上げます。 

 広域連携は重要な視点だと思います。今回只見線の開通に向けて県は非常に力を入れており

ますが、そのときに振興局長さんともお話ししましたが、会津線、野岩線を含めた周遊的な取

組、さらには、国道289号の八十里の開通に向けて、三条市と新潟県の交流の準備も進めてお

りますので、南会津という地域としてどういう魅力を発信できるのか、誘客ができるのか、来

ていただけるのか、その取組というのは非常に重要だと私は認識しております。 

 例えば、只見川の電源流域の組織もございます。そういった場面で、母体としては検討する

場がありますので、さらに広域連携でこの地域を訪れていただくような仕組みをつくっていく、

そういったものを提案していきたいと思います。この地方を訪れる方は、南会津町だけピンポ

イントで来るわけではございません。このエリアを見て、ここはいい、ここを見てみたいねと

いう形で訪れるものですから、周遊的な魅力を複数つくり上げて、来訪者を増やすというのが
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非常に重要な視点だというふうに考えています。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 町長からそのようなお言葉がありましたので、ぜひそういった機会に

郡内に呼びかける、そしてまた、町民に対しても、こういった地域を目指すんだというビジョ

ンを示していただきながら、問いかけ続けていただきたいなと思います。 

 少し話がずれた感がありますが、次に、教育と文化の振興について伺いたいと思います。 

 先ほど新しい時代、どのような認識かということで、ＧＩＧＡスクール構想をはじめ、情報

機器の発達という部分でありました。これについては今までもやってきておりますし、継続と

いうことで理解いたしました。 

 生涯学習・スポーツの振興について伺いたいと思います。 

 今福島県内、スポーツ離れが非常に加速していると思います。私が代表を務めるスポーツ組

織の中の福島県の枠があるんですけれども、例えば野球でいうと、非常に減っています。例え

ば宮城県、山形県はチーム数が増える状況があります。また、部活からの移行ということで、

これは中学の硬式野球の部分でございました。ここについては、部活からの移管ということで、

クラブチームに移行していて、チーム数が増えたり、人数が増えているという部分があるんで

すけれども、福島県内のチームにおいては、１桁、新しく入る郡山であっても、福島であって

も、いわきであっても１桁というような状況です。これを代表者同士で話すんですが、やはり

震災の影響だ、原発の影響だろうというふうに見ています。 

 また、田島中の私、保護者でもありますので、今の部活の状況を見ると、やはり変化してい

ます。野球部20人、卓球部27人、剣道部６人、柔道部７人、ソフトボール部８人、バレーボー

ル部11人、バスケットボール部20人、バドミントン部64人、吹奏楽部11人、総合文化部21人、

このような変化を町としてはどのように考えられますか。 

○室井嘉吉議長 教育長。 

○星 英雄教育長 それでは、私のほうからお答えしたいと思います。 

 確かに今の部活動の子供は、数がありましたけれども、子供の減少に伴って、まず部活動が

なかなか成立しなくなっているなという心配はしております。ある程度の子供の数があれば、

ある程度の部活動の格好はできるかなというふうに思っています。 

 また、各部の構成の人数も非常に減っているなと。南会津の場合は本当に少ない部でやって

いる学校もありまして、人数が少ないところは他の学校と合同チームをつくって頑張っている

ところもあります。そのような中で、やりたいスポーツをしていくためには、ある程度の人数
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の確保が必要かなというふうに思いますので、いま国のほうでも中学校の部活動、運動部です

けれども、地域移行ということで、地域の複数の学校の子供たちが集まってチームをつくって

活動しましょうという流れになりつつあるのかなというふうに考えています。そのように、自

分のやりたいスポーツをある程度できる環境をつくってあげるということも大事なので、地域

移行については真剣に考えていきたいなというふうに思っていますので、ご理解願いたいと思

います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 私が危惧するのは、子供たちのスポーツ離れというところです。ここ

に絞って考えたいと思うんですけれども、震災があって、原発の話があったときに、お母さん

方が心配して、インドアという部分が多かったと思います。間違いなくあったはずです。幼少

期の体験が生涯響くということはよくある話です。そんな中で、バドミントン部が64人になっ

ているということは、そういった傾向があるのではないかなというふうに私は思っていますが、

町としてスポーツ離れ、少子化だけではなくて、そもそもスポーツをやらない子が多い。中学

校へ入って部活へ入らなくてはならないので、一番入りやすいものというところでバドミント

ン部に入っているのではないかなというふうに思います。これは恐らくほかの中学校でも同じ

ではないかなと思います。 

 したがいまして、町として生涯学習の観点から、スポーツ離れというのをどう考えていらっ

しゃるのか、伺いたいと思います。 

○室井嘉吉議長 教育長。 

○星 英雄教育長 それでは、お答えいたします。 

 スポーツをする目的、これは何でしょうか。どうしてもスポーツをしなければ、人間として

は駄目なのかという観点からお話ししたいと思うんですけれども、スポーツというのは多分精

神を鍛えるとか、体を鍛えるとか、例えば集団であれば、仲間意識を育てる、そういう目的を

持ってスポーツはあるのかなと。簡単にいいますと、そういう目的が他のもので解決できるん

だったら、ひょっとしたらスポーツを選択しない方も出てくるかなと。 

 例えば自分で体を鍛えて、十分体を鍛えているから特にスポーツをやらなくても日頃の生活

の中で十分体は丈夫ですよ。では、仲間意識をつくる、いや、スポーツをやらなくても友達は

いっぱいいますよ。あとは忍耐とか、そういう体力を考えると、やはりそれもできますという

ふうに、ひょっとしたら、そういうふうに個人個人がスポーツに対する目的を他のもので解決
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できるので、私はスポーツをやらなくても、スポーツという表現はあれなんですけれども、集

団で集まって運動しなくてもいいですよというような考えになっている場合もあるかなと私は

思うんです。 

 ただ、やはり今スポーツの目的、魅力というのは、これは大切にしなければいけないと思う

んです。今言った体を鍛える、仲間意識を育てる、耐えるとか、そういう気持ちを育成すると

いうか、そういうものにおいては、ある程度個人であれ、集団であれ、集まって運動をすると

いうことは非常に大事なことかなというふうに思っています。 

 日本のスポーツと外国のスポーツをよく比較してやられますけれども、スポーツに対する意

識というのも少し違うかなと思うんです。日本はスポーツは、さっき言ったように、いろいろ

な目的を持ってきちっとやるというか、体さえ動かしていればいいんだと思うことも、スポー

ツという人もいるかもしれませんが、一定のルールにおいてきちっと体を鍛えるというのもス

ポーツという認識を外国の方は持っているので、やるときにはしっかりとユニフォームに着替

えて運動すると、そういう考えを持っていると。ですから、そういうふうな意識を育てるとい

う意味では、スポーツという言葉で運動を推進していくのは大事なことだなというふうに思い

ます。 

 ちょっと支離滅裂な答えになってしまったんですけれども、そのように考えておりますので、

ご理解願いたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 私は、何でもそうだと思いますけれども、やはり楽しむということが

一番だと思います。楽しむことから子供たちが心から楽しんで一生懸命やることによって、い

ろいろなものが複層的に上昇してくる、地域の人たちとの関係も出てくる、そういったことで

人間の成熟というのはあるんだと思います。私は、だからスポーツの推進ということが町長の

公約に掲げられてありましたので、どのように推進されるのかなということをお聞きしたいん

です。 

 私は今の南会津町に足りないのは、スポーツを推進するための計画、組織、考え方がないと

いうことです。どうやって子供たちが今までやったこと、都会でできる子供たちはたくさんい

ます。でも、南会津町にはなかなかスポーツを経験する場がないと思いませんか。体育協会で

あったり、団体にお任せするばかりで、自分たちがクラブ員数を確保するために一生懸命やっ

ている。スポーツ少年団でも同じ、ないパイを奪い合っている。そうではなくて、もっとおお

らかな目で、何をやってもいいよ、幾つもやってもいいんだよ、好きなことをやろうね、陸上
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をやって、野球をやって、スキーをやって、それが南会津らしさではないですか。でも、今は

どうなっているかというと、競技団体同士が奪い合って、そっちへ行っちゃうとレギュラーに

なれないよとか、そういったことが起きているということを私は話したいんです。 

 私は南会津町の生涯学習を考えたときに、スポーツの推進するためにはやはり組織、先ほど

教育長、部活動を地域へとおっしゃいますが、今の組織体制では安心して任せられないのでは

ないかなと思います。子供たちが十分に選択できるような状況を整えることが行政の役割だと

思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○室井嘉吉議長 教育長。 

○星 英雄教育長 それでは、お答えします。 

 先ほど私の回答、大変申し訳なかったです支離滅裂になって。目的、スポーツとは何事かと

いうような感覚で捉えてしまったんで、申し訳なかったです。 

 スポーツは子供が楽しむべきだということで、私それは大賛成です。嫌々やっているスポー

ツでは全然意味がないかなと。そういう意味では、先ほど部活動の減少によって、種目が絞ら

れるというのも、ひょっとしたら子供たちの楽しむ意識をそいでいるもしれないですね。自分

のやりたくない部にしか入れないと。そういうことを考えると、地域に移行した場合は、ひょ

っとしたら自分のやりたい部をつくって、みんなでやるという楽しみも出てくる。先ほど南会

津のよさという話がありましたけれども、スキー場もあるし、そういうふうにここで育った人

はスキーぐらいできるよねという感覚を多分皆さんお持ちだと思うんです。それなのに実際に

はなかなかスキーに行く子も少なくなっていると。そういう意味では本当に残念なことだなと

いうふうに思っています。そういう意味で、子供たちをスポーツを楽しませるためには、我々

大人も楽しまなければいけないかなと。結構親がやっていれば子供もやると、結構そういうこ

とで子供たちもスポーツを楽しんでいるという方も多いと思いますので、ぜひそういう意味で

大人も楽しんでいただければと思います。 

 また、昔は本当に親がいなくても子供同士でスキー場へ行ったりとか、そういうことがあっ

たんですけれども、今はなかなか親御さんがいないとスキー場へ連れて行ってもらえないとか、

そういうふうに生活環境も変わっていますが、そういうものを地域で、親の代わりに僕たちが

連れていきますよとか、そういうふうに地域で支えるということも大事になってくるかなとい

うふうに思っていますので、その辺は地域のスポーツとしてやるというときには、地域がみん

なで支え合っていくということが大事だと思いますので、その辺につきましては、しっかりと

やっていきたいなというふうに思っています。ご理解願います。 
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○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 そのとおりなので、具体的に進めるためには、やはり計画と組織が必

要ですよと。懇談会等やらないと、なかなか見えてこないんですよ。やはりスポーツというの

は、親子で楽しめる非常に楽しいものですし、生涯楽しめるものにつながります。また、子供

の体力ということにもつながりますので、親しめる機会をつくるために、そこから視点を持っ

ていきながら、ではどういう組織体制をつくったらいいのかということをぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終了いたします。 

○室井嘉吉議長 以上で９番、大桃英樹君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 渡 部 訓 正 議員 

○室井嘉吉議長 次に、６番、渡部訓正君の登壇を許します。 

 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 どうもご苦労さまでございます。 

 議席番号６番、渡部訓正、これから一般質問をさせていただきます。 

 まず１点目、放射線の心配のないシイタケ原木、菌床オガ粉のブランド化を。 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災、そして、東京電力福島第一原子力発電所事故に

より放射線が県内外にばらまかれ、11年以上経過した現在も県内の山林除染は行われず、放射

線量の数値は高い状況にあります。その中で、今年の令和４年４月26日付福島民友新聞の１面

トップに、シイタケ原木林5,000ヘクタール、これは原発事故前の半分に当たり、今後それを

20年かけて再生する計画を林野庁と県で行うことが載っています。計画概要には、南会津地域

は入っていないことから、県に照会したところ、次のような回答でした。 

 １点目、シイタケ原木の放射線量の数値は、南会津地域は低い数値となっている。他地域で

は高い数値にあり、現状ではシイタケ原木等の生産はできない状況にある。 

 ２点目、南会津地域は、原発事故発生の数年経過後から放射線量の数値が低いことが確認さ

れ、シイタケ原木の生産、菌床オガ粉の生産が可能なので、それを生かし、南会津産の栽培キ

ノコの知名度アップにつながればと考えている。 

 ３点目、令和４年３月30日から、食品表示基準Ｑ＆Ａ改訂により、植菌地を原産地として表
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示することが義務づけられました。これは近年植菌された安い菌床が海外（主として中国）か

ら輸入され、国産の菌床を使うキノコ生産者は、安い菌床に押され、厳しい状況にあること、

さらに、安全が確認された南会津産のシイタケ原木やオガ粉で栽培することにより、生産者と

消費者をつなぐ安心と産地への信頼の鍵となるというような回答でございます。 

 本町では、ほとんどの地域で放射線量が基準より下回っていることに着目し、平成28年度に

は県内で最も早く２台の原木非破壊型検査装置を県から貸付配置を受け、生産したシイタケ原

木の南会津産ブランド化に向け、全数検査を実施し出荷してきました。 

 平成28年度は、計画５万本に対し、５万5,000本の実績、平成29年度は、計画９万本でした。 

 ①平成29年度からのシイタケ原木の生産量と今後の生産量の見通しは。 

 ②町内でオガ粉による菌床栽培を行っている方の人数は把握しているか。 

 菌床栽培を大きな規模で行っている方は、町内の森林から生産されたオガ粉を使用し、植菌、

培養、生産まで全て町内で行っています。食の安全基準に基づいて、生産していることを前面

に出し、町民、県内外の消費者にＰＲすることにより、理解がされるものと思います。これら

により町民と生産者の信頼感が生まれ、消費拡大につながり、安定経営にもつながるものと考

えます。町でも安全をＰＲするなど、協力してはどうでしょうか。 

 ③オガ粉の生産は、地元の株式会社アラカイが行っていると聞いていますが、現在のオガ粉

生産量と今後の生産量の見込みは。 

 ④令和４年３月30日から食品表示基準Ｑ＆Ａ改訂により、菌床の植菌地を原産地として表示

することが義務づけされました。食の安心・安全への関心は、町民も高いと思います。この機

会を捉え、安心・安全な南会津産のシイタケ原木の生産、オガ粉の菌床栽培を推奨していって

はどうか。 

 ⑤南会津産のシイタケ原木、菌床オガ粉のブランド化には、原木、オガ粉の生産量の拡大と

生産されるほぼ全てについて全数検査がなされ、安心・安全を確立していくことが大切と考え

ますが、町としてのブランド化に向けての考えは。 

 次に、大きな２点目、森林環境交付金事業の活用を。 

 森林環境交付金事業の地域提案重点枠予算は、市町村から事業提案を受けたものが審査され

て予算がつくものですが本年度の予算枠が残っていると聞きましたが、町の予算獲得の考えは。 

 答弁を求めるものにつきましては、全て町長にお願いしたいと思います。 

 以上で、壇上からの質問については終わらせていただきます。 

○室井嘉吉議長 町長。 
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○渡部正義町長 ６番、渡部訓正議員のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに、放射線の心配のないシイタケ原木、菌床オガ粉のブランド化をに関する１点目、シ

イタケ原木の生産量と今後の見通しはとのおただしでありましたが、シイタケ原木については、

全量を原木非破壊型検査機による放射能検査を行い、50ベクレル以下の基準を満たした原木の

みが流通する仕組みとなっております。 

 生産量については、平成29年度が約６万5,700本、平成30年度が約７万2,500本、令和元年度

が約６万8,500本、令和２年度が約５万5,000本、そして、令和３年度が約６万2,000本となっ

ております。 

 こうした状況を踏まえ、南会津広葉樹利用生産協同組合によりますと、今後も約６万本程度

の需要があるのではないかというふうに伺っているところでございます。 

 次に、２点目、町内でオガ粉による菌床栽培を行っている人の人数はとのおただしでござい

ましたが、２つの事業者と農家３名で組織している１団体、合わせて３つの事業体が菌床キノ

コの生産をしているというふうに認識をしております。 

 また、食の安全のＰＲにつきましても、生産者や関係団体と連携をしながら、町としても協

力してまいりたいとこのように考えているところでございます。 

 次に、３点目、現在のオガ粉生産量と今後の生産量の見込みはとのおただしでございますが、

令和２年度にオガ粉の生産量増加に向けた設備充実を株式会社アラカイで実施しており、令和

３年度の生産量は約１万6,000立方メートルとなっております。 

 今後の生産量の見込みとしては、令和７年度までに約２万4,500立方メートルのオガ粉を生

産し、出荷する予定であるというふうに伺っているところでございます。 

 次に、４点目、安全・安心な南会津産のシイタケ原木の生産、オガ粉の菌床栽培を推奨して

いってはどうかとのおただしでございますが、シイタケ原木、オガ粉の生産量を拡充すること

は、広葉樹の利活用を図る上でも有効な手段の一つであると認識をしております。しかしなが

ら、生産量を拡充するためには、シイタケ原木及びオガ粉生産とキノコ生産における年間の需

要の調査や、新規に取り組むビジネスモデルの検証が必要ではないかというふうに考えており

ます。関係機関と連携をしながら、事業展開に向けた方策を生産者を交え協議し、今後の考え

方を整理していきたいとこのように思っております。 

 次に、５点目、町としてのブランド化に向けての考えはとのおただしでございますが、福島

県においては、風評被害払拭に向け、キノコ生産における各工程において、複数回の放射能モ

ニタリング検査を実施し、ホームページで検査結果を公表するなど、食の安全・安心をＰＲし
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ているところでございます。 

 一方、生産者においては、キノコの品質やパッケージの工夫、流通先の確保等により、魅力

ある商品を販売していると認識しております。 

 安心・安全が確保された上で他の生産地との差別化を図り、南会津産のシイタケ原木や、オ

ガ粉をブランド化するためには、品質の管理や安定供給のほか、販売戦略など、生産者が一丸

となって取り組むことが必要ではないかというふうに考えております。 

 今後は、生産者の意向を踏まえ、市場での価格や取引価格の現状、生産者の収益性が確保で

きる価格形成について調査研究に協力するなど、新たな特産品に向けた検討を関係機関と連携

しながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。 

 次に、森林環境交付金事業の地域提案型重点枠予算における町の予算獲得の考えはとおただ

しでございますが、森林環境交付金事業は、地域住民の意向や地域の実情に精通している市町

村が独自性を発揮して創意工夫を凝らした森づくり事業を展開できるよう、森林を守り育てる

意識の醸成を目的として、住民参加型の基本枠と地域提案型を対象とする重点枠からなる交付

金事業であります。 

 議員おただしの地域提案型重点枠につきましては、県産材の利活用の推進、木質バイオマス

の利活用の推進、創意工夫を凝らした独自の事業について、市町村が提案する事業に交付され

る制度となっており、今年度は、藤生地区の消防屯所に係る建築材の利活用事業及び昨年度建

設いたしました森と木の情報・活動ステーション「きとね」を県内に広く発信する事業を実施

することとしております。 

 町といたしましては、引き続き森林環境交付金事業の重点枠に係る予算状況を確認しながら、

森林等の活用に向けた事業を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁をいたさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 私先ほど、冒頭に申し上げましたが、大震災、原発事故から11年が経

過をします。震災前は、皆様もご存じのようにシイタケ原木の生産というのが県内では全国第

３位だったんです。それがもう結果的には、南会津地方と西会津町が一部で生産できるという

ことも確認できましたけれど、ほかは利用できていない。その点からすれば、本町の今ある地

の利を生かして、シイタケ原木、オガ粉生産を推進し、産業振興に結びつけてはというふうに
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考えて、この質問をさせていただきました。その考えに基づいて再質問をいたします。 

 まず１点目、平成29年度からの生産量について、それぞれ令和３年度までの数値を答弁いた

だきました。 

 生産量は、残念ながら当初では10万本を超えるような生産量を目指していくというような計

画で、28年当時あったというふうに理解しているところですが、伸びない原因については把握

しておられますか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 生産量が伸びていない状況でございますが、様々な原因がございます。特には、原木生産に

適した林齢の事業用地が確保できない。具体的には、今まで本町の広葉樹は優良広葉樹の資源

といたしまして、比較的木材の価格で安定的な製紙用チップということで供給されているとこ

ろでございます。 

 近年は外国産のほうが安いということで、製紙用チップの需要がなくなったところではござ

いますが、国産の広葉樹チップの低迷によりまして、素材生産業者が多かったんですが、素材

生産業者の減少、さらには人工林が伐期にだんだんなってきまして、そちらのほうに移行して

いるというふうな状況があると思います。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 今ほど答弁の中でありましたように、南会津地区というのは、ほとん

どの広葉樹帯というのが、製紙用チップということで利用されてきたというふうに思いますが、

近年チップはなかなか少なくなりというか、船で１台持ってきたのがトラックで年間運んだ量

よりも多くなるというそういった効率的なこともあって、切り替えという中で、今回の補正の

中でものっていますように、広葉樹用材の利用とか、あとは原木材の生産に切り替えていくと

いうのが町のほうの考え方でも示されていますから、ぜひここのところを町の指導方針として

どのように進める考えでいるのか、そこのところを答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 今までの林業成長産業化地域創出モデル事業コロナ化で様々な取組をしている中で、広葉樹

の製紙用チップ以外の需要が今現在高まっているというところで、我々のほうで調査をしてご

ざいます。その中身といいますのは、今現在国産材用のフローリング材ということで、国産の

広葉樹の利活用が見込まれているというところでございます。このため、広葉樹材の需要の高
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まりを踏まえまして、町のほうでも広葉樹促進事業ということで、いろいろな事業を展開をす

るんですが、製紙用チップ以外ということで、特に口径木につきましては、比較的単価の高い

用材へと、丸太として用材のほうへ建築材であったり、角材であったりの用材のほうへ進めて

いきたいと。さらには、小径木につきましては、シイタケ原木、オガ粉、まき、そういったも

ののほうに展開をしていきたいというふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 ぜひこれらもある意味では南会津の特性を生かした指導、そして森林、

林野率が92％、そして人工林率がほぼ２割ちょっとのわけですが、残りは全て広葉樹ですので、

ぜひそこの広域的な活用というか、そういうのを今後もやっていただければというふうに思い

ます。 

 それで、先ほど質問２の中で、オガ粉栽培をやっておられる方が２事業所と個人の１団体と

いうような答弁をいただいたところですが、その菌床栽培を行っている方について、オガ粉の

購入、植菌された菌床の購入等々については、一定程度把握されているでしょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 事業者の２者が使用している菌床といいますか、機材でございますが、特にオガ粉について

は株式会社アラカイのほうから納入しているというふうな状況でございます。それと、その他

の田島菌床キノコ生産組合についても、菌床についてはＪＡ全農福島、さらには種菌につきま

しては、栃木県でございますが、北研という会社から購入をしているというな状況でございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 ２点目の質問で、オガ粉の購入、植菌、そして培養、生産、それらに

ついて、町内の部分については把握されているというふうに聞いたところですが、そうすると、

先ほどの事業者の２者については、オガ粉の購入から植菌、そして培養、生産、販売まで一貫

して、本町内で行っているという理解でよろしいでしょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 オガ粉の購入から植菌、培養、生産、販売まで一貫して作業している事業者はございます。

ただ、それ以外の事業体につきましては、先ほど申し上げました田島生産キノコ組合につきま

しては、一貫の作業ではないというところでございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 
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○６番 渡部訓正議員 この後の質問でも出てくるんですけど、令和４年３月30日に、食品表

示基準のＱ＆Ａというのが、そこから今回取扱いが変わったと。そして、中国のほうで植菌を

したものは、原産地表示というのは中国ということで表示する決まりに、これは国際共通の取

扱いということになってきたと思うんですが、先ほども回答の中ではふれられたやに理解をし

ているんですが、今、食の安心・安全というのは大分叫ばれてきているんではないかなという

ふうに思います。先ほど全ての事業者が全部南会津町から生産されたものではないというふう

にも聞きましたけど、食の安心・安全が叫ばれている中で、原材料が地元であるということを

アピールすることにより、消費者との信頼関係も生まれて、消費拡大にもつながっていくんで

はないかというふうに思いますが、それにつけては、町でも安全をＰＲするなどの協力は産業

振興にもつながるというふうに考えますが、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 キノコの栽培につきましては、事業者さん、それぞれの技術により栽培方法が若干違ったり

もするのかなという感じはしますが、食の安心・安全に協力できることにつきましては、今現

在新しい森林活用というところで、旅行会社東武トップツアーズと森ネットワークのほうが協

働でフードツーリズムというものを考えてございます。その中には、町の農産物であったり、

特用林産物が含まれてございます。こういったものを今回の「きとね」の活用の一貫として進

めてまいりたいなというふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 先ほど議員から、町の特徴というか、そういったものを前面に出してＰＲす

ると、食の安全・安心というものを行政としてもしっかり関わったらどうかというふうなご意

見だったと思いますが、これについては、ご指摘のとおり、町でできることについては、それ

ぞれの生産事業者の方と協議をして進めていく必要があるものというふうに認識をしておりま

す。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 ぜひここのところは町としても力を入れていく、そのことが先ほど来

一番冒頭に言いましたけど、産業振興なり、基盤整備にもつながっていくんではないかという

ふうに考えますので、よろしく町としても協力をすべきだろうというふうに考えます。 

 次に、先ほどオガ粉の生産量について答弁をいただいたんですが、今後のオガ粉生産につい

ては、大体２万4,500立米をオガ粉生産をこれからやっていきたいということなんですが、こ
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れによって安定量は確保されているというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 オガ粉の生産量についてですが、先ほど町長答弁でもありましたように、令和７年度には２

万4,500まで生産量を増加させていく。今現在は約１万6,000立方というところで、そちらの内

訳を見ますと、大手企業へ約１万2,800ということで、８割程度を出荷してございます。その

ほか、復興事業ということで、浜通りのほうに土壌改良剤として2,400ということで、大体

15％程度発送しているところでございます。実際地元の菌床キノコに卸しているのが約800立

方ということで、５％程度になってございまして、地元の分については安定的に供給できると

いうふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 先ほどの質問４の関連で、もう一回、しつこいと見られるかもしれま

せんが、食の安心・安全の問題ですから、再質問いたします。 

 質問４の中でも申し上げましたけど、令和４年３月30日から食品表示基準Ｑ＆Ａ改訂により、

植菌地を原産地として表示することが義務づけられました。背景には、近年植菌された安い菌

床が海外から、主として中国からでございますが、輸入され、国産の菌床を使うキノコ生産者

は安い菌床に押され、あるいはその安い菌床に切り替えざるを得ないなど、厳しい状況の中で

菌床栽培をやめていった方もいるというふうに聞きます。今後は、原産地表示の義務づけによ

り、県内の菌床業者の保護につながり、生産も伸ばせるものというふうに考えますが、町の捉

え方はどうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 原産地表示、この食料表示基準Ｑ＆Ａの改訂が令和４年３月30日に行われまして、原木や栽

培に菌種を植えた場合、原産地と表示することを義務化されたということでございまして、極

端にいいますと、外国産と国産との区別がされるというふうな状況かなと思います。これらに

よりまして、消費者がその商品をどのような形で選んでいくかということもございますが、い

ずれ消費者と生産者の信頼をつなぐというような形にはなってくるかと思いますので、これか

ら消費者の動向を調査しながら、事業者の意向を確認して、県や関係機関との調整をしながら、

情報収集に努めてまいりたいなというふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 
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○６番 渡部訓正議員 今まで町長からいただいたり、今の答弁で中身は分かりましたので、

シイタケ原木の全数検査の問題について再質問をさせてもらいます。 

 シイタケ原木の全数検査は、安心・安全のため、私自身必要と思っています。ブランド化の

ためにも南会津産の信用を得るためにも大切と思います。これまで平成28年度から全数検査を

実施してきましたが、放射線量の基準値、これは50シーベルトだそうですが、超える数値はほ

とんど出ていないというふうに聞きます。このような中で、他県のシイタケ原木購入者から、

南会津産は米の検査同様に放射線量の数値はほとんど出ていないので、全数検査は必要ないの

ではとの声が出ているというふうに、生産者のほうからも聞きます。今後も継続するのかどう

か、町、業者、県も交えた関係機関で話合い、取扱いを定める時期になってきたのではという

ふうに考えますが、町の考えを伺います。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 シイタケ原木の県内の生産は、先ほど議員のほうからおただしがあったように、本町と西会

津町ということで、２つの町が実際今出荷をしているというな状況でございまして、放射線量

につきましても、過去基準であります50ベクレルを超えたことはないというふうに聞いてござ

います。しかしながら、取扱いにつきましては、原則的には国や県の取扱いに準じて判断して

まいりたいというふうに考えてございますが、生産者、さらには放射能検査を実施している広

葉樹生産組合、そういった方々の意見を聞きながら、本町におけるシイタケの原木の放射線量

につきましても、調査、検討が必要かなというふうに感じてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 ぜひここのところは、検討をお願いできればというふうに思います。 

 それと関連しまして、オガ粉の放射線量検査については、現在県で実施していると聞きまし

た。株式会社アラカイがオガ粉を製造した中から抽出して、県にその検査を依頼しているとの

ことですが、これまで放射線量の基準値を超えたものはあったでしょうか、それらは聞いてい

ますか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 オガ粉につきましては、品目ごとに年１回、検査をしなければならないということになって

ございます。その中で、アラカイが県に持ち込んだ回数が３回というふうに聞いてございまし

て、そこで基準値を超過したということは聞いてございません。 
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○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 先ほどの原木と繰り返しになるんですが、ほとんど南会津産のオガ粉

の原木についても、こういう基準値外になっているということであれば、これらも、検査を進

めていくというのはいかがなものかというのも考えてもいいのではないかと思いますが、これ

も、先ほど答弁にもあったように、国なり県との協議をしていただくような、そこの協議待ち

という判断という理解でよろしいですか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 議員おただしのとおり、国や県の判断待ちという形になるかと思います。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 全体に関連する質問ということで、１点だけ申し上げます。 

 町内で10名以上を雇用し、会社形式で一定規模のシイタケ、なめこの菌床栽培を行っている

事業者がいます。町内の森林資源を活用し、産業振興に結びついているというふうに考えてい

ます。先ほど食品表示基準改訂の中で述べたように、食の安心・安全に対する消費者のニーズ

は高くなっています。オガ粉から植菌、培養、生産、販売まで、全て南会津町で行っているこ

とにより、安心・安全が一層担保され、結果してそれが売上げ拡大にもつながって、安定経営

にもプラスになるというふうに思います。町でも、町民、県民へのＰＲなど、協力できること

があると思いますが、これについて再度答弁をお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 先ほどからありました食品表示基準Ｑ＆Ａの改訂によりまして、植菌地を原産地として表示

するということから、菌床キノコ、その他の産地との差別化が図られるということはとても重

要かなというふうに考えてございます。 

 安心・安全な南会津町産の菌床キノコが適正な評価がされているとか、取引価格の相場、そ

ういったものを調査をさせていただいて、今後の事業、さらには、生産者と関係機関と協議を

しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 ちょっと訂正をさせてください。 

 先ほど私、「50シーベルト」というふうな発言をしていますが、「50ベクレル」でございま

すので、訂正方お願いをいたします。申し訳ありません。ありがとうございました。 
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 次に移らせてもらいます。 

 森林環境交付金事業の活用をということで、大きな項目の２に移らせていただきます。 

 森林環境交付金事業は県の事業で、事業内容には地域提案重点枠、市町村の事業提案から選

定した創意工夫を凝らした優れた事業の財源として交付するというふうになっています。町で

は、当該事業の要望は、先ほども行ったところで、一部採択されなかったということでしたけ

れど、年内の予算獲得に向けて進める考えはどうですか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 年内の予算確保につきましては、今現在昨年度採択をされなかった事業というものは、要件

に若干合わなかったと。といいますのは、既存の今までやってきた事業との差別化を図りなさ

いという県のほうからの指導を受けまして、そういった点とは合わなかったという部分があり

まして、今現在昨年度駄目だった事業につきましては、無理かなというふうに考えてございま

す。 

 ただ、新たな別の事業として森林整備とか、木材利用とか、さらにはバイオマス発電といっ

た関係にそういう要件がございましたら、町のほうで考えまして要望をしてまいりたいなとい

うふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 私の認識が、理解不足もあるかもしれませんが、現在私は役場庁舎内

２階にウッドウォールアートということで、壁を飾るようながなが２階に上ったところにござ

いますよね。ああいうものをもう少し管内の公共施設とか、結構人が多く入るようなところ、

例えば駅内とか、あとは御蔵入交流館、道の駅などに展示するための予算獲得はどうなんでし

ょうか。 

○室井嘉吉議長 農林課長。 

○室井利和農林課長 お答え申し上げます。 

 今現在、ウッドウォールアートにつきましては、町の役場の庁舎から「きとね」のほうに現

在展示をされているというような状況でございまして、このウッドウォールアートについては、

みなみあいづ森ネットワークが補助事業を活用して令和２年度に作成したものでございます。

現在「きとね」のほかに星の郷ホテルにも展示されているような状況でございますが、ほかの

道の駅であったり、田島の駅であったり、御蔵入交流館であったり、そういった公共施設等の

展示に関しましては、建物の管理者、さらには森ネットワークが事業主体となってございます
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ので、そちらのほうと協議をしてまいりたいなというふうに考えてございます。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 私もこういうものをアピールする機会というか、そういうものをどん

どん活用して、増やしていくということが林業振興につながっていくことではないかというふ

うに考えた中で、今回の再質問というふうにさせていただいたところでございます。 

 まだ時間がありますが、私の質問については以上で終わらせていただきます。 

○室井嘉吉議長 以上で６番、渡部訓正君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

 昼食休憩にします。 

 なお、再開時間は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○室井嘉吉議長 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を行います。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 山 内   政 議員 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君の登壇を許します。 

 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 ただいまから一般質問を行います。 

 今回は、地域課題を取り上げて質問をいたします。質問事項は２つです。 

 質問事項１、社会資本整備事業で青柳橋の改良工事を令和５年度計画に入れる考えはないか。 

 ３月定例議会、令和４年度町政施政方針、３月定例議会前に町長選挙立候補のため、途中で

お辞めになったとはいえ、副町長として施政方針づくりに関わりを持たれたと思います。令和

４年度主要施策の概要の中で、「恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造での主要な施策

の取組として、道路など社会資本整備では、生活基盤である道路及び橋梁の改築・修繕工事を

実施してまいります」とあります。 
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 平成29年２月28日に議員懇談会が開催されました。その議題の中に、南会津町合併検証報告

書、10年を振り返ってがありました。報告書の中では、新町建設計画実施状況もありました。

その中の南郷地域事業一覧では、南郷橋架け替え工事が事業名として挙がっておりました。あ

る意味、４町村合併時の懸案事項でありました南郷橋架け替え工事も、昨年の冬に無事工事が

完了し、通行ができるようになりました。同じく伊南地域事業一覧の中には、道路改良工事

（青柳橋整備上部工製作及び架設）が計画されております。しかしながら、いまだに実施には

至っておりません。南郷橋が完成した後は、次は青柳橋だろうと思っております。 

 そこで３点について伺います。 

 １点目、町道改良工事（青柳橋整備上部工製作）の令和５年度以降の計画はあるか。ないと

すれば、なぜ計画に上がらないのか。 

 ２点目、毎年社会資本整備交付金事業により予算が計上され、工事が実施されております。

その事業実施基準は何か、それは数値化され、第三者にも理解できる基準か。 

 ３点目、町内には相当数の橋梁整備待ちがあると思われますが、今後の架け替えも含めた改

良工事計画を年度ごとにお示しをいただきたい。 

 質問事項２、多々石地区公共交通の取組はどのような取組になっているか。 

 令和４年度町政施政方針「誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり」での主要な施策

の取組として、「広大な面積を有する本町では、交通弱者にとって移動手段の確保は必要不可

欠であります。自家用車を持たない高齢者など、交通弱者のニーズに即した効率的かつ効果的

な公共交通網を整備し、さらなる利便性向上のため、町全体の公共交通網の在り方を検討する

とともに、見直しを進めながら交通手段の充実に努めてまいります」とあります。 

 私はこれまで、令和元年６月定例議会、令和２年６月定例議会と２度にわたり、「公共交通

空白地域の解消は」と「多々石地区公共交通の道筋は」と質問をしてまいりました。今回３回

目の一般質問に当たり、２点について伺います。 

 １点目、多々石地区公共交通の取組の検討はどう進んでいますか。 

 ２点目、これまで公共交通空白地域の解消に向けて、年度ごとに取組を進めてこられました

が、その取組状況と取組後の課題は何か。 

 午後の登壇する３人は、いずれも公共交通を取り上げておりますので、しっかりとご答弁を

いただきたいというふうに思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 12番、山内政議員のご質問にお答えいたします。 
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 初めに、社会資本整備事業で青柳橋の改良工事を令和５年度計画にに関する１点目、道路改

良工事（青柳橋整備上部工製作）の令和５年度以降の計画はあるか、ないとすればなぜ計画に

上がらないのかとのおただしでありますが、青柳橋に関連する工事につきましては、合併時に

策定いたしました新町まちづくり計画の地域事業に挙げられていたことは把握しております。 

 合併時の新町まちづくり計画につきましては、東日本大震災の影響により期間延長が認めら

れたことから、平成25年度に合併時には想定されていなかった新庁舎の建設、耐震に関する事

業などを盛り込んで、令和７年度まで20年に変更したところでございます。 

 その際の財政計画では、具体的な箇所づけをせず変更したことから、合併時の新町まちづく

り計画の地域事業につきましては、南会津町総合振興計画や南会津町過疎地域持続的発展計画

の中で個別に実施を検討していくことになっており、青柳橋につきましては、現時点で架け替

えの計画は持ってございません。 

 青柳橋の架け替えにつきましては、他の橋梁を含め、必要性を検討してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 次に、２点目、毎年社会資本整備交付金事業により予算が計上され、工事が実施されている。

その事業実施基準は何か、それは数値化され、第三者にも理解できる基準かとのおただしであ

りますが、社会資本整備総合交付金事業につきまして、町として事業実施基準等は設定されて

おらず、数値化された明確な基準はございません。事業の選定につきましては、各地域からの

要望等に基づき、道路改良事業や町として政策的な判断による道路整備を実施しており、道路

の利用状況や危険性等を勘案しながら優先性を見極めて、事業の交付要件に合致するか、地権

者の承諾が得られているかなども考慮して、事業化を図っているところでございます。 

 次に、３点目、町内には相当数の橋梁整備待ちがあると思われるが、今後の架け替えも含め

た改良工事計画を年度ごとにお示しいただきたいとのおただしでありますが、橋梁整備につき

ましては、定期的に橋梁の法定点検を行い、橋梁長寿命化計画に基づきながら、既存橋梁の長

寿命化を図っているところでございます。 

 現在町が管理する409の橋のうち、令和２年度末現在で111橋が早期に措置を講ずるべき状態

となっております。法定点検の結果を参考に優先順位をつけながら、年間２から３程度の橋梁

の補修工事を進めているところであり、年度ごとの架け替えも含めた具体的な道路改良工事計

画はございません。 

 今後も南会津町過疎地域持続発展計画などに基づきながら、地域の実情などを見極め、橋梁

も含めた道路施設の維持補修に主眼を置き、限られた財源の中で総合的な判断の下、検討して
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いく考えでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、多々石地区公共交通の取組に関する１点目、多々石地区公共交通の取組の検討はどう

進んでいるかとのおただしでありますが、町では、持続可能な公共交通網の形成を目指し、現

在デマンド交通により運行の検討を進めております。これまで伊南地域におきまして、令和２

年度に各地区で12回の集落座談会を開催し、地域の意見、要望等をお伺いしてまいりました。

地域の声として、最寄りの停留所まで行くことが大変であることや路線バスの時間やルートを

工夫し、運行していただきたいといった意見があることを承知しております。 

 町といたしましては、伊南地域にはタクシー事業者がないことから、新たな公共交通網の整

備については、地域住民による運行、いわゆる自家用有償運送による運行の検討を行ってまい

りました。さらに、伊南地域の公共交通の運行について、近隣地域の交通事業者と協議を進め

ている状況でありますが、ドライバー及び車両確保というサービス提供の根幹に係る課題が提

起をされております。 

 今後は、地域住民や事業者と話合いを重ねながら、伊南地域に合った公共交通網の形成につ

いて、なるべく早い時期にお示しできるよう検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目、これまで公共交通空白地域の解消に向けて年度ごとに取組を進めてきたが、

その取組と取組後の課題はとのおただしでありますが、町では、平成30年に策定した南会津町

地域公共交通網形成計画を基に、公共交通空白地域の解消をはじめ、町の公共交通の課題解決

に取り組んできたところでございます。 

 年度ごとの取組状況といたしましては、令和２年度に荒海地区、長野地区、栗生沢地区のデ

マンドタクシー導入により、公共交通空白地帯であった小出原地区と、長野地区のはす向かい

になりますが、長野地区の一部を解消できました。令和３年度には舘岩地域内、そして舘岩地

域から田島地域までの地域間交通の２系統についてデマンドタクシー実証運行を実施して、本

年度本格運行に移行したところでございます。さらに本年度は、桧沢地区でのデマンドタクシ

ー実証運行を実施し、課題の洗い出しを行った上で利用しやすい本格運行につなげてまいりた

いと考えております。 

 これまでこういった新しい公共交通を導入する際に課題となっているのは、まず地域住民の

方、それから運行事業者との合意形成が非常に重要でございます。運行に向けた事前の調整に

多くの時間を要する点が挙げられます。また、デマンドタクシーの予約方法や利用方法につい

て認知していただくことや、路線の拡大など利用者のニーズに応えるためには、運行事業者の

車両の確保やドライバー不足などの課題もあります。 
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 引き続き、伊南地域における導入など、地域住民及び交通事業者との協議や調整を進め、利

便性が高く効率的な公共交通の仕組みを整えてまいる所存でありますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長より答弁をいたさせ

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 それでは、少し再質問をさせていただきます。 

 まず初めに、去年12月に開通をされた南郷橋で、旧南郷橋について、どのくらい危険だった

かというようなことも含めてお尋ねしたいと思います。お分かりになったらご答弁をいただき

たいと思います。 

 旧南郷橋というのは、いつ頃建設をされたか、お分かりになれば、ご答弁をお願いします。 

○室井嘉吉議長 南郷総合支所長。 

○平野芳和南郷総合支所長 お答えいたします。 

 架け替え前の南郷橋でございますけれども、昭和41年５月に完成しております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 昭和41年５月といいますと、オリンピックの２年後ですか。同じく

旧南郷橋、大橋に行く橋なんですが、私の記憶が間違ってなかったら、たしか伊南川が増水し

たときに、通行止めをかけたような記憶があるんですけれども、そういったことは把握されて

おられますか。 

○室井嘉吉議長 南郷総合支所長。 

○平野芳和南郷総合支所長 お答えいたします。 

 正確な通行止めの回数は把握してございませんが、直近では令和元年度の台風19号、平成27

年の関東東北豪雨、平成23年の新潟福島豪雨、また、それ以前においても、台風と伊南川の増

水時にその都度通行止めの措置をかけたという記録がございます。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 そういったことで、常々旧南郷橋につきましては危険があったとい

うふうに私も理解をいたします。 

 それでは、現在の青柳橋が建設されたのは何年頃ですか、お分かりになったらお願いします。 

○室井嘉吉議長 伊南総合支所長。 

○馬場 誠伊南総合支所長 お答えいたします。 
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 青柳橋の建設でございますが、現在の橋梁につきましては、昭和42年11月に竣工してござい

ます。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 これは私も記憶に新しいんですが、伊南川が増水したときに、先ほ

どご答弁いただいた台風19号のときに、たしか青柳橋も通行止めがかかったのではないかなと

いうふうに記憶しているんですが、その辺、通行止めをした経過等分かりましたら、お知らせ

いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 伊南総合支所長。 

○馬場 誠伊南総合支所長 お答えいたします。 

 先ほど南郷支所長からも答弁ありましたが、それと全く同じで、令和元年10月の台風、平成

27年９月の関東豪雨、そして、平成23年７月の新潟福島豪雨の際に、伊南川の増水に伴いまし

て、青柳橋のほうも通行止めをかけております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 旧南郷橋は昭和41年５月。青柳橋は昭和42年11月、どちらも増水の

ときには通行止めをしたと。片方は建設を進めて落成したと、片方は建設は今のところ予定な

いというお話ですが、町長、危険というか、そういったことは全然大丈夫なんですか、考えて

おられないんですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 一定年数経過している橋梁でございますので、当然安全確保のためには増水

時に通行止めをかけるというようなことは、道路管理者として必要な措置かと思います。 

 一方、青柳橋については、上流下流部に立派な橋があるというような地域間の町全体で考え

た場合の橋の状況の違いというのもあるのかなというふうに、個人的には感じております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 ちなみに、上流の橋というのは圃場整備の関係でつくった橋であり

ます。伊南、古町地区の圃場整備で圃場を整備するときに関連して架けられたというふうに地

元の人間としては認識をしておりますので、本来地域の集落の人が重要視して、本当に生活に

使っているのは青柳橋かなというふうに思いますので、そこは余り関連づけないでいただきた

いなというふうに思います。もちろん、幾らでもあれば橋は重要ですので、それは一つの要因

に、理由づけすればなるかもしれません。 

 それでは、先ほど111橋が常に点検必要だよと、年二、三くらいは補修なりしていくよとい
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うご答弁をいただきましたけれども、青柳橋は何番目くらいですか、悪いほうからでしょうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 橋梁点検につきましては、その点検の内容につきまして、４段階に分かれております。１が

健全で、２が予防保全段階、３が早期措置段階ということで、今ほど111橋とありましたのは、

早期措置段階ということで、早めに措置をしなければならない状態の橋が111橋ございます。

これが４になりますと、緊急措置段階ということで、通行止めにしなくてはならないという状

況になりまして、何番目といいますか、400橋ほどの橋の中で、町全体で111橋が早期措置段階

の３段階、そのうちの１橋ということになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 建設課長から答弁いただいた中の最後のほうなんですが、４の中に

青柳橋は入っていますか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 今現在町のほうで４段階に入っている橋はございませんで、一番悪くても３段階というとこ

ろになっております。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 青柳橋は３段階に入っているのかどうか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 青柳橋につきましては、今現在の状態でいいますと、３段階ということ

になっております。早期措置が必要な段階ということになっております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 青柳橋は、現在会津バスが運行する経路になっている橋であります。

ですから、乗客を乗せるということは、もう安全が最優先にされなければならない橋だという

ふうに思っております。私もよく利用するんですが、今現在橋面が非常にでこぼこです。なか

なか表現が難しいんですが、安心と安全と信頼というものが担保できる状態でないと、バスも

通すことができないなというふうに思うんですが、近年、塗装だけはされました。橋梁の塗装

は。本当に生活基盤という意味では、青柳橋の架け替えを含めた架設、従来の事業、危険性と

か、地域の要望とかというふうにご答弁になられましたけれども、十分危険性の中に入るので
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はないですか。南郷橋が41年につくっていて、青柳橋は42年ですよ、金属疲労とか、そういう

のが当然あるのではないかなというふうに私は思っているんですけれども、これを令和５年度

以降全て専門的な調査を入れるというような考えは、まだ予算はこれからでしょうから、そう

いう考えはお持ちではないですか。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 調査につきましては、まず橋梁につきましては、法定点検ということで、５年に一度必ず点

検しなければならないという状況になっておりまして、青柳橋でいいますと、直近で2021年９

月に実施しておりますので、その状況の中で３段階ということになっております。舗装の補修

が必要な状態にあるというようなご指摘もいただいているところでございますので、先ほどの

とおり、橋も３段階のものが大変多くございますので、その辺は順位づけをしながら対応を検

討していきたいと考えております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 私はこの一般質問を通じて、合併時の地域事業の計画を再提起した

いというもので質問いたしました。先ほどご答弁いただきましたけれども、地域事業でいろい

ろな、当然合併しましたので、新しい町の中で事業が発生していることは私も議員をやってい

ますので、よく分かっております。だけども、４地域でそれぞれ、これはやらなくては駄目だ

ねという事業は、やらなかったらそのまま残っているわけですよ。やらないでいるということ

は、それだけ不便であるとか、住民生活に支障を来すということになるというふうに思います

ので、町長、どうですか、この事業は、先ほどの答弁でもう終わりですか。しっかりと取り残

された事業をまず入れていくというようなことで考えられると思うんですが、どうですか。令

和５年度以降どういうふうに取り組んでいかれますか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 議員おただしのとおり、新町まちづくり計画の中で、４地域の均衡ある発展

のために、それぞれの地域で必要な事業というものが合併時に新町まちづくり計画の個別事業

として盛り込まれた。これを盛り込んだ背景の一つには、合併特例債という財政措置を受けら

れるということが一つの大きなメリットでございます。事業を進める上では、合併特例債でも

有利な過疎対策事業債のほうが有利なもんですから、そちらに振り替えてやる部分、または他

の補助事業で導入されてやる部分ということで、これまでも事業の効果性、それから財政的な

負担の軽減、そして、それぞれの年度ごとの予算規模に応じて取捨選択をして事業が取り組ま
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れてきたと認識しております。 

 それで、今回新町まちづくり計画の取扱いが、見直しの際に個別事業の部分は提出を求めら

れなかったというようなことから、文言表現だけで残っているという状態でございます。ただ

し、議員おっしゃるとおり、当時合併した際に、こういう事業は必要だということで、新町ま

ちづくり計画に位置づけられておりますので、まだ実施されていない事業の中で優先順位が高

いものは、何らかの事業の採択を受けて、または合併特例債の適用を受けて実施していくとい

うものは当然考えていかなくてはいけないと思います。 

 先ほど、当面考えていないという話を申し上げましたが、社会資本総合整備交付金事業に該

当させた上で、その補助残について合併特例債を活用するというような財政の動かし方になっ

てくると思いますので、今後次年度すぐにというわけにはいかないかもしれませんが、青柳橋

も必要な事業の候補の一つとして、検討材料に上げて検討していきたいと思っております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 実は私、この南会津合併報告書、平成28年２月の全員協議会のとき

に、ご説明、多分今の建設課長が説明されたような記憶なんですが、それで、前段の中身で、

後段の中身、いわゆるやらない事業はもう次に移るというのが失念していまして、当然継続的

にやるものだとばかり思っていましたので、ちょっと行き違いがあったかもしれません。 

 ただ、言えることは、ここに載っかっている事業、これはもうやめますよということは理解

はしましたが、これは消しゴムで消すわけにはいきません。事業はそのままその地域に残って

いますので、今町長が答弁されたように、ぜひここはたまたま私は青柳橋を出しましたけれど

も、各ほかの３地域も多分あると思いますので、それはしっかりと点検をしていただきたい。

新しい町長の目で見ていただきたいと思います。 

 それでは、２つ目の多々石地区の公共交通の取組について質問をさせていただきます。 

 まず初めに、なかなか落としどころが見えなくて、なるべく早い時期に示すというようなこ

とで、ご答弁いただきましたけれども、具体的な動きというのはあるんですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 多々石地区、それから伊南地域の公共交通の空白地帯については、私も総合

政策課長のときに認識しておりましたし、総務課長のときも、一般質問等々で質疑が行われて

いるのを承知しておりました。副町長のときも同様でございます。本日、改めて議員からおた

だしをいただきまして、伊南地域の公共交通の在り方、何とかしなくてはいけないなというふ

うに感じております。大桃地区にちょっと住民の方とお話する機会があったんですが、その際
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に、大桃地区でもデマンド交通をやってもらえると助かるんだけれどもなというような話があ

ったのも事実です。 

 ですから、今順次状況が整っているところから進めてはきておりますが、伊南地域の公共交

通空白地帯の解消については、住民の方の足を守る、生活手段、そういったもの、医療に行く

ための手段として重要であるということはご指摘のとおりでございますので、町としても引き

続き関係する方々と協議の上、進めていきたいと考えております。 

 それで、私が就任して間もなく、舘岩地域で運行しております事業者の方とお話しする機会

がありました。そのときに、伊南地域の取組について検討いただけませんかというような問題

提起をいたしました。そのときの答えとしては、可能であればやりたいと。しかしながら、ド

ライバーと車両の関係があるので、少し検討させてほしいというような話がありましたので、

そういった部分も含めて、今後、なるべくという言葉ですと期限がないわけですが、物理的に

ちょっと調整する時間も必要なもんですから、少々お時間をいただいて、検討を進めさせてい

ただきたいと考えているところでございます。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 苦しいご答弁ありがとうございました。 

 空白地域はなくなったということは私はよかったなと思います。最初に令和元年に質問した

ときにあった空白地域が少なくとも２つ解消になったということが、非常に一生懸命取り組ま

れているなというふうに思います。 

 それで、後半２人の議員がまた公共交通の話をしますので、これ以上いたしませんが、１つ

だけ、前回も提案したんですけれども、南郷地域が青柳まで来ていただいているんです。青柳

から多々石までいくと、大体2.ちょっとなんですが、そこを何とか結べないですか。これが一

番現実的に対応できるものだなというふうに私は考えているんですが、なお、このことも一つ

の検討材料ということで、前回はもう駄目だとはねられましたけれども、わずか２キロですの

で、何とかやりくりできれば、問題は解決するのではないかなと思うんですが、ここは駄目を

前提にしないで、どうやったら組み立てできるかということも含めて、ここはぜひ考えていた

だきたい。これは提案しておきます。 

 そのことについて、最後一言。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 今南郷地域を中心にして動いています乗合タクシーの運行の延長で多々石地

区の解消ができないかというような提案をいただきましたので、その件も含めて、なるべく早
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い時期に提案できるような取組を進めたいと思います。担当課のほうにも再度指示をしたいと

思います。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 以上をもちまして、一般質問を終わらさせていただきます。 

○室井嘉吉議長 以上で12番、山内政君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田   哲 議員 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君の登壇を許します。 

 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 議席番号10番、湯田哲、ただいまより通告に従いまして、一般質問

を開始します。 

 １、町長の星空観察の適地性の宿泊型観光誘客推進の具体的計画は。 

 町長のこのたびの選挙での実現目標の一つに、「星空観察の適地性を前面に出した宿泊型観

光の誘客を目指す」とあります。先日実施された南会津町観光物産協会総会においても、町長

の挨拶の中で、この星空を観光振興に生かすことを明言しています。 

 ①星空観察の適地性の宿泊型観光誘客推進の実現のための道筋などを含め、現時点での考え

は。 

 ②県内では田村市の星の村天文台、福島市の浄土平天文台など、大きな天文台が存在します。

本町にも大型望遠鏡を備えた本格的な天文台を建設する考えは。 

 ③この実現には、町が実施してきた様々な政策ごとの綿密な計画書を作成し、政策実現して

きたと同じように計画書が必要です。星好きな天文愛好者の町民を含め、本町の自慢の星空へ

の情熱ある方々から構成される仮称南会津星空委員会を設立し、町長の言う星空観察の適地性

の宿泊型観光誘客推進を実現させる考えは。 

 ２、４月に開始した桧沢地域デマンドタクシーの利用状況は。 

 栗生沢地域、長野地域、荒海地域等は、デマンドタクシーが既に運行を開始していた中、こ

の４月１日より桧沢地域でのデマンドタクシーが実証運行を開始しました。他の地域でのデマ

ンドタクシーをうらやむ声のある中、このデマンドタクシー開始には、地元住民は喜んでいま

す。 
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 ①４月１日開始の桧沢地域での利用状況と現時点での問題及びその対応は。 

 ②回覧にて桧沢地域全戸に料金や利用方法についての「桧沢地域デマンドタクシー実証運行

を開始します」の案内が配布されました。しかし、まだ知らない方々が多くいるようです。さ

らなる住民への周知が必要だと考えますが。 

 ３、ドローンによる災害対応・農林業振興・観光振興の協議会（クラブ）の設立を。 

 私はこれまで2017年12月議会では「南会津町ドローン推進協議会を設立して、町の活性化

を」、2020年12月議会では「南会津町ドローン班による災害対応、人命捜索の近代化を」質問

をしてきました。 

 ①この６月議会での報告書に、災害時及び捜索等時における無人航空機による協力に関する

協定締結について、町が町内で空撮業務全般を行うＡｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）と６月１日に

協定締結したとの報告がありました。町内のドローン関連の民間会社との締結は喜ばしいこと

です。Ａｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）の詳細と締結の具体的内容は。 

 ②災害時の無人航空機、ドローンの活用については、2019年１月21日に町は総合警護会社ア

ルソックと災害時等の無人航空機による協定を締結しています。このたびの締結との兼ね合い、

災害発生時の取扱いなどに問題はありませんか。 

 ③広域消防をはじめ、町内では農業での農薬散布、土木建設用や林業での測量、観光業等で

の観光スポットの動画、写真撮影などでドローンを導入し、様々な活用が進んでいます。ドロ

ーンを安全でさらに有効に活用するための情報交換する場が必要だと考えます。町がリードし

てドローンに関する協議会、クラブ等を設立する考えは。 

 ４、ＩＣＴ授業の進捗状況、課題及び今後の計画は。 

 2021年９月議会で「ＩＣＴ授業の進捗状況と南会津町学校教育情報化推進会議の役割は」で

質問しました。オンライン授業によるタブレットの持ち帰りのルールやそのための準備等が進

んでいるとのことでした。 

 ①タブレットの自宅への持ち帰りを含めたＩＣＴ授業の進捗状況、課題及び今後の計画は。 

 ②ＧＩＧＡスクールサポーターと教育現場、先生方との相談及び対応、情報交換活動の現状

は。 

 ③南会津町学校教育情報化推進会議の活動状況は。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 10番、湯田哲議員のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに、町長の星空観察の適地性の宿泊型観光誘客推進事業の具体的計画に関する１点目、
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星空観察の適地性の宿泊型観光誘客推進の実現のための道筋などを含め、現時点での考えは、

それから、３点目の天文愛好家の町民を含め、本町の自慢の星空への情熱のある方々から構成

される仮称南会津星空委員会を設立し、星空観察の適地性の宿泊型観光誘客推進を実現させる

考えはとのおただしについては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 

 星空観察を前面に出した宿泊型観光誘客の道筋についてでありますが、事業を企画立案する

段階から、町内の天文愛好家や既に星空観察などに取り組まれている方など、様々な方々のご

意見や助言をいただきながら事業を組み立てていくとともに、町民の皆さんに対しても、地域

の資源である星空の魅力を認識していただきたいと考えているところでございます。 

 なお、現時点では、星空ガイドの育成や受入れ態勢の構築、星空イベントの開催などの検討

を進めるとともに、株式会社みなみあいづや大手旅行代理店と連携した旅行商品の造成などを

考えていきたいと思っております。 

 一方、仮称星空委員会の設立に関してでありますが、町内天文愛好家や以前から星空観察に

取り組まれていた事業者の方など、多様な方々の意見や参画をいただきながら事業を進めてま

いりたいと考えております。しかしながら、現時点で星空委員会の設立というところまでは想

定をしておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 戻りまして、２点目になります。 

 本町にも大型望遠鏡を備えた本格的な天文台を建設する考えはとのおただしでありますが、

星空を活用した宿泊型観光誘客を継続していくための体制づくり、それから、星空の適地性に

ついて広く情報発信を行い、町全体の機運を高めていくことを優先すべきであると考えており

ます。 

 先ほど本格的な天文台建設を提案されましたが、田村市にある星の村天文台、福島市にある

浄土平天文台、そういった施設の連携を模索するなど、無理のない事業展開に努めてまいる所

存でございます。 

 次に、４月に開始した桧沢地域デマンドタクシーの利用状況に関する１点目、４月１日以降

の桧沢地区での利用状況と現時点での問題点とその対応、さらに、２点目の桧沢地域デマンド

タクシー実証運行の住民への周知についてのおただしに関しましては。関連づけて答弁をした

いと思います。一括してお答え申し上げます。 

 まず、利用状況につきましてでありますが、４月が27名、５月が30名という数字になってお

ります。実証運行を開始して間もないこともあり、初めて利用される方から、制度の仕組みが

分からない、予約に少し戸惑っているという声があり、周知に課題があるものと認識をしてお
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ります。 

 これまで桧沢地区区長会やタクシー事業者と協議を重ね、各集落の状況に応じたきめ細かい

住民説明会や周知チラシの配布を計画しておりました。しかし、新型コロナウイルス感染症の

拡大により、実証運行開始前に予定していた住民説明会については中止せざるを得ず、コロナ

禍においても工夫してできることを桧沢地区区長会と協議し、対応してきたところでございま

す。 

 具体的には、分かりやすい周知チラシを全戸に配布し、さらに、利用方法のマニュアル冊子

を作成し、各区長さんからデマンドタクシー利用対象者の方々に対し、直接配布をしていただ

きました。さらに、各タクシー事業者においては、タクシー車両の中に周知チラシを配置し、

さらには予約の際に、受付担当者から詳しい説明を行うなど、制度の分かりやすいアナウンス

に努めていただくなど、積極的なＰＲに協力をいただいております。 

 そのほかにも、町の広報紙をはじめ、ホームページへの掲載、その他あらゆるツールを活用

し、関係者が一丸となって理解が深まるよう丁寧に対応していると認識しております。 

 今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら、集落の会議や健康サロンなど、人

が集まる機会に積極的に足を運んで、デマンドタクシーの周知徹底に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、ドローンによる災害対応・農林業振興・観光振興の協議会（クラブ）設立をに関する

１点目でございます。 

 ６月１日に協定提携をしたＡｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）との詳細な内容はとのおただしを受

けましたが、Ａｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）につきましては、南総建株式会社の関連会社であり

まして、令和３年１月の創業となっております。 

 無人航空機ドローンを活用した空撮及び撮影した画像データを利用した測量などを実施して

おり、本年３月には、本町や只見町で発生した雪崩の状況も画像分析をして山口土木事務所に

提供するなど、高い技術力を持って活動されている団体でございます。 

 協定の具体的な内容ですが、町内において火災や捜索、また、災害発生のおそれがある状況

における情報の収集活動などについて、円滑、適切に実施するための協定となっております。

近年、ドローンの活用は重要な役割を担っており、災害発生時の状況把握や行方不明捜索の迅

速な対応に欠かせないものとなっております。 

 今後、有事の際に迅速かつ効果的な活用が期待されるものと考えているところであります。 

 ２点目に、2019年１月21日に総合警備会社アルソックと災害時等の無人航空機による協定を
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締結しているが、このたびの協定との兼ね合い、災害発生時の取扱いなどに問題はないかとの

おただしでありますが、今回のＡｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）との協定内容には、行方不明者の

捜索に関する活動内容を具体的に記載しており、アルソック株式会社との協定内容にはこの部

分が入っておりませんので、大きな違いとなっております。 

 今回のＡｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）との協定につきましては、行方不明者の捜索が発生した

場合に、地元の事業者であるという利点を生かして、迅速な対応が可能であることから、締結

に至ったものであります。複数の事業者と協定を結ぶことにより、広域的な災害時など対応に

応じた活動にも役立つものと考えております。 

 次に、３点目、ドローンを活用し、様々な活用が進んでいるが、安全でさらに有効に活用す

るための情報交換する場が必要だと考えるが、町がリードして協議会、クラブ等を設立する考

えはとおただしを受けました。協議会等の設立につきましては、これまで具体的な事案による

協力依頼の実績がないことから、今後の実績等を踏まえた上で、どのような連携が図られるか、

他の分野での様々な活用方法など、関連団体や事業者の状況を見ながら検討すべきであるとい

うふうに判断しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁をいたさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 教育長。 

○星 英雄教育長 それでは、私からは、ＩＣＴ授業の進捗状況、課題及び今後の計画はに関

してお答えします。 

 初めに、タブレットの自宅へ持ち帰りを含めたＩＣＴ授業の進捗状況、課題及び今後の計画

はとのおただしでありますが、昨年12月に小学４年生から中学３年生までの児童生徒を対象に、

試験的にタブレットの自宅への持ち帰りを各学校で実施いたしました。保護者からの感想とし

ましては、今学校で学習している内容を家庭で確認できてよかったという感想や、タブレット

を使うことで学習に興味を持てたという意見がある一方で、インターネット環境が整っていな

いことや家庭での負担が増えてしまう等の理由で、タブレットの持ち帰りに同意されなかった

家庭もあるなど、課題も見られました。 

 今後もタブレットの持ち帰りについてのメリットやデメリットについて、学校や家庭と十分

に協議を重ね、試行してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目、ＧＩＧＡスクールサポーターと教育現場、先生方の相談及び対応、情報交換

活動などの現状はとのおただしでありますが、昨年度までの２年間は、ＩＣＴ技術に関する幅
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広い知見を有する方をＧＩＧＡスクールサポーターとして各学校に配置し、ＧＩＧＡスクール

構想による急速な学校のＩＣＴ化を支援してまいりました。今年度からは、４名の専門スタッ

フを配置したＧＩＧＡスクール運営支援センターを業務委託により町内に設置し、組織による

安定的な支援を行える基盤を構築することで、これまでと同様にＩＣＴ機器の活用支援やトラ

ブル解決に努めております。 

 ＧＩＧＡスクール運営支援センターでは、ヘルプデスクを設置し、ＩＣＴ機器活用の急ぎの

相談にも応じておりますが、電話等では解決が難しい機器の不具合やトラブルの場合には、直

接学校を訪問し、応急の対応等を行っております。 

 また、学校からは、教員を対象とした研修の依頼もあり、今後はそのような機会を通じて、

教員とＧＩＧＡスクール運営支援センター職員との情報交換をさらに密にし、相談しやすい関

係性を築いていくよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目、南会津町学校教育情報化推進会議の活動状況はとのおただしでありますが、

南会津町学校教育情報化推進会議は、南会津町における学校教育の情報化の効果的な推進を図

るため、昨年度設置し、町立学校11校の情報担当教員とＧＩＧＡスクール専門スタッフで構成

されております。 

 昨年度は、計６回の会議を開催し、端末使用マニュアルの確認やタブレットを持ち帰る際の

ルールの検討、タブレットの年度更新を行うための確認等を行っております。 

 今年度も引き続き情報化推進会議を計４回開催する予定でおります。会議では、各学校のＩ

ＣＴ機器活用の事例検討会や他市町村のＩＣＴ機器活用の状況調査等を行い、さらなる学校教

育の情報化の推進を図ってまいりますので、ご理解願います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項については、担当課長等より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 それでは、再問させていただきます。 

 現時点での考えですし、詳細でなくて、答弁の中で確認できたことを繰り返させていただき

ますが、愛好家とか、そういう情熱を持った人たちのアドバイスとかをいただきながら、観光

関係の人たちの協力も得ながら進めていくということで、了解してますが、ただ一つ、こんな

部分もあるんです。この後と一緒に質問させていただきますけれども、町長の答弁の中で、浄

土平とか、星の村天文台の部分に関しては、連携しながらと。２番の部分にいきなり移ってし

まって申し訳ないんですけれども、この部分に関しては、大きな事業にもなるでしょうし、そ
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んなに簡単にできるものではないと思うんですけれども、その辺については、やはり町長の言

う夢と希望に満ちた活力のあるまちづくりの中では、こういうものって、皆さん聞くと、夢だ

とか、割と手の届かないものだというイメージで感じるものだと思うんです。人によっては箱

物だとか、それは自分、人のものではないかとか、いろいろあるかもしれませんけれども、こ

れに対して、他の大きな天文台が県内にありますので、そちらとの連携という話で答弁もあり

ましたけれども、明日につくるという話ではなくて、もっと長い目で見たり、この部分に関す

る可能性というか、夢の部分について、町長はどういうふうに考えているか、お聞かせくださ

い。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 今回私の選挙公約の中に、あえてこの項目を入れました。多分哲議員から質

問がたくさん来るだろうなというようなことを想定しながらでございますが、しかし、南会津

地方において、星空というのは宝なんだなというふうに私は思っております。 

 実は昨年11月30日に、福島民報の論説の記事がありまして、奥会津振興という記事の中で、

南会津地方は全国トップレベルの天体観測に適した地域だとどれだけの人が認知しているだろ

うか。国立天文台副台長の渡部潤一先生によると、日本一星空がきれいな村と環境省のお墨つ

きが出ている長野県の阿智村に勝るとも劣らないと、このような記事を拝見いたしました。 

 私も南会津町の星空はきれいだなというふうに常々思っておりましたが、ふだん見慣れてい

るものですから余り感じないというか、表に出さないのかなというふうに思っておりました。

しかし、外部の目でそういうふうに映るということは、町の財産ではなかろうかと思いまして、

今回の政策の中に盛り込んだということでございます。当然夜観察するものですから、宿泊が

伴う、そうすると、経済的メリットも伴うのかなというこのような認識でおります。 

 それから、南郷の星の郷ホテルの運営の中でも、星空観察会をやると非常に好評だというよ

うなこともありましたので、この記事があるように、この地域の一つの魅力として生かしてい

きたいなと思っているわけでございます。 

 実は７月26日なんですが、国立天文台のほうにアポイントがとれましたので、私お邪魔をし

て、渡部先生とお話をして、今後の進め方についてもアドバイスをいただきたいなというふう

に思っております。まず第一は、町民の方、または事業者の方自らがその魅力を認識されて、

自慢できるものがないと、アドバルーンを掲げただけでは事業は動かないのかなという思いが

ありますので、その辺の機運の醸成も含めて進めていかなくてはいけないと思います。それが

今やらなくてはいけない第一歩かなというふうに思っております。 
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 議員からは、本格的な天文台の整備というような遠大な構想を提案いただきましたけれども、

そこまで行き着くのには、もう少し時間をおいてしっかりやっていかないといけないんだろう

というふうに思いますし、事業の進捗を見定めながら、その効果そういったものがあるという

ことであれば、検討の余地はあると思いますが、現時点でそこまで目標として目指すんだとい

うのは、なかなか発言しにくい中身かなというのが私の実感として今持っている考え方です。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 町長の答弁の地域の人たちになおさら再確認の意味で、豊かな自然

の中でこの満天の星空が当たり前と感じる人、朝早めに起きたら星がぎらぎらだったとか、町

長が言われるスキー場での思い出で、ライトを消したらすごい星空だったという話も聞かさせ

ていただきましたけれども、そういう意味では、確かにその部分は僕も大賛成です。僕は観測

者であったり、見ている人間で、星とは長い付き合いなので、その辺はすごく皆さんとの温度

差も確かにあるかもしれないんだけど、かといって、先走りしているつもりはありません。 

 １つ実例だけ話したい部分があるんです。1996年、今から26年前になります。農林水産省農

村21バイタルプランという事業があって、実は針生天文台の建設になったという経緯もありま

す。これはどういうことかというと、県内様々な部署で農村の活性化を狙った部分で、あのと

きは田島町が手を挙げて、農林課のほうで農村の活性化の中で農村21バイタルプランという、

21というのは21世紀ですね、今でも21バイタルプランという言葉はあるみたいですけども、そ

の中で手を挙げたら採用になって、針生の地区で挙げましょう。つまり自然とゆとりの空間、

星の郷、田島、針生と書いてあって、採用した一覧表が民友新聞に96年の新聞に載っています。

考えてみますと、これから１年後に天文同好会をつくって、その２年後に98年ですね針生天文

台が完成に至りました。 

 その部分でいうと中規模だったかもしれませんけども、そのときに福島留学というのがあっ

て、各地区に家族連れで都会の人たちが来るＪＲ東日本が主催したツアーでかなり来ていまし

た。数千人までは及ばなかったかもしれませんけれども、その後ありますので、それを使って

今言った星空のすばらしさを体験して、子供たちとか家族連れは帰っていったという経緯もあ

ります。 

 それからだんだん衰退していったのも気にはなるんですけども、そういう例もありますし、

町長言わんとしている、この場合何が必要かというと、ここで僕たちが言いたいのは、星の郷

ホテルを引用させていただければ、ハードで望遠鏡もセットして見せてあげたいというのもあ

るけれども、裸眼で見るのが一番すてきだと僕も思っていますけれども、そこで道具があると
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土星が見えたり、ガリレオ衛星の４つが木星で回っているのが見えたりするわけです。そうい

うのがあるとないでは全く違うので、僕は一足飛びに巨大ではなくても、この宿泊型をすると

きには、そういう話も出てくると思うんだけれども、ハードがないので、例えば出前的に望遠

鏡を幾つかそろえて、そこに行って案内してあげるよとかいうのは、この後出てくる話だと思

うんです。 

 ただ、夢の大きさだけいえば、非現実的ではないと思うので、ぜひ浄土平とか、大きな天文

台と連携ではなくて、この町に来たらば、ああ、結構すごい大きいのがあるね、東日本では５

番目ぐらいかもしれないけれども、まあまあ大きいのがあるというそういうハードの面の可能

性はないかもしれないけれども、一つの目標というのはあるとないでは全然違うんです。その

部分に関して、単なるガイドして、星空の星座を案内して、きれいでしょうという案内よりは、

起爆剤になるんだと僕は思っています。さらに決定打なんだと思うんです。この事業を成功さ

せるにはかなり大きな効果だと思います。 

 つまりほかの田村市で成功している事例は大きかったから、何億円もかけてつくっています

から、これに関してはどうでしょう。要は、その分ではなく住民の意識の上昇から、もちろん

始める順番は大賛成ですけども、一足飛びを私は狙っているかもしれないけれども、その半分、

何年か後にはそういう目標として掲げてもいいのではないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 先ほどお答え申し上げましたように、現時点では一足飛びに大きな天文台と

いうところまでは考えてございません。その効果を見極めながら、そういったものが必要だと

いうようなことが機運の中で盛り上がって、町が負担できる財政規模の中で整備が可能であれ

ば、それは当然検討課題に挙がってまいりますが、現時点では哲議員の提案ということで受け

止めさせていただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 了解しました。 

 方向性のそういうアドバイスをもらいながら進める部分は私も大賛成ですし、田島天文同好

会とか、そのほか天文同好会の方々もいらっしゃるし、そもそも普通に女性の方々が多いんで

すけれども、昨日のあの星何だったのかなと、そういう感動できる町民はいっぱいおりますの

で、そういう人たちの声も聞きながら、町長の宿泊型観光誘客の成功を町民全員で盛り上げて、

我々もその部分に協力できればしていきたいと思います。 

 それでは、２番目に移りたいと思います。 
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 ４月に開始した桧沢地区の部分なんですけれども、４月が27人で、５月が30人ですから、１

日平均すれば１名ぐらいの部分で、問題としては、知らない方もいらっしゃるし、パンフレッ

トでもよく見れば、割と見やすいパンフレットだったと思いますけれども、ええ、そんなの配

られたのとかいう方も中にはいた感じなので、本当に周知は、コロナで現地の説明会ができな

かったといういろんなできない理由もありましたけれども、今後については、４月、５月では

この状況ですけども、あと地区の集まりでプレゼンしたり、周知していくといいましたけれど

も、具体的には計画はまだ上がっていないんですか、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 現段階で詳しい日程までは調整できておりませんが、今後各地区の区長さん方であったり、

社会福祉協議会のサロンの実施予定であったりで、そういった時間がとれるかどうか確認しな

がら進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解願います。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 料金を見ますと、400円だったり、小中学生は200円だったり、それ

が住民の移動について、コスト的にはすごく、これで行けるんだものいいねとか、午前、午後

だったり、時間を見ると、４本になっていたりするし、乗り合いとすれば、組み合わせると移

動の自由ができたと。先ほど山内議員のほうから出たデマンドタクシー、これは桧沢地区に限

らず、本当に実証運行という言葉そのままで、ほかに栗生沢とか、荒海とか、完成していると

いうか、それはまた改良の余地はあるんでしょうけれども、そういう意味では、これがモデル

だったり、会津乗合のほうが今でも移動していますし、実際動いていますけれども、これの最

終系というのは、もちろん当時のプランに沿ってやっていると思うんですが、これはどうなん

でしょう。予定の計画書にのって進んでいるとは思うんですけれども、これって早まる可能性

とか、もっと拡大する、先ほどドライバー不足だったり、様々な問題があるということがあり

ましたけれども、この辺の可能性についてはどう考えでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 計画の予定からすれば、順調に進んでいるのかなというふうに考えておりますが、伊南地域、

南郷地域につきましては、先ほど答弁しましたとおり、ドライバー不足によってそこをデマン

ド化できないというような課題もありますので、交通事業者と連携を取りながら進めていきた

いなというふうに考えております。 
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 計画の予定としては、現計画が令和７年度までというふうにさせていただいておりますので、

それまでには何とか形をつくっていきたいというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 多分イメージとしては、もしドライバーだったり、運行会社のハー

ドというか、その分がなければ誰もこの事業は進まないのは確かです。車もなければ運転手も

いないのに動くはずはないだろうとなってしまいますけれども、なりわいとしてタクシー会社

とか、地元の部分でいえば、そこで年間ドライバーで若い方が入ったら、四、五百だか、600

だか、その辺の分が安定してなりわいとして成り立つならば、もちろん手を挙げてその資格を

取ったり、タクシードライバーになったりしていただけるんだと思うんですけれども、その分

がまだ会津乗合の仕事と考えると、大きなバスが今朝もすれ違ったりしていますけど、これ空

車で回送と書いてあるけど、朝２本、午後２本、何で帰ってくるのかなとかと一瞬僕としては

信じられない状況が起きているんです。ちょっと脱線はしませんけれども、これについて、何

で２本が行ったり来たりするんでしょう。最近激しく、毎日のように早朝から。聞いていませ

んか。 

〔「どこの路線のことか」と言う者あり〕 

○１０番 湯田 哲議員 289です。山口と伊南。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 会津バスにつきましては、車両をそこの路線専用というものを使っていないということで、

いろんな車両が会津バスの運行エリア内で使用されていることから、多分回送のバスにつきま

しては、これは私の想定ですが、別のエリアで使うために山口営業所で使っていたものが田島

営業所に持っていったりということなのかなというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 脱線して申し訳ありません。そういう意味では、あそこに人が乗っ

ていけばいいんだろうなと素人は思っているわけです。 

 デマンド交通、課題はまだあるし、先ほど洗い出しをするという答弁もありました。ぜひ洗

い出ししながら、その中で実証に向けて進んでいってほしいと思います。桧沢地区の部分は、

周知のためにぜひ現地説明会を、答弁にありましたけれども、進めていってほしいと思います。 

 それでは、３番に移りたいと思います。 

 これに関しては、全体で再質問させていただきます。 
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 南総研の空撮部門というか、多分工事現場の部分だったりする空撮が既にできる状況がハー

ド的にできていますので、それを延長して何か只見の災害、そこの部分を撮影して、被災状況

の報告があって、すごく感謝されたというような報告がありました。私はこの３番にもいって

しまうんですけれども、不思議なのは、民間からそういう声が出ないからそれぞれがやってい

る、今インターネットでそういう情報というのは最先端でできていますので、別段他者と競い

合って仕事を取るということにはなっていないかもしれないんだけど、そういう技術がありな

がら、農家の部分は農薬散布で16キロぐらいの荷物をつけて空を飛んで消毒をしていく人たち

がやっているわけです。 

 それを見ていますと、例えばＡｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）が、被災箇所が複数あったら、そ

の技術をＡｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）だけではなくて、そういう操縦資格を持った方がいます

から、そういう連携がいくと、では順番を待っていてくださいよと、何か所かという部分でい

えば、何かみんな今どこのエリアでもそれは確かに、どこかに降ったからもう災害のときはど

こどこさんがやってくれるからいいやではなくて、だったら、今ちょうど橋が崩れそうだから

というときは、場合によっては、小学生の子が、100グラムぐらいのドローンで、これは極論

でいうんですけれども、探して後ろにまで行ってみれば、これは危ないよということを見られ

るんです。今はスマホでコントロールしますので。 

 そんな意味では、それじゃ違うだろうではなくて、そういう知恵だって、先ほどのＡｍａｔ

ｏｂｕ（あまとぶ）を引用するんだったら、Ａｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）は今南郷地区に行っ

て、南郷地区の災害現場を依頼しているから撮影しているというんだったら、どこかの、例え

ば大きな農家がありますので、そういう人たちはほとんど全員持っています。法人化している

もので巨大な300万円ぐらいの予算でドローンを飛ばして消毒をやっています。そういう人た

ちも忙しいでしょうけれども、そのときぐらい声をかければできるんだろうという部分でいう

と、そういう意味での協議会なんです。 

 だから、そういう部分で誰かが手を挙げるのを待たずして、町がリードして、そういうのを

情報交換しながら災害で、当面は赤外線カメラがないとできないので、Ａｍａｔｏｂｕ（あま

とぶ）に言ってやってもらうのもいいでしょうけれども、その辺も声かけなんです。今みんな

ばらばらそれぞれやっていますけれども、みんなこういう新しい情報がきたら、こんなのは新

しくできたねという情報交換で、みんな切磋琢磨していくようなそういう組織、協議会、言葉

は僕は分からない。前回は南会津町ドローン班なんていうと、皆さんドローン班はアレルギー

で、無人航空機というのを使うと、多分正常に感じますけれども、ドローンは全然悪党ではあ
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りませんから、言葉がすごく悪いんですけれども、無人航空機といって、僕は日本語でずっと

いうべきだったのかもしれませんけれども、これほどすばらしいものは僕はないと思っていま

す。 

 僕もちょっと遊びでやっていますけれども、６月20日から航空法が変わって、200グラム程

度とあるのが100グラムからもう登録しろとなっているんです。子供が遊ぶのにも登録して、

航空法にのっとってやれというわけなんです。僕はそんなのを聞いていると、日本は発達しな

いな、日本は何にもできないんだなと思いながら、がっかりしています。要は、落下事故だっ

たり、イベント場で撮影で落ちたり、いろいろなトラブルが多いからなんです。だから、そう

いうこともなくしても、法律は仕方なく思いますけれども、そこでぜひ町がリードして、そう

いうプロ的にやっている人たち、消防もやっています。 

 前回こんなのがありました。ドローン班、引用させていただきます。これは２年前、ドロー

ン班による災害人命救出をつくって、災害に近代化をしたらどうだという質問をしたことがあ

ります。そのときに、町は、先ほどの町長のラストの言葉とほぼ同じですが、行政消防、ドロ

ーンを所持している個人や企業と連携及び協力体制については今後の検討課題とさせていただ

きますと２年前も一応検討の課題としていっているんです。今回もどちらかといえば、まだ誰

もそういう声は挙げていないので、町としてみれば、そういうリードをする考えはないという

結論だったと思うんですけれども、そういう意味では、どこかが手を挙げて、別に事務局をこ

っちでやれというのではない、その中で南総研さんでもいいです、Ａｍａｔｏｂｕ（あまとぶ）

さんが私たち今こんなことができるんだけれども、こういうのはみんなどうなんだろうという

情報交換だったりするんですが、そういうきっかけづくりに町が手を挙げないかと、リードす

るという言葉を使っていますけれども、どうでしょうか考えは。 

○室井嘉吉議長 住民生活課長。 

○渡部秀介住民生活課長 お答えいたします。 

 そういった協力といいますか、協議会的なものという部分では、町としても前向きには検討

できると思います。ただ、町としても、そういった知識ですとか、技術、どこまでの技術がそ

ういういろいろなものに連携していくのかというのも、まだまだ勉強する部分がございますの

で、そういった部分で、技術ですとか、機種の性能、機能性ですとか、そういったもをもう少

し勉強させていただいた上で、さらに協定を結びましたので、そういった協定での活動依頼を

実際にしてみて、どういう活動が本当に実践的にできるのかというのも含めて、今後そういっ

た別な意味での災害ですとか、消防関係なく、幅広い連携につなげていければなというふうに
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思っておりますので、ただ、今すぐにという部分では、町としても知識ですとか、技術ですと

か、そういった機器の機能性ですとか、まだまだ十分に勉強している部分がございませんので、

その辺はもう少しお時間をいただければなというふうに思っております。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 議員から協議会をつくってということで提案をいただきましたけれども、何

のために、どういうことをやってという中に入れるものが我々としてはイメージができないと

いうか、そこをしっかりしていかないと、前に進まないというふうに思っております。 

 例えば、議員の情報の中で、こういうふうにうまくやっているからここの自治体を研究しな

というようなどこか先行事例があったら教えてください。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 先行事例については、ちょっと即答できないんですけれども、ただ、

私が言いたいのは、先ほど課長のほうで言われました町としてその技術とか、それがまだ確認

できていないしという部分がありました。でも、本当にこの町がスタートとして今もっと、ド

ローンについてこの質問をしているので別に脱線しませんけれども、これがまさに皆さんが思

っているよりはるかに、もう５分でも、スマホのタッチパネルの覚えではない、そのぐらいの

レベルで操作できる時代になっているというのがまず事実なんで、だから、それこそ小学生で

も、２年生でも、多分同じようなことができてしまう時代になっていることだけ予告しておき

ます。だから、操作だから、ラジコンだから、器用な人しかできない時代ではない。 

○室井嘉吉議長 免許ないと…… 

○１０番 湯田 哲議員 そうではないです。そういう時代ではないです。 

 議長、それは私語です。 

 その意味で言えば、ぜひその辺はふれてみていいと思うんです。だから、まずさわらないと

か、好き嫌いはもちろんあります。だけれども、その意味では割と皆さん、隠れドローン家が

いらっしゃるかもしれない。要は、割と動いているんです。つまり法律に逸脱してやっている

というわけではないです。今はインターネットで飛行データの登録もできますので、すごく気

楽にできる時代になりました。だから、そんな意味ではぜひその部分で実証自治体ではなくて、

それは大それたことを言っているわけではないので、ぜひその辺の操作の部分について、少し

興味がある方ならば、僕の友人はもう十何年もドローン、もうこういうふうになる時代の前か

らやっていますけれども、それより彼に言わせると、すごい町中でも飛んでいるよというわけ

だ。今度から登録しなければ飛べなくなったんですけれども、だから、そんな意味では研究の
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余地は僕はあると思います。 

 実証の自治体、北海道とか、人命救助の情報はあるんですけども、そこで、他の業種、例え

ば農林業とか、今言った専属の撮影班、撮影的な会社等はないので、その辺ちょっと情報提供

できないんですけれども、この町にどんどん入ってきていますので、ましてや町内の民間、そ

ういう空撮の業者、南総研という関連会社のそういう会社があるので、彼らだって中心になっ

てやってくれないかなといったら、彼らは今そのシナリオがないと、町長が多分言われました。

どんなことをするのかも分かっていないではなくて、そのときその人たちが集まって何をする

かを考えても、僕は遅くはないと思うんです。それって大切なことだと思うんです。我々が青

写真とかたたき台を出さないで、彼らがやって彼らが独り歩きするのも僕は結構だと思います。

そういう考えなんです。そういうリードはできないでしょうかということなんです。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 お答え申し上げます。 

 議員の持論はよく分かりました。しかし、町としてもう少しドローンの活用状況を見極めて、

議員が提案される協議会の必要性については、引き続き検討させてください。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 2020年、２年前も同じような尻切れというか、こういう結論で終わ

ったんですけれども、いや全然また２年たってすごく進化しました。驚きです。あの当時より

もっとすごくドローンも進化していますので、検討の言葉は出たので、ぜひ検討してほしいな

と思います。 

 最後のＧＩＧＡ構想の部分です。 

 ちょっと気になったのは、１つあったんです。教育長答弁の中で、実は片方でＧＩＧＡスク

ール運営支援センターという名前が出て、私の質問の３番目の南会津町学校教育情報化推進会

議とあるんです。僕は何か名前が変更して支援センターになったのかなと思ったんですが、こ

れは明らかに違う形で、予算書かどこかで支援センターについて何か、整備に予算がついてい

たみたいですけれども、これはまるっきり独立しているし、４名の専門員となっていますけれ

ども、ＧＩＧＡスクールサポーター的な人たちはどこにいってしまったのか、ここにいるんで

しょうか。この区別についてもう少し分かりやすく説明していただけませんか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 
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 まず、令和２年、３年と、各学校にはＧＩＧＡスクールサポーターという方々が各学校ごと

にそれぞれ担当として配置されておりました。本年度令和４年度からはその制度が変わりまし

て、ＧＩＧＡスクール運営支援センターというものを設置しまして、その支援センターの中に

サポーター的な技術を有する方が配置されているということになります。センターから各学校

に向かうということになります。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 センターという名前がついているぐらいですから、ＧＩＧＡ運営サ

ポーター、僕は実は勉強不足で申し訳ない。このセンターはどこに事務所というか、確保して

いるんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 この事業を受託されました事業者が高野地区にセンターを設置いたしました。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 空き家とか、その辺想像なので、高野地区に事務所があると、了解

しました。 

 先ほど教育長のＧＩＧＡスクールの持ち帰りを４年生から中学３年生までやって、問題点と

よかった点と、授業が興味を持ててといわれて、問題点が１つ、インターネット勉強の問題は、

初めから予想はしていたんだけれども、家庭によっては不評だったというか、環境も悪いとか

と、これはレンタルＷｉ－Ｆｉを貸すという当時はそういう話が出ていたんですけれども、そ

れは結局、環境がなかった人たちは子供たちは持ち帰りできなかった、その差はどうですか、

現場はどうだったんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 まず、Ｗｉ－Ｆｉ環境がない家庭に関しましては、今ほど議員がおただしのとおり、Ｗｉ－

Ｆｉルーターをレンタルで無償でお貸しいたしました。これは実証実験という意味もありまし

たので、今回に限ってはお貸しして、それでつながるかどうかの確認はできました。ただし、

その以前の段階で、各親御さんに同意書というものを提出していただきました。その同意とい

うのはどういったことかというと、もし万が一壊れた場合にはご家庭のご負担で修理のほうを

お願いしますというような内容だったわけなんですが、そこまではちょっと責任を持てないの

で、持ち帰りは遠慮したいという家庭もあったという内容です。 
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○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 了解しました。すごく残念ですけど、親としてみれば、その分のそ

こまでそんなことをしなくても、教育委員会なり、町なり、壊れるという不安もすごく分かる

し、やり取りの分の、承諾書というのもちょっと切ないあれだったんですけれども、それは現

実に行われて、結局承諾が得られなくて、持たずに授業を受けなかった人たちもいたんでしょ

うから、それは残念です。 

 この分でいうと課題がそのまま残っていたということですよね。別に家庭環境が、自宅学習

というか、僕が思っているのは、先ほどのよかった点の部分で興味を持っていた人がいたとい

うことはとても大切だと思っているんです。ああいうので勉強していくと、興味を持てて、さ

らに次は何というのを子供たちは感受性豊かですから、大人なんかよりはるかにいろんなもの

を勉強していって、ここのところうちの子勉強するようになったなとかというのは、僕はすご

くスイッチというか、きっかけになるものがあると思うんです。実はそれをやらないで、本を

読み始める子供が出るかもしれないし、僕はきっかけづくりにはとても大切で、何か一回テス

トして、今みたいな不評があったから、前進しないで公平公正の中では、その子たちに合わせ

て、10％いたかどうか分からないけれども、授業ができない状態でいると思います。不公平に

なりますからね。 

 その辺でいうと、この後というのは、そういう方の問題を置いたままですから、それを解答

して、何かあっても、授業を自宅でできるという時代になっているにもかかわらず、こういう

課題ですから、やらずに終わるんでしょうか。この後、もし明日大地震で何もあ、そうか、あ

れができなくなってしまうと困るんですけれども、その部分はどうですか、やれるんでしょう

か。実証実験をしていますね。次の実証実験はどうでしょうか、実践は。 

○室井嘉吉議長 教育長。 

○星 英雄教育長 その点につきまして、私からお答えしたいと思います。 

 家庭ヘの持ち帰りの実証実験段階だということで、家庭に持ち帰る意義というのは、学校教

育で十分に指導ができない、例えば有事が起こって学校が閉鎖になって授業が行えないという

ような場合は、家庭のほうに持ち帰っていただいて、それを授業に使うということで、学習の

機会をしっかりと確保していかなくてはいけない。そういう場合につきましては、先ほどの同

意書とかなんかについては、学校のほうで持ち帰らせるので、今度は経験としていく必要もあ

るのかなとは思います。授業に必要だということで。 

 私的な考えでは、家庭に持ち帰らせて、先ほど議員おただしのとおり、学習の興味が広がっ
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て、さらに勉強するのではないかとか、また、それを機会に別なほうにいくのではないかとい

うお話があって、確かにそういう機会は増えるかなというふうに思いますが、そういう面につ

いては、じっかり学校でそれを実施していくと。学校は教えの場であって、家庭は家庭の場だ

というふうに割り切っていますので、極力必要がない限りは持ち帰らないで、しっかりと学校

でそれを活用する能力をつけていきたいなというふうに考えています。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 学校でやる場所は学校と、確かに学校であるし、そのための授業を

設けているわけだから、これはもう当然だけれども、そういう時代になっていて、そういう学

校が普通にやっている部分の子供たちの違いは一体なんだと想像すると、持ち帰って、別な例

えば４年生、５年生の勉強を２年生がやっている子がいるかもしれないし、５年生の子は３年

生の授業を、もしかして覗いて、見ることもできるわけだから、場合によっては大学の講義も

聞いている子があらわれるかもしれない。そんな意味では、そういう可能性もある部分につい

ては、すごく残念ですけれども、今本町ではその辺は目をつぶって、学校で優先して勉強して

いくというのが仕方がないとは思わない、行く行くはそういうＷｉ－Ｆｉが当たり前の時代に

なると思うので、そういう方向にぜひ進んでほしいなと思います。 

 時間も最後ですが、１つだけ、天文の話をちょっといかさせてください。時間は一応持ち時

間なので、脱線しませんので、しゃべらせてください。 

 1996年の農村21バイタルプラン、これが町で対策されて、そして、１年後に天文同好会とい

うのができて、18人ぐらい、今は五、六人しかいないけれども、皆高齢化したりしていますの

で。実は1998年の建設の年、機種設定からデザインから全部我々アマチュアみんなでやりまし

た。どんな望遠鏡なのか、大きさもこのぐらい、そして、寄贈したのは正義君のお父さんです

庄右工門さんです。60歳です。今見ましたデジカメの中に入っています僕の。７月７日に地鎮

祭をして、雨降りでした。傘をさして地鎮祭をしました。98年の７月ですよ、すごい若い顔で

写っていました。 

 それを思うと、僕はこの部分を見たときに、運命を感じました。それは何かというと、それ

をした60歳のお父さんが、僕はもちろん、頼んだのは僕だった、庄右工門さんに頼んだんです

けれども、そういう意味では、本当によくやったし、１週間でつくってくれました。その後、

メーカーが来て、今度は上を建てて、本当に短期間でもうすごい超短期でできてしまいました。

この歴史を僕はいつも見ているので、この意味で言えば、僕は運命を感じて、多分町長がこの
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大きな天文台をバイタルプランではない、今の国の中の活性化の中の部分の一つのいろんなあ

りますので、その部分でつくるんではないかと僕は一つの運命を感じて、僕はこれを見ている

んですが、町長の考えは。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 うちの父親の話を出していただいて、ありがとうございます。帰ったら仏壇

に報告したいと思います。 

 冒頭申し上げましたように、今後の展開を見てやらなくてはいけないと思いますし、相当の

規模のかかる事業だということで、今後の推移を見守るということで、答弁はここで止めたい

と思います。よろしくお願いします。 

○室井嘉吉議長 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 終わります。 

○室井嘉吉議長 以上で10番、湯田哲君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をします。 

 14時50分再開といたします。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○室井嘉吉議長 休憩前に引き続きまして会議を開き、一般質問を行います。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田 良 一 議員 

○室井嘉吉議長 ８番、湯田良一君の登壇を許します。 

 ８番、湯田良一君。 

○８番 湯田良一議員 議席番号８番、湯田良一です。 

 通告に従い、一般質問を始めます。質問内容は、大きく分けて２点です。 

 まず１点目です。デマンドタクシーのエリア拡大をです。 

 デマンドタクシーエリア内の利用者の方からは、料金など好評を得ているように思われます。
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町内の利用したくても利用できない交通弱者の高齢者の方もいます。町内までは今のところエ

リア外のために利用することはできません。町内に住んでいる高齢者のほとんどの方は利用で

きないのです。利用したい高齢者の方は、皆さん年金生活を送っている方々です。足や腰に異

常があり、医療機関に行くのにも通常のタクシーを利用しなければなりません。 

 デマンドタクシーですと、料金面など自宅からの距離的にも安心して生活を送れるように、

町内の高齢者の方々でも利用しやすくなると思います。デマンドタクシーのエリアを拡大すべ

きと考えますが、町の考えを伺います。 

 続いて、２点目です。新型コロナワクチンの４回目接種を若年層にもです。 

 南会津町としては、ワクチンの４回目接種につきましては、感染予防から重症化予防へと接

種方針を切り替え、60歳以上の高齢者と18歳以上で基礎疾患を有する者等を対象に、６月中旬

から接種を開始する予定ですが、今までのオミクロン株のときは、小学生や中学生といった若

年層の感染者が多く見られ、学級閉鎖や学年閉鎖などの声も聞かれました。全体的な町民も含

め、こういった若年層の感染者を今後この南会津町内から出さないためにも、南会津町ならで

はの南会津町独自の感染防止対策として、若年層への４回目のワクチン接種をされたほうがよ

いのではと考えますが、町としての考えはどうか、伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わって、再質問席から質問させていただきます。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 ８番、湯田良一議員のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに、デマンドタクシーのエリア拡大に関するおただしでありますが、本町のデマンドタ

クシーの導入につきましては、通院や買物などの生活の足を確保するため、平成30年に策定し

た南会津町地域公共交通網形成計画に基づき、荒海地域、舘岩地域などの導入を先行して実施

し、計画的に運行エリアの拡大を進めているところでございます。 

 現在運行中のデマンドタクシーは、医療機関や商業施設、さらには行政機関等の中心地から

遠方に居住する方々の利便性向上を主な目的として、各地域デマンドタクシーエリアの自宅と

田島地域の町なかエリア、言わば中心市街地、町なかエリアの指定場所のみ乗り降りできる方

法となっているため、町なかエリア内で指定場所間の移動には活用できないというような状況

でございます。 

 田島地域での町なかエリアのデマンドタクシー導入に当たっては、町内のタクシー事業者と

の協議、検討を進めておりますが、町なかエリアは通常のタクシー事業の収益の柱となってい

ることや、ドライバーの不足という課題、デマンドタクシーの導入により経営に支障を及ぼし
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かねないというような声もありますので、慎重に進める必要があると考えているところでござ

います。 

 しかしながら、町なかエリアにお住いの方で、目的地までの距離があって通常のタクシー利

用料金が負担になっているという高齢者がいらっしゃることも承知しております。引き続き町

内全ての高齢者をはじめ、自家用車を持たない方が安心して利用できる公共交通網整備の実現

に向け、交通事業者や関係機関と協議を重ね、さらに進展していく高齢化社会における移動手

段の在り方について研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 次に、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を若年層にもに関して、南会津町独自の感

染防止対策として、若年層への４回目のワクチン接種をされたほうがよいのではと考えますが、

町としての考えはどうかとのおただしでございました。 

 現時点におきましては、小学生や中学生といった若年層への４回目の接種は、国から許可さ

れておらず、60歳以上の高齢者及び18歳以上59歳以下の基礎疾患を有する方などが対象となっ

ておりますので、町が独自に判断し、接種できる状況ではありません。 

 しかしながら、国では、科学的知見等の収集に努める中で、必要があれば接種対象者の拡大

を検討するという考えも示しておりますので、本町ではそのような状況になった際にも、迅速

に対応できる体制は維持していくとこのような考えでおりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁をいたさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ８番、湯田良一君。 

○８番 湯田良一議員 この南会津町、町内といっても、中心市街地といっても、地区名で言

えば、横町、折橋、丹藤など、結構距離がありますよね。そういったところに住んでいる方が

会津バスの停留所はあるんだけど、距離的に離れ過ぎていて、いやあ、足が痛くて歩けないん

だと、腰が痛くて歩けないんだというような方もいるんですよ実際。そんな方もタクシーで病

院に行って、知り合いの方とかといろんな話をしてみますと、デマンド交通の利用者と話す機

会があるんですね。そういうときに話すと、料金面とか、デマンドタクシーに乗るまでの距離

とか、そういったところを話しますと、何かうらやましいなと。自分はタクシーで来て、こん

なに金がかかっているんだと。年金生活なので非常に苦しいんだというような声が聞かれます。

そういったところを踏まえて、エリアの拡大をできないのかなと。 
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 同じ町内でも、本当の町内、強いて言えば東町あたりから町内だと新町あたりぐらいまで、

その辺の方はあれだかもしれませんが、やはり横町、折橋、丹藤となると、ちょっと距離があ

り過ぎるもんですから、そんなところも踏まえながら、エリアの拡大を検討していただけない

かなというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 議員のお言葉どおり、町なかに住まわれている高齢者から、そういった声があるということ

は承知しております。なので、総合政策課といたしましても、タクシー事業者と協議しまして、

話をしているわけですが、今ほど町長のほうから答弁ありましたとおり、町なかエリアは、事

業収益の柱にもなっているということから、なかなかそこが町として進ませることができない

というような状況であります。 

 デマンド交通にしてしまいますと、今現在通常のタクシーとの違いということは、乗り合い

になるということですので、例えば１人が利用していたところにもう１人乗れば、同じ経費で、

300円であったりで乗ることは可能ですが、利用者にとってはいいんですが、一方で、タクシ

ー事業者にとっては、収入がなくなるというようなことから、そこを町がどのぐらい支援すれ

ばいいのかというような話にもなってきます。ですので、現段階で駄目だ、やるとも言い切れ

ませんが、今後いい方向でタクシーが利用できるような方向性を探っていきたいなというふう

に考えておりますので、ご理解願います。 

○室井嘉吉議長 ８番、湯田良一君。 

○８番 湯田良一議員 運行事業者のことも考えなければならない、あとは先ほどから聞いて

いると、ドライバー不足、そういったことも中身としては分からないわけではありません。実

は私も昔タクシードライバーだったものですから、その中身はよく分かります。だけどですね、

ドライバー不足というところでは、普通の免許では運転できませんから、二種免許というその

上の免許を取得しなくてはタクシーはできませんので、なかなか大変だと思いますが、こうい

う運行事業者のドライバー育成のためのことも今後考えていただければなというふうに思いま

す。 

 さっき課長から話がありましたように、デマンドという姿でなく、乗り合いとか、そういっ

た姿の中でも、別な面でも今後こういった方の一助になるような方向性を考えていくというこ

とでありますので、その辺は分かりました。 

 ただ、今言ったようにドライバー不足に対して、今後町のほうでもドライバー不足の解消の
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ために何かいい方策があったら考えていただければなというふうに思いますので、よろしくお

願いします。 

 あとは、本当にデマンドタクシーは心待ちにしている高齢者がいっぱいいます。だから、そ

の辺も考えて、今後いい方向性を生み出してほしいというふうに思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからお答えをさせていただきます。 

 デマンドタクシー等々の運行は、試験運行等始めまして、一定程度進んできた結果として新

たな課題が出てきていると思っております。そういったものは時代とともに推移していく話で

ございまして、今総合政策課長からお話し申し上げたように、私のほうにもそういった話が聞

こえてきているので、今後遠隔地の移動についてどういうふうな方法をとったらいいのか、こ

こは検討していく必要があるというふうに思っております。 

 それから人材不足、先ほど答弁申し上げました山内議員の中でも、担う人がいない、事業者

がいないというふうな課題もありますので、そういった人材の育成のために町が何ができるの

かというようなことも、引き続き検討材料の一つとして協議していくというふうな形で、問題

点として捉えていきたいと思っております。 

○室井嘉吉議長 ８番、湯田良一君。 

○８番 湯田良一議員 今の町長の答弁のとおりに、今後町として進めていっていただきたい

と思います。 

 続きまして、新型コロナワクチンの４回目接種を若年層にもということなんですが、この前

の新聞を見てみますと、オミクロン株の新たな派生波、ＢＡ２－12－１という新しく県内でも

初めて２名の感染者が確認されたようです。この方は、海外滞在歴がある感染者の濃厚接触者

で、感染経路は特定されているそうです。そんなこともありまして、今後新たなコロナの種類

が変化しながら、感染者が出ないように、今のところ南会津町では出ていませんが、さきの質

問の中でも話しましたが、学級閉鎖、学年閉鎖になった小中学校はどのくらいあったんでしょ

うか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 今年５月の連休過ぎなんですけれども、町内の学校でも多くの児童生徒が感染者となりまし

て、その関係で、まず小学校で１校、３つの学年であります。さらに中学校が１校、２つの学

年であります。さらに、中学校の部活動の１つの部が一部出席停止となっております。 
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 以上でございます。 

○室井嘉吉議長 ８番、湯田良一君。 

○８番 湯田良一議員 こういうふうに感染者が出ますと、学級閉鎖、学年閉鎖というふうな

姿が取られてしまいます。そういった教育環境が大きく変わるわけです。そんな状況の中なも

んですから、これからこのコロナはまだ収束しておりませんので、いつ感染者が増えてくるか

分かりません。そんな思いの中から、こういった学校教育の環境が変化することに私は危惧を

持っておりますので、こういう質問をしているわけです。 

 先ほど町長からは、今のところ国の許可が出ていないと、やはり国の許可がなければ町独自

の対応ということはできないんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 コロナワクチンの接種につきましては、ご承知のとおり予防接種法に基づいて接種を行って

いるところでございます。これによりますと、実施主体自体は町でございますが、ワクチンの

事業実施につきましては、厚生労働大臣から都道府県を通じて町に指示があって初めて事業を

展開できる、ワクチン接種事業を展開できるという指示系統になってございますので、先ほど

町長答弁にもありましたとおり、町が独自に今定められている４回目、その対象を広げて接種

をするということは不可能ということでご理解いただければと思います。 

○室井嘉吉議長 ８番、湯田良一君。 

○８番 湯田良一議員 そうですね、町でやりたくても物が国から来なければ、接種すること

はできないと思いますが、そういった状況がきたときは、いち早く我が南会津町でも即取り入

れながら、そして、町民全員ですが、特にこういった低年齢層の方々の感染者が出ないように

対応するのも町だと思いますので、そういった対応をしていただきながら、今後やっていただ

きたいというふうに思います。私も家族の中に中学生ぐらいの子供がいますので、実際学校を

休んだりすると心配なもんですから、だから、こういう質問をさせていただいたんですが、一

応町の対応と今後の姿勢も分かりましたので、以上で私の質問は終わらせていただきます。 

○室井嘉吉議長 以上で８番、湯田良一君の一般質問を終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 
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○室井嘉吉議長 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 上衣の着衣を願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明24日は午前10時から開議し、議案審議を行います。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時１４分 

 



－１６１－ 

令和４年第２回南会津町議会定例会  第４日 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和４年６月２４日（金曜日）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

       専決第１０号 損害賠償の額の決定及び和解について 

       専決第１１号 損害賠償の額の決定及び和解について 

 日程第 ２ 議案第３３号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 日程第 ３ 議案第３４号 町道路線の変更について 

 日程第 ４ 議案第３５号 町道路線の認定について 

 日程第 ５ 議案第３６号 教育委員会委員の任命について 

 日程第 ６ 報告第 ３号 令和３年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第 ７ 報告第 ４号 令和３年度南会津町水道事業会計予算繰越計算書の報告につい 

              て 

 日程第 ８ 報告第 ５号 令和３年度南会津町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ 

              いて 

 日程第 ９ 議案第３７号 令和４年度南会津町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第１０ 議案第３８号 令和４年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１１ 議案第３９号 令和４年度南会津町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第１２ 議案第４０号 令和４年度南会津町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第１３ 令和４年陳情第１号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を 

                 求める意見書」の提出を求める陳情書（総務委員会） 

 日程第１４ 令和４年陳情第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情につい 

                 て（総務委員会） 

 追加日程第１ 議案第４１号 工事請負契約について（南会津町役場本庁舎車庫倉庫建設事 

               業倉庫棟建築主体工事） 

 追加日程第２ 委員会提出議案第３号 刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意 

                   見書の提出について 

 追加日程第３ 委員会提出議案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出につい 
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                   て 

 追加日程第４ 議員の派遣について 

 追加日程第５ 閉会中の継続審査について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１６名） 

     １番  五十嵐 芳 道  議員     ２番  馬 場   浩  議員 

     ３番  川 島   進  議員     ４番  渡 部   優  議員 

     ５番  室 井 英 雄  議員     ６番  渡 部 訓 正  議員 

     ７番  丸 山 陽 子  議員     ８番  湯 田 良 一  議員 

     ９番  大 桃 英 樹  議員    １０番  湯 田   哲  議員 

    １１番  高 野 精 一  議員    １２番  山 内   政  議員 

    １３番  菅 家 幸 弘  議員    １４番  星   光 久  議員 

    １５番  楠   正 次  議員    １６番  室 井 嘉 吉  議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のための出席者 

渡 部 正 義 町 長 星   英 雄 教 育 長 

小 寺 俊 和 総 務 課 長 星   良 栄 総 合 政 策 課 長 

鈴 木 秀 和 税 務 課 長 渡 部 秀 介 住 民 生 活 課 長 

湯 田 賢 史 健 康 福 祉 課 長 室 井 利 和 農 林 課 長 

星   博 文 商 工 観 光 課 長 月 田   啓 建 設 課 長 

遠 藤 知 樹 環 境 水 道 課 長 渡 部 さつき 会 計 室 長 

菅 家 康 夫 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
阿久津 勝 英 学 校 教 育 課 長 

廣 野 友一郎 生 涯 学 習 課 長 渡 部 浩 明 舘岩総合支所長 

馬 場   誠 伊南総合支所長 平 野 芳 和 南郷総合支所長 
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事務局職員出席者 

星   貴 夫 事 務 局 長 星     彰 議 事 係 長 

  



－１６４－ 

開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○室井嘉吉議長 おはようございます。 

 携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードへの設定をお願いします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎発言の訂正 

○室井嘉吉議長 ここで町長より、発言したい旨、申入れがありましたので、これを許可します。 

 町長。 

○渡部正義町長 おはようございます。 

 去る６月17日の本会議において、提出議案等の説明に際し、朗読原稿の読み違いにより、誤

った説明を行ってしまいましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 発言の訂正を要する箇所でありますが、議案第37号 令和４年度南会津町一般会計補正予算

（第３号）の説明において、１か所目の訂正箇所でありますが、歳入の番号を第９款繰入金と

発言いたしましたが、正しくは第19款繰入金の誤りでございました。 

 ２か所目の訂正箇所でございますが、歳出の第10款教育費の説明において、世界的な金融情

勢の影響を円高と発言いたしましたが、正しくは円安でありました。また、同項目の給食材料

費高騰の説明において、町立小学校を対象にと発言いたしましたが、正しくは町立小・中学校

を対象にでありました。 

 さらに、補助金の名称の説明においても、小学校給食費上昇抑制事業補助金と発言いたしま

したが、正しくは小・中学校給食費上昇抑制事業補助金でありました。 

 以上、発言の訂正をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。大

変失礼いたしました。 

○室井嘉吉議長 ただいまの町長説明のとおりご了承願います。 

 執務中の軽装化の実施に伴い、上衣の脱衣を許します。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 



－１６５－ 

 

◎議事日程の報告 

○室井嘉吉議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 ここで、議長から申し上げます。 

 これから議題となります議案等の審議については、議会基本条例第10条の規定によって、質

疑応答は一問一答方式で行うものとし、会議規則第55条ただし書の規定によって、質疑の回数

が３回を超えることを許し、同規則第56条第１項の規定によって、その発言時間は答弁も含め、

おおむね30分に制限しますので、簡潔明瞭に質疑されるよう、よろしくお願いします。 

 なお、会議規則第54条の規定により、発言は議題以外にわたったり、また、その範囲を超え

てはならないこととなっておりますので、ご留意願います。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第２号の質疑 

○室井嘉吉議長 日程第１、報告第２号 専決処分の報告について、専決第10号 損害賠償の

額の決定及び和解について、専決第11号 損害賠償の額の決定及び和解についてを議題としま

す。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第２号 専決処分の報告についてを終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３３号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第２、議案第33号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 これから質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３４号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第３、議案第34号 町道路線の変更についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 



－１６７－ 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３５号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第４、議案第35号 町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 



－１６８－ 

◎議案第３６号の質疑、採決 

○室井嘉吉議長 日程第５、議案第36号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第36号 教育委員会委員の任命について、これに同意することに賛成の方は起立を願い

ます。 

〔賛成者起立〕 

○室井嘉吉議長 起立多数であります。 

 よって、議案第36号 教育委員会委員の任命については同意することに決定しました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第３号の質疑 

○室井嘉吉議長 日程第６、報告第３号 令和３年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告に

ついてを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第３号 令和３年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わりま

す。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 



－１６９－ 

◎報告第４号の質疑 

○室井嘉吉議長 日程第７、報告第４号 令和３年度南会津町水道事業会計予算繰越計算書の

報告についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第４号 令和３年度南会津町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを終

わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第５号の質疑 

○室井嘉吉議長 日程第８、報告第５号 令和３年度南会津町下水道事業会計予算繰越計算書

の報告についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第５号 令和３年度南会津町下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを

終わります。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３７号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第９、議案第37号 令和４年度南会津町一般会計補正予算（第３号）を

議題とします。 

 これから質疑を行います。 



－１７０－ 

 質疑はありませんか。 

 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 今回、この一般会計補正予算の中で、雪害に伴う修繕関係、本所関係

からそれぞれの支所関係の合計で、１億1,800万円という膨大な金額が修繕費として予算計上

されています。これ、建物共済等々に入っているということで、大体７割方はそちらのほうか

ら、一応予算措置がされるというふうに聞いていますが、やはり来年も今年と同じような状況

になるかどうかは必ずしも、雪の状態ですから、雪が多い年と少ない年というのはあるわけで

すが、ちょうど降雪があった中で、現地を、やっぱり周囲を見るというだけでも、見てどうな

のかということで、一応それでチェックをするというだけでも、今回のような災害の関係は防

げるものも、現実的には出てくるんではないのかなというふうに考えます。 

 そういう意味で、一応そういった降雪期間中の現地を見てみる、そういった予算措置という

のも考えて、もし予算見なくても、それぞれの管理をしているところで対応していただければ

一番いいわけですが、なかなかやはり雪害の、雪の状態によっては危険が伴う作業も入ります

ので、そういうところを今から準備をして、対応してはどうかなというふうに考えますが、そ

れらについて、考えをお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 先ほど予算、１億1,800万円というおただしがございましたが、今回の補正予算に上げてい

ます金額につきましては、一般会計で4,600万円、特別会計でこの後審議になりますが、約

1,000万円ということで、今後の見込み等を含めまして、予算化されていないものを含めまし

て１億1,800万円ということですので、ご了承いただきたいと思います。 

 その上で、雪害の予防についてでございますが、降雪時ではないんですが、私もこれ、ほぼ

ほぼ現場を見に行ってきました。あと、建設課の営繕担当も同行いたしまして、現場を確認し

てきております。 

 支所の担当者、それから本庁もそうですが、施設の管理者に聞きますと、今回の雪害は通常

の降雪と違って、１回積もったものが解けるということがなくて、積もったものが氷になって、

落ちることなく、またその上に積もって、また氷になってということで、特殊な事情があった

んじゃないかということが多くの現場のほうから聞かれております。 

 したがいまして、予防といいましても、今回の場合のようなケースについては、雪の降り方

がかなり特殊だったということなので、なかなか難しかったのかなというふうに思っておりま
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す。 

 しかしながら、当然降雪期の現場の確認で、その都度、雪下ろしができればという話もした

んですが、やはり今年の雪は特別な雪の量でありまして、職員が上がるにも大変危険ですし、

過去にも、数年前にも何人か、職員が雪下ろしでけがをしている状況もありますので、無理は

させないということもありました。あと、業者さんもなかなか忙しくて、なかなか対応しても

らえなかったというようないろんな事情がありまして、今回見込みでございますが、１億

1,800万円というような雪害が出てきたというふうに思っております。 

 今ほどありましたように、来年も同じようなことになるかもしれないということもあります

ので、今回現場を確認してきた状況を生かしまして、どのような改善ができるか、どのような

要望ができるか、これについては、全てとは言いませんが、できるものについては内部で、関

係者で話し合って、議員ご指摘のような形で、少しでも被害の軽減ができるようなことは考え

てまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 ６番、渡部訓正君。 

○６番 渡部訓正議員 ですから、いろいろそういった、確かに、総務課長の今答弁あったわ

けですが、そういった大変な状況があったというふうなことは、私も実は聞いています。ただ、

本当にそれを、ちゃんとそういった予防措置を準備することによって、やっぱり防げるものと

いうのは間違いなくあると思うんですよ、実際のところ。やはりそれは、個人ごとのそれぞれ

のこやの中で。 

 だから見ても、一つも防げなかったからしようがないんだというのも、そういう現場も間違

いなくあると思います。ただ、やっぱり防げるものもあると思いますから、そういうものをや

はり予算措置をして、そして、今言ったように職員にやらせるというのは、なかなか、高いと

ころの危険が伴うわけですから、専門屋にやっぱりお願いをするというような形にはなろうか

と思いますが、そういうのを今からやっぱり予防措置を張って、そして対応していくというの

は、予算措置が最終的には１億1,000万円を超えるというような形ですから、それを少しでも

軽減をできるということであれば、やはり必要なことではないかというふうに考えますので、

ぜひそれらについて、前向きな検討して、令和４年度内の降雪に向けた雪害防止の対応をお願

いしたいというふうに考えます。 

 一応答弁については、その中でまた何か、多分今課長が答弁した形以外には、そんなにはな

いだろうというふうに思いますので、ぜひそんな形で検討をお願いしたいというふうに思いま

す。 
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 以上です。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうから答弁をさせていただきます。 

 防げるものは防ぎたいというのは、本当に誰しも考えることでございまして、町が直営で管

理している分については職員が、それから、指定管理者に管理を委託している分には指定管理

者に、やっぱり降雪前に再度注意喚起をして、早めに対応するようにお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、屋根の雪下ろし等、高所作業車が必要な場合も、今回の場合はあったのかなと思

います。それで、高所作業車の借り上げについて、当初から予算措置しているわけではござい

ません。これは予備費等の中で、必要に応じて対応させていただきたい、そこは執行部のほう

に委ねさせていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、保険に入っているからそれでいいんだという発想ではなくて、未然に

防ぐことが重要だと思いますので、町のほうでもしっかり取り組んでいきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 今の件と重なるところありますけれども、私は一般補正の11ページ

に記載されている議案の部分で、商工費とありますが、４目10節の需用費の、まず追加の理由

を聞きたいと思います。 

〔「もう一度すみません、ページ番号等お願いします」と言う者あり〕 

○１５番 楠 正次議員 一般補正11の款の７商工費、１項４目10節の需用費、この追加内容

をお聞きしたいと思います。 

○室井嘉吉議長 舘岩総合支所長。 

○渡部浩明舘岩総合支所長 お答えいたします。 

 たかつえスキー場の修繕料追加というような記載になっているかと思いますが、こちらのほ

うの内容につきましては、会津高原ホテルの屋根でございまして、ちょうど谷、明かり取りの

飾り窓的なものがあるんですが、その谷の部分のトタンが雪害で剝がれたというような内容で

ございまして、場所といいますか、段ぶきというんですかね、になっておりまして、ちょっと

下から５枚ほど直すというような内容でございます。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 分かりました。 

 その下の観光施設等管理費の14節の部分ですね、緑の広場から下の解体工事まであるんです
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けれども、これらの委託先、指定管理先とか、それをお聞きしたいと思います。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 それでは、商工観光課で管轄しております緑の広場と会津山村道場

についてについてお答えさせていただきます。 

 緑の広場につきましては、地元の針生区のほうに指定管理をお願いしております。 

 会津山村道場につきましては、株式会社みなみあいづに指定管理をお願いしております。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 伊南総合支所長。 

○馬場 誠伊南総合支所長 お答えいたします。 

 花木の宿につきましては、ＤＭＣａｉｚｕのほうに指定管理を委託してございます。 

○室井嘉吉議長 舘岩総合支所長。 

○渡部浩明舘岩総合支所長 たかつえスキー場でございますが、株式会社みなみあいづに指定

管理しております。 

○室井嘉吉議長 南郷総合支所長。 

○平野芳和南郷総合支所長 お答えいたします。 

 南郷スキー場につきましては株式会社みなみあいづ、高清水自然公園については直営で管理

を行っております。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 針生区、株式会社みなみあいづ、ＤＭＣａｉｚｕ、直営等々ござい

ましたけど、この委託契約の中には、先ほどの６番のほうでもありましたけれども、契約内容

に雪下ろし、ただ点検をする、目視をする、それで壊れたら報告ではなくて、雪下ろしのでき

るものであれば、あずまやとかそういうのはできるんだろうというふうに思うんですけれども、

そういうものに対する雪下ろしというのは、そういう指定管理の契約の中にはないんでしょう

か。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうから答弁をさせていただきます。 

 今、手元に指定管理の契約書等を持ち合わせておりませんので、お答えできません。それで、

それ以上やっぱり進めないということであれば、暫時休議していただいて、確認をさせていた

だきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 
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○１５番 楠 正次議員 いえ、それは後からでも結構なので、私のほうでも調べさせていた

だきたいというふうに思います。 

 緑の広場のトイレとあずまやが屋根破損というふうに記載されていますが、これはどちらも

撤去なんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 施設解体撤去工事請負費のほうに計上しております緑の広場、こちらはあずまやと南側のト

イレ部分になります。雪害の修繕工事請負費の上のほうに記載されているものが管理棟の屋根

部分ということになります。 

○室井嘉吉議長 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 分かりました。 

 今回、舘岩地域は、先ほど言われた折からの分を合わせると１億2,000万円近い、約50％近

くが舘岩地域の雪害費用になるというふうに、総務委員会から提出していただいたものを見る

と分かります。 

 舘岩地域の空き家を管理している方、東京に住んでいる方の空き家を管理している方、そし

て、地元の人でも本人ができなくて、２階建ての倉庫の管理をしている方、頼まれている方、

その人たちに私、聞いてみました、この冬は何回ぐらい雪下ろしとかしましたか。したら、東

京に住んでいる方の持ち物も、総２階で割と大きいんですけれども、その家は、12月、１月、

２月で５回、屋根に上って下ろしたそうであります。そして、倉庫を管理されている、ここも

総２階の倉庫で結構大きいんですけど、その方は６回やったと。 

 ですから、雪の質がどうだ、降り方がどうだということもあるけども、そこを管理している

人は、やはり軒が折れそうだと、そういうのは見ていれば大体分かる。そうしたら、朝のうち

に雪の、昔からやっていらっしゃる、やられた方は70歳と80歳の方です、管理されている方。

その人たちが管理ができるわけですよ。 

 ですから、状況に合った管理、これはもう我々では手が出せないといったら、やっぱり役場

に相談をするなり、そして重機を持ってやるなり、話ちょっと、今回の議案にはないですけれ

ども、舘岩中学校の体育館というか多目的広場のところなんかは、すごい高いところから氷が

下がってしまう。それは結局、相談があって、重機でないと落とせないということで、巻きつ

いた雪を落としたというようなことも何度か見ています。やっぱりそういうことが管理として

重要なのかなと。 
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 明らかにこれ壊れそうだよ、軒も若干曲がっているよといっても、そのままにして折れてし

まった、そういうなことも見受けられるので、やはり内容をしっかりと、先ほど町長答弁あり

ましたけれども、しっかり見て、管理者には管理をしっかりしていただく。そして、なるべく

長くその状態で使う、そして、前の臨時議会のときも申し上げましたけれども、やっぱり空き

家の場合は落ちにくい、当然落ちにくいですね。そういうところに対する、塗装であったりと

か、雪の落ちやすい状況とか、そういうものを検討していくことが、町の財政的な一般財源、

これだと１億2,000万円であれば、約30％、3,600万円程度、一般財源を持ち出すことになりま

すから、その辺をぜひ、この間町長も、臨時議会のときも、やはりそういうことではなく、し

っかりと管理をするということをおっしゃったので、もう一度その辺をお含みおきいただき、

検討していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 議員ご指摘のとおりだと思います。やはり防げるものは防がなくちゃいけな

いと、このように思っておりますので、豪雪対策本部を設立した段階でも、公共施設の維持管

理に各部署で決定してくださいというような話をし、指定管理者のほうにも促してくれという

ようなお話をさせていただいておりますが、現実一冬たってみて、そういうふうな被害が出て

いるというのも事実でございますので、再度、冬期間の積雪被害が最小限でとどまるような管

理について、降雪前に再度促したいと思います。 

○１５番 楠 正次議員 終わります。 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 それでは、１点だけお伺いしたいと思いますが、ページ数は13ペー

ジの教育費でお伺いしますが、さきの全協の中において、２番議員から、学校給食センターの

維持管理も大変で、撤退するような話も聞いているような話もありましたが、実際的に補正に

上がっているのは、その中身において、給食センターというのは指定管理者になっているのか、

それとも受託業者なのか、その観点をちょっとお伺いします。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 先だっての全員協議会の中での質問ですと、伊南学校給食センターについてだったと思いま

すが、伊南学校給食センターにつきましては、業務委託で町が契約しております。田島学校給

食センターについては指定管理になっておりまして、伊南学校給食センターについては業務委
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託。 

〔発言する者あり〕 

○阿久津勝英学校教育課長 失礼いたしました。 

 ２つの学校給食センターについては業務委託で行っておりまして、それ以外の田島小学校に

ついては町直営、そして、荒海小学校、田島第二小学校につきましては業務委託になっており

ます。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 これ、業務委託と指定管理者のついでだから、この違い、中身の違

い、指定管理者と業務委託の中身の違い、これちょっと説明していただけますか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 まず指定管理でございますけれども、建物の維持管理も含めまして、委託者に全て委託する

という内容になっておりまして、そうしますと、その建物を維持管理するための光熱水費や電

気代、そういったものも含めて、燃料費も含めて指定管理料に含まれます。 

 業務委託につきましては、その一つの業務について、指定した業務についての委託になりま

すので、今回の学校給食センターにつきましては、給食を作る業務、そして給食を運搬する業

務、この２つについて、業者と委託契約を結んでいるというような形です。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 今の説明で大体分かってきましたけど、そうすると、維持していぐ

がなは、例えば燃料代とか電気代とか、そういうものは町で負担するということで了解でよろ

しいですか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 議員がおただしのとおり、業務委託については、町が燃料費、そして光熱水費を直接支払っ

ております。 

○１１番 高野精一議員 了解。 

○室井嘉吉議長 それでは、４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 一般補正17ページ、当該年度末現在高見込額ということで、地方債の

金額が明示されておりますが、この中で例年だと、どの程度交付税措置がされるのか、見込み

をお尋ねします。 
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○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 一般補正17ページに地方債の関係の調書が載っております。この表、当該年度末の見込みで

ございますが、令和４年度末で、右下の167億何がしという記載の残高があるということでご

ざいます。 

 それに対して、地方交付税措置がどのぐらいかというようなおただしかと思いますが、はっ

きりとした数字、大変数も多いので、正確には申し上げられませんが、おおむね７割から８割、

この程度は交付税で措置をされるというふうに算定をしております。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 ７割から８割ということでしたけれども、過疎対策事業債に関しては

７割というふうに、一番いい交付税措置だと思うんですけれども、ほかの一般単独事業とか、

災害復旧とか、この辺も高いと思うんだけれども、令和２年度の決算なんか見ると、全体合わ

せると５割ちょっとぐらいだと思うんだけれども、ちょっと確認したいと思います。全体合わ

せて７割も８割もあるのかなと、ちょっと疑問に思ったもんですから。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 議員おただしのとおり、過疎債、合併特例債、有利な財源で７割、８割、災害は若干高いと

いうようなところがありますが、多くが臨時財政対策債ということで、交付税の代わりに来る、

財源の代わりに来る起債があります。これは当該年度で、国のほうで交付税の財源がないので、

取りあえず借金していただいて、地方で借金をしていただいて、後々その返済を100％国が見

るというものでございます。それがかなり多く占めておりますので、100％というものがあり

ますので、平均してそのような、私が今申し上げたようなパーセントになるということでござ

いますので、ご理解願います。 

○４番 渡部 優議員 了解です。 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３８号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第10、議案第38号 令和４年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３９号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第11、議案第39号 令和４年度南会津町水道事業会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４０号の質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第12、議案第40号 令和４年度南会津町下水道事業会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎令和４年陳情第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第13、令和４年度陳情第１号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定（再

審法）の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書を議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 ９番、総務委員長、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 ただいま議題となりました陳情第１号 国に対し、「刑事訴訟法の再

審規定（再審法）の改正を求める意見書」の提出を求める陳情書について、総務委員会の審査

結果を報告いたします。 

 この陳情は、日本国民救済会福島県本部会津支部、古川晃氏より提出されたもので、一度確

定した判決であっても、冤罪のおそれがある場合は、高い人道的観点と基本的人権の尊重とい

う観点から、救済の道を開くべく、再審制度の改正を求めるものでございます。 

 総務委員会では、６月21日に審査を行い、採択すべきものと判断いたしましたので、審査の

経過を説明いたします。 
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 この陳情では、再審制度の実態が無実の人を救済するための制度として生かされていないこ

とを指摘しております。その理由につきましては、再審請求に対し、検察側が不服申立てをで

きる制度になっていること、そして、捜査段階で集めた証拠を開示しないまま解決になってい

るということが挙げられております。 

 総務委員会では、事前に陳情者から提供いただきました再審制度についての資料を基に現状

を理解するとともに、課題と論点について討議いたしました。 

 再審制度は、裁判で確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に再

審理を行うことであり、1967年の布川事件、1997年の東電ＯＬ殺人事件など、一度確定した判

決が再審請求により、無実が明らかになったケースがございます。 

 なぜこのような冤罪事件が起こるかといえば、それは人が人を法の名の下に裁く、このこと

から発生することであり、完全ということはあり得ず、また、間違いがあることは否定できま

せん。 

 また、再審は刑事訴訟法第４編に規定されておりますが、その条文は19条しかございません。

このことから、裁判官の積極性の違いによって、事件ごとの審理の質に差が生じていると言わ

れております。 

 また、検察の証拠提出につきましても、通常は有罪立証に必要な証拠のみを裁判所に提出す

ることになっております。近年の裁判員制度の導入におきまして、通常審では幅広く証拠提示

が行われるようになりましたが、再審請求審では、裁判官の理解と検察官の対応次第であると

言われております。 

 議論の中で、地方議会において、このような司法制度について判断するのはとても難しいと

いうこと、これも論点の一つになりました。しかし、その経緯につきまして見ました。そうし

ますと、冤罪犠牲者の会という会がございまして、こちらでは2019年に、再審や冤罪について

国会議員アンケートを実施いたしました。しかし、その回答率は何と僅か２％だったそうです。

また、このことについて、積極的に取り扱ってくれる国会議員も僅かだとしておりまして、陳

情者である日本国民救済会では、世論の高まりがなければ冤罪事件はなくならないとして、地

方議会から改正を求める意見書の提出を求めてございます。 

 この動きが全国的な広がりを見せているとともに、現在会津地方においても、喜多方市議会

や会津坂下町議会など９議会、昨日は昭和村議会でも採択されたそうですが、そのような動き

になっております。 

 冤罪事件が存在し、無罪の方の基本的人権が著しく侵害されている状況、事案が多数あるこ
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と、また、現在の法制度は完全ではなく、過渡期にあると考えることから、世論も含めた議論

が必要と考えます。 

 このことから、総務委員会では全会一致でこの趣旨に賛同し、採択すべきものといたしまし

たので、報告いたします。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、令和４年陳情第１号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求め

る意見書の提出を求める陳情書を採決します。 

 この陳情書に対する委員長の報告は採択です。 

 お諮りします。 

 この陳情書は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、令和４年陳情第１号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める

意見書」の提出を求める陳情書は採択することに決定いたしました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎令和４年陳情第２号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 日程第14、令和４年陳情第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出

の陳情について議題とします。 
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 本件について、委員長の報告を求めます。 

 ９番、総務委員長、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 ただいま議題となりました陳情第２号 地方財政の充実・強化を求め

る意見書の提出について、総務委員会の審査結果を報告いたします。 

 この陳情は、日本労働組合総連合会福島県連合会南会津地区連合会議長、佐藤寛喜氏より提

出されたもので、地方財政の強化を国に求めるとともに、政府関係機関に意見書の提出を求め

るものでございます。 

 総務委員会では、６月20日に審査を行い、採択すべきものと判断しましたので、審査の経過

を説明します。 

 この陳情では、度重なる自然災害に対する防災・減災、そして災害復旧の取組、少子高齢化

に伴う社会保障制度整備、新型コロナウイルス感染症感染拡大など高まる行政ニーズに対し、

地方自治体では人的資源の不足が明らかであり、行政需要に対応できるよう、地方財政を充

実・強化することを求めております。 

 少子高齢化、過疎化の進む地方自治体においては、行政需要が一層高まっています。度重な

る自然災害、新型コロナウイルス感染症対策、デジタル化の推進など、これらの解決に地方財

政の充実は欠かせません。また、自主財源に乏しい地方自治体が、より主体的に自律的に地方

自治を遂行するためには、偏在性の少ない所得税や消費税などを国税から地方税に移譲してい

くことも将来的に検討すべき課題と考えます。 

 以上の理由から、総務委員会では全会一致でこの趣旨に賛同し、採択すべきものという結論

に決しましたので、報告いたします。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、令和４年陳情第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について

を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 お諮りします。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、令和４年陳情第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情については

採択することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 議会運営委員会を中会議室２で開催します。 

 再開の放送は５分前に流します。 

 議会運営委員会の方にお知らせします。これから議会運営委員会を開きますので、委員の方

は中会議室２にお集まりを願います。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○室井嘉吉議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎日程の追加 

○室井嘉吉議長 先ほど、町長提出議案１件、委員会提出議案２件、議員派遣の件、各常任委

員長及び議会運営委員長から、閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りをいたします。 

 この際、これらの案件については、お手元に配付の追加議事日程のとおり日程に追加し、議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、提出されております案件については、お手元の追加議事日程のとおり日程に追加し、

議題とすることに決定いたしました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 追加日程第１、議案第41号 工事請負契約について（南会津町役場本庁舎車

庫倉庫建設事業倉庫棟建築主体工事）を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○渡部正義町長 それでは、追加して提案をいたします議案第41号 工事請負契約についてを

ご説明申し上げます。 

 本案は、南会津町役場本庁舎車庫倉庫建設事業倉庫棟建築主体工事の請負契約について、条

例の規定に基づき、議会の議決に付すものであります。 

 本工事の概要は、鉄骨造２階建て、延べ床面積398.12平方メートル、建築主体工事一式であ

りまして、町内建築業者９社を指名し、去る６月16日、指名競争入札を実施した結果、請負金

額１億835万円で株式会社大桃建設工業が落札いたしましたので、同社と工事請負契約を締結

するものであります。 

 なお、工事の期間は、令和４年12月26日までを予定しております。 

 つきましては、よろしくご審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上げます。 

○室井嘉吉議長 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 １点だけ確認させてください。 

 主体工事というふうになっていますが、倉庫を造る場合、設備関係の関連の工事というのは

この中に含まれているかどうかということをお聞きします。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 
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 建築主体工事と機械設備工事、あと電気設備工事ということで、今回３点、工事の発注がご

ざいまして、既に５月12日の入札で、機械と電気設備のほうの入札のほうは仮契約を結んでお

ります。 

 機械設備につきましては、７社内申をしまして、株式会社光和設備工業所南会津支店のほう

と仮契約を結んでおります。 

 電気設備につきましては、５社内申をしておりまして、株式会社阿部電機さんと仮契約を結

んでいるところでございます。 

 以上です。 

○２番 馬場 浩議員 了解です。 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 様々な工事が、材料がなかなか入らないということで、遅れている状

況があるんですけども、今回はそういったものを想定して、12月26日という工期なんでしょう

か。 

○室井嘉吉議長 建設課長。 

○月田 啓建設課長 お答えいたします。 

 今のところ、入るという見込みでの工期としております。 

 なお、この後の情勢につきまして、不確定な部分、様々ございますので、何らか資材が入ら

ない、そういった状況があれば、変更等も想定されるかと思いますが、今のところは間に合う

というような想定でございます。 

 以上です。 

○４番 渡部 優議員 了解です。 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 なければ、質疑を終わります。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 追加日程第２、委員会提出議案第３号 刑事訴訟法の再審規定（再審法）の

改正を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 ここで、提出者、総務委員長から趣旨説明を求めます。 

 総務委員長、９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 それでは、私のほうから、委員会提出議案第３号 刑事訴訟法の再審

規定（再審法）の改正を求める意見書の提出について、提案理由の説明をさせていただきたい

と思います。 

 読み上げます。 

 再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な無罪証拠を提出すること

が求められます。ところが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察・検察の手にあるだけで

なく、当事者主義の名の下に、それらは開示する義務はないとされ、しばしば無罪証拠が隠さ

れたまま、有罪が確定する事例が後を絶ちません。 

 再審における証拠開示には、明確なルールがありません。その結果、証拠が開示されるか否

かは、裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることになり、法の下の平等原則さえも踏

みにじられております。 

 また、再審開始決定に対する検察による不服申立て（上訴）が許されています。公益の代表

者という検察官の法的地位からしても、裁判所の決定にいたずらに逆らい、悲劇を繰り返すこ

とには、法的な制限を加える必要があることは明確です。 

 よって、無実の者を救済するため、政府関係機関に対し、刑事訴訟法の再審規定（再審法）
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の改正を強く求める意見書を提出するものでございます。 

 提出先は、内閣総理大臣、法務大臣。 

 意見書は別紙のとおりでございます。 

 慎重審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○室井嘉吉議長 追加日程第３、委員会提出議案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見

書の提出についてを議題とします。 

 ここで、提出者、総務委員長から趣旨説明を求めます。 

 総務委員長、９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 委員会提出議案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出

について、提案理由の説明を行います。 
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 地方公共団体は、度重なる自然災害に対する防災・減災や災害復旧の取組、急激な少子・高

齢化の進展に伴う子育て、医療・介護などの社会保障制度の整備、また、人口減少下における

地域活性化対策、脱炭素化を目指した環境対策、あるいは行政のデジタル化推進など、より新

しく、かつ、極めて多岐にわたる役割が求められつつあります。 

 しかし、現実に地域公共サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、

新型コロナウイルス、また、近年多発している大規模災害への対応も迫られています。 

 これらに対応するための地方財政について、政府は「骨太方針2021」において、2021年度の

地方一般財源水準を2024年度まで確保するとしておりますが、それをもって増大する行政需要

に十分対応し得るのか、大きな不安が残されております。 

 このため、2023年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、コロナ禍への対応も勘案し

ながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すことが必要です。 

 よって、地方財政の充実・強化を強く求める意見書を提出するものでございます。 

 提出先、意見書につきましては記載のとおりでございますので、慎重審議いただきまして、

ご議決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎議員派遣の件について 

○室井嘉吉議長 追加日程第４、議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、会議規則第127条の規定によって、お手元に配付のとおり派遣す

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することに決定しました。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会中の継続調査について 

○室井嘉吉議長 追加日程第５、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 会議規則第75条の規定によって、お手元に配付の閉会中の継続調査申出一覧表のとおり、各

常任委員長から所管事務調査、議会運営委員長から所掌事務調査について、閉会中の継続調査

の申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 上衣の着衣を願います。 

 

  ――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会の宣告 

○室井嘉吉議長 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 
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 会議を閉じます。 

 令和４年第２回南会津町議会定例会を閉会します。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時３０分 
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